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　2023年7月末、自動運転の倫理に関する国際規格ISO 
39003１）が発行された。「Guidance on safety ethical 
considerations for autonomous vehicles」は、SAE

（Society of Automotive Engineers）自動運転レベル5
（完全自動運転、以下、L.5）がスコープであるが２）＊1、
自動運転に必要な倫理的配慮が設計時に対処され、

効果的にコントロールされていることを保証するた
めに、自動車メーカーが自己認証するための「プロ
トコル・ガイドライン」を提供する国際規格である
とされる＊2。同規格では、「自動運転車は社会の願
望と一致する倫理的な優先順位を有する必要があ
る」とされ、その内部で人と動物の衝突やジレンマ
への対処における倫理的配慮などが項目として挙げ
られ、L.5の手引きとしての推奨事項（指針、ガイ
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自動運転の倫理に関する ISO39003の分析と
自動運転レベル4への応用可能性

　1.　はじめに

ド規格）という位置付けのISOとなっている。本稿
は、ISO39003で規定された自動運転の倫理に関す
る分析および刑事裁判上、同ISOが利用される可能
性、諸外国の自動運転の倫理に関する指針との整合
性、ならびに日本の産業界への影響等を検討する。

　まず、ISO39003の策定経緯を概観する。
　2-1　2019年のプロポーザル
　イギリス主導（プロジェクトリーダー：Mr. Dave 
Conway）で、2019年にISO専門委員会TC241（議
長国：スウェーデン）内で39003の提案がなされた。
もともと39003の策定を開始したこのTC241では、
2012年10月に、ISO39001 （道路交通安全マネジメ
ントシステム）を発行している。ISO39001３）は、道
路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目
的とした国際規格であり、ISO9001（品質）や14001

（環境）と同様に、PDCAサイクルに従って適切な
道路交通安全マネジメント体制を確立、実施、維
持、改善するために組織に必要とされる要求事項を
明文化したものである。39001のような道路交通安
全マネジメント体制を検討するTC241において、
人の命の選択にまで踏み込む「倫理」の規格が扱わ
れることは異例であり、当初、日本をはじめとする
いくつかの国は、39003は次のステップに進むこと
なく、投票で否決されるであろうと考えていたとさ
れる＊3。
　しかし、「ISO39003（自動運転車のための倫理的
配慮）の提案を承認するか?」という投票において、
日本、ドイツ、フランス、スウェーデン等の自動車
工業国は反対したものの（アメリカは未投票）、29
カ国のPメンバー（Participating member）のうち
の2/3が賛成したため、TC241の傘下に、イギリス
主導の下、作業部会であるWG6が設置された。
　同WGでは、本規格のスコープとして「本書は、
自律走行車が本質的な安全運転を判断する際の原則
について指針を示すものである。本書は、国際的な
自動車技術会（SAE）が2014年にメンバー『路上
走行中の自動車自動運転システムに関連する用語の
分類と定義』報告書の一部として定義した、すべて
の自律走行車に適用されるものである。本書は、意

思決定プロセスを制御するために使用される技術的
方法には適用されず、また、意思決定の望ましい結
果に関する指針を与えるものではなく、意思決定プ
ロセスの設計において考慮する必要がある道徳的側
面に関する指針を与えるものである。」と記されて
いた４）。もともと車両制御システムの意思決定プロ
セスをカバーするものは存在しておらず、39003は、
考慮すべき問題とその意思決定がもたらす望ましい
結果についてガイダンスを与えるものであると銘打
たれ、策定が開始された。
　2-2　日本の対応
　日本側のTC241の事務局は、独立行政法人自動
車事故対策機構（NASVA）であり、2019年8月に第1
回ISO/TC241国内専門委員会を開催した。当時、自
動車工業系の国のスタンスとしては、「自動運転はそ
の領域の専門家が扱うべきであり、TC22やTC204
で本来行うべきものでTC241の範疇ではない」と
の見解が見受けられ、WG6にネガティブスタンス
で臨み、39003のWDの次のステップであるCD投
票時に否決されることを狙うというものであった。
　2020年9月、日本では、国内専門委員会での検討
の結果、現WDの内容見直しを求めるポジション
ペーパー５）をWG6に提出することになり、同WG
会議にてプレゼンテーションを行うこととなった。
ポジションペーパーでは、（WD当時の） 39003の
7.1.1項の自動運転車が採用すべき損害を少なく抑え
るための優先順位や7.2.6項について、「優先順位を
明記したり、配慮すべきケースを具体的に例示した
りすることが、本当にRoad Traffic Safetyを確保す
る上で役に立つのか、逆に、今後の自動運転車の実
現に向けた必要な技術の研究開発の自由度を奪った
り、法制度や生活習慣に関する社会的議論を阻害し
たりする可能性がないのかについて十分考える必要
がある。」とし、「Road Traffic Safety Management
の視点からすれば、実際の事故事例の情報を収集し、
その分析を行うことで優先付けに関するルールを決
めることや、自動運転車の活用に伴って社会的な議
論が必要になるケースについて行政や法律、社会学
などの専門家から意見収集を行うことは、自動運転
車に関する安全性を向上させる上で推奨される組織
活動と考えられる。」との立場を示し、日本側は、
法的・社会的思考が不十分なまま議論や内容が先行
するWG6に歯止めをかけ、進むべき方向性を提案
した。WDに対しては約80、CDに対しては約50、
DISに対しては約60件のコメント（修正案や疑問
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in criminal trials, subject to its roll-out and adoption in Japan.

点、改善方法など）を日本から投げかけ、規格案を
修正した。とりわけ、DISでは、各国の法律事情を
無視した挙動の方向性が示されていたため、日本側
としては、各国の道路交通法規の遵守を前提とした
文言に修正するよう強く主張した。
　そして、先般、ISO39003が発行された。

　3-1　39003における「目的」および「価値」
　ISO39003では、哲学的な話や応用倫理学的な説明
なども多く、人文系の教養的内容が盛り込まれてい
る。そして、前半では、国連普遍的価値（人間の尊厳
など）のような普遍的価値が推奨されており、フレー
ムとして「目的」、「価値」、「原理」を挙げている。
　例えば、「目的」（ISO39003の7.2.1。以下、ISO39003
の章の記載は章番号のみを記す）には、①人を移動
させて自己実現を叶えること、②（環境ないし他の
道路利用者へのネガティブな）インパクトの減少、
③公共空間の充実、が示されている。「価値」（7.2.2）
には、V1 人間の尊厳、V2 移動および意思決定の
自由、V3 平等性と公平性、V4 社会的進歩、V5 安
心・安全、V6 プライバシー、親しさ（の権利）お
よび人間の意思決定の自律性、V7 持続可能性およ
び人間・技術・環境恒常性の適切なバランス、など
が掲げられている。これらを混ぜて「原理」として
説明がなされている。
　そして、「本質的に倫理的であり、（i）人類が共
有する意識と信念を反映し、（ii）7.2.3で詳述した価
値と原則に対応する車両行動を開発できるような正
式アプローチを採用することが必要である。さらに、
ある車両挙動が他の車両挙動と矛盾しないような挙
動間の（iii）一貫性がなければならない。対応と一
貫性は、価値観、原則のシステムの完全性と、それ
らが、車両が実行する実際のドライビング・アクショ
ン・ポリシーにどのように埋め込まれるかを決定す
る（7.2.4）」と記載され、ISO39003では、挙動の方
針を「ドライビング・アクション・ポリシー（以下、
DR）」として規定している（なお、DRをわかりや
すく説明するために、Maximという行動準則も併
記されている）。端的にいうと、DRに沿ったシス
テムの設計をすれば、それは本質的に倫理的であ
り、人類が共有する意識と信念を反映したものにな
るということである。
　3-2　DRの検討
　DR1は、できる限り公道のスペースを占拠しな

いことを求め、DR2は、原則として自車の行動に
よって他の道路利用者が速度変更、減速、回避行動、
緊急行動を起こすような不必要な行動を禁ずるこ
と、そして、DR3では、例え周囲に他の車両がな
い場合であっても、他の車両の突然の出現に備える
必要があること＊4、さらに、DR4では、個人的な効
率よりも防衛的かつ注意深い運転の必要性を説いて
いる。これらは、完全自動運転において、他者（他車）
への配慮を要求するものであり、当然のことである。
また、DR5からDR7-cは、主に車線変更について規
定しており、不必要な車線変更などをしてはならな
いことを示している。DR8-aでは、HMI（ヒューマ
ンマシーンインターフェース）として、他者（他車）
へのコミュニケーションや積極的なインタラクショ
ンを要求する。例え、相手が違法（illegally）だっ
たとしても、（相手に）譲ることをシステムに求め
ている。このDRは、例えば、急制動を行うと、自
動運転車両の内部の人物が重傷を負うような場合
に、横断禁止の道路にあえて侵入してきた人物を守
るために急制動をすべきか、という現実的なジレン
マ状況において問題となる。交通違反者までも保護
すべきか、という問題に踏み込んでいるDRとなっ
ている。しかし、L.5の完全自動運転の時代において、
ほぼ全ての車が完全自動運転車であれば、このよう
な要求もあり得るし、また、急制動を行っても車内
の安全性が保たれるほどの技術力や、国際的に操舵
による回避が許されるようになっていれば、DR8-a
の要求も守れる可能性がある。
　DR9-aは、そもそも（混雑場所への進行や車線/
経路変更などの）危険な状況を避けることを要求し
ており、DR9-b～dは、通行権と道を譲ること、そ
の意思表示をすることについて規定する。そもそも
片側通行の道をODDとして認めないように思われ
るため、L.4以下にはあまり関係しないと考えられ
る。しかし、意思表示のHMIは混在空間の自動運
転においては必要であるため、この点はL.4以下で
も同様のことが妥当し得る。
　DR10～11では、他の道路利用者の行動などとの
対立時に、相手側の経過や意図を汲んで責任を持っ
て行動することや、助けを求める際の対外的なイン
タラクションが求められている。センシングにおい
て、かなりの技術力が求められる要求であるが、他

者（他車）に対し、不安にさせないよう、現状のト
ラブルや意図を伝えるHMIは必要であると考えら
れる。
　DR12では、ファーストレスポンダー（緊急車両）
への配慮に触れている。本DRの説明では、「自動
運転車両は、センサーと行動意欲によって、悪影響
を最小限に抑えるためにできる限りのことをしよう
としている。ここでの視点は、自動運転車両の行動
意図、つまり挙動は、結果的に何が起こるかよりも
優先されるということである」とされている

（7.4.10）。つまり、「行動意図、つまり挙動は、結果
的に何が起こるかよりも優先される」ため、（行為
の結果から行為にさかのぼって正当性を認める）帰
結主義に陥らずに、ファーストレスポンダーに反応
して道を譲るために他車のスロットを占拠するとい
うシンプルで、センサーの機能上、可能な対応を（義
務を守る行為それ自体に正当性を認める）義務論的
に要求している。とはいえ、同所では、「しかし、
その行動の結果として、他の道路利用者、特に傷つ
きやすい道路利用者を明確かつ現在の危険にさらし
てはならない。」とも説明されており、「行動の結果

（as a consequence of its actions）」の理解にもよる
が、義務論的な要求をしつつ、帰結主義も取り入れ
ており、やや混乱を生むように思われる。
　DR13では、他の道路利用者への危害について、
例えそれが結果的に交通法規に違反するような事態
を招くとしても、制限されるべきであるとされてい
る。交通法規に反してでも他者を守ることを要求し
ているように読めるが、道路交通法などを遵守する
ことは、保安基準でも求められる要求であるため、
これは大前提であり、同所のMaximにおいても、

「法律に違反する行為は予見不可能であり、したがっ
て許されるべきではない」と記載されており、交通
法規違反を推奨するわけではないことが看取される。
　DR14～14cは、避けられ得ない衝突状況に関す
る、まさにジレンマ状況への対処であり、ファース
ト・イン・ファースト・アウトの原則（以下、FiFo）
が説明されている。FiFoは、最初に検出した物体
に対して行動（例えば回避行動）を取るように指示
し、その行動を成功させるために最善を尽くすこと
である。2つ（またはそれ以上）の物体が全く同時
に検出されることはまずないと考えられ、常に最初
の到着者が存在し、車両が実行できる限り、それに
対処されなければならない。
　物対物の場合は、FiFoを用いる。人命対物ある

いは人の軽傷の場合は、人命を優先する。
　そして、DR13cにおいて、人命対人命の場合に
は、「数の差が明らかな場合は定量的な基準に基づ
く。ただし、数が等しいか、有意な差がない場合は、
FiFoを使用する。個人の属性で判断することを禁
じる。ただし、この属性には、交通カテゴリ別の属性
は含まれない（例：交通弱者など）。」と規定された。
　まず、現状、人数比較が適切にできるほどのセン
シング技術はなく、むしろ、センシングできるよう
な状況であれば、おそらく急制動など通常の回避行
動が可能であるため、現実にこのような意味におけ
るジレンマ状況に陥ることはまれであるといえる。
また、現状では、例えば、歩道に乗り上げるような
操舵回避は許容されておらず、緊急時は専ら制動

（ブレーキ）であり、せいぜい車線変更が可能かど
うか、が今後の課題であるため、実際に自動運転
車両がとり得る挙動は限られる。もっとも、将来
的にISO39003のスコープであるL.5が実装されるよ
うなインフラ連携もできている社会状況があれば、
技術的にも人数の差をセンシングできる可能性はあ
ろう。その際に、やはり人数のセンシングで「有意
な差（Differences in quantities are evident.）」が必
要であろう。あまり差が見受けられない時は、潔く
FiFoのルールに従うというのは、恣意的ではなく、
ある程度の透明性が担保されているといえる。また、
FiFoをはじめ、7.4.10で説明される「挙動は・・・
結果的に何が起こるかよりも優先される」というや
や義務論ベースの文言と、人数比で判断する功利主
義的な判断の間には、理論的な矛盾も見出し得る。
例えば、後述のドイツ倫理規則において、義務論に
基づき、ジレンマ状況のプログラミングを禁じてお
きながらも、行為功利主義的な文言が見受けられる
点につき、義務論に基づく個人の尊厳の絶対的保障
が貫徹されていないとの指摘がある６）。この点、い
わゆる（どの規則が効用を最大化するかを問う）規
則功利主義として、「ある規則に従えば、人命の保
護を最大化できる」と考えれば、人数差が判明する
際には多い人数を助ける規則が人命の最大化を図
り、人数差が判然としない際には、FiFoが人命の
最大化を図るといえるならば、義務論と功利主義の
折衷的な理解も可能かと思われる。
　なお、「個人の属性」の文言の「属性」の原語は、

「attribute」であるが、性別、年齢、宗教等、セン
シングが可能かはさておき、それら個人の「属性」
に、基づく区別を禁ずる内容である。もっとも、
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事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を
認定した。
　判決文に鑑みるに、①「遊戯施設業界内の共通認
識」を前提とし、②「実務上、確立した慣行として
定着」していたことから、JIS規格によって刑法上
の注意義務が認められている、といえる。なお、「過
半数で履行されていること」は必然的な要件ではな
い。むしろ、JIS規格に従うことの「共通認識」性と

「慣行としての定着」性を基礎づける事情といえる。
　5-2　JIS規格が刑法上の注意義務において参照

されるための要件
　上記①「遊戯施設業界内の共通認識」および②「実
務上、確立した慣行として定着」の判断においては、

（関与者らの認識を前提に）以下の(a)～(c)が認定さ
れている。

（a）標準としては、JIS規格以外に拠るべきものは
見当たらないこと。

（b）法定定期検査においては、JIS規格に従ってこ
れを行うことが強く期待されていたこと。

（c）定期検査報告の様式においても、JIS規格の定
めに従って定期検査を実施することが前提と
されていたこと。

　つまり、一般化すれば、JIS規格が刑法上の注意
義務において活用されるためには＊13、①「業界内の
共通認識が存すること」、すなわち、共通認識性を
前提とし、②「実務上、確立した慣行として定着して
いること」、すなわち、定着性が必要である。仮に、
同じ判断枠組みが行政指針についても妥当するので
あれば、行政による指針の場合は、当該省庁から通
知がなされるため、共通認識性が充足されるといえ
る。また、実際に行政指針に従う企業がほとんどで
あろうし、行政による要請は「指針に従うことが強
く期待されていた」と評価できるため、事実上、定
着性の要件も充足されよう。

　L.4の指針は存在しないが、レベル5の指針が国

際規格として存在する場合に、それが過失の注意義
務において参照されるか。そもそもL.4とは、シス
テムが全ての動的運転タスクおよび作動継続が困難
な場合への応答を限定領域＊14において実行するも
のをいい、車内はもちろん、遠隔においても「運転者」
が存在しない。2023年4月1日より施行された改正
道路交通法では、L.4につき、道路において、自動
運行装置＊15を当該自動運行装置に係る使用条件で
使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること＊16を「特定自動運行」と定義している。
このL.4は、「限定領域」では完全にシステムが運
転を行うため、限定領域内では、L.5とシステムの
行うことは全く同じと考えられる（Fig.1参照）。

 

　したがって、「システムが担当」する部分につい
ては、L.5対象の指針が要請する倫理的配慮が妥当
すると考えられる＊17。
　では、ISO39003について、前述（5章2節）にお
ける①「共通認識性」と②「定着性」について検討す
る。自動運転レベル4の倫理に関しては、2023年10
月時点で「指針」やJIS規格は存せず、また、直近
のL.4開発に多大な影響を与えたくないという各国
の思惑もあるのか、ISOも存しない。係る状況で、
限定領域内では、L.5とL.4のシステム運行は同様で
あることに鑑みれば、L.5の指針、標準規格を参照
し得る。L.5の行政指針はなく、拠るべきものとし
ては、ISO39003の国際規格があるのみである。共
通認識性の一部が充足されるように思われる。しか

し、まだ「実務上、確立した慣行として定着」はし
ておらず、現時点で、L.4の自動運転の事故が起き
た際の過失において、刑法上の注意義務を措定する
際に「ISO39003に従って倫理に関わるプログラミ
ングを行うことが強く期待されていた」との評価に
はなることはないと考えられる。
　ただし、現状、ISO39003のガイドライン規格に
認証評価が加わるかどうかは各国に委ねられてお
り、L.4の自動運転車に対して「ISO39003準拠」の
ようなお墨付きを与える国家もあり得る。また、
L.5の国際規格とはいえ、その内容は、L.4でも全く
同じ道路/倫理状況への対応が求められるわけであ
るから、（ISO TC241 WG6内のexpert等の関連企業
において）既にISO39003を参考に開発を行うつも
りの企業もあるとのことである。今後のISO39003
の普及と国内での運用次第では、自動運転業界での

「共通認識性」と「定着性」が充足されることもあ
り得るように思われる。

　ここで、わが国にとって一番必要なことは、L.5
の倫理を扱うISO39003に対応して、国内L.4の標準
規格ないしは指針を行政が策定することであろう＊18。
このことは、2023年5月31日に発出された日本学
術会議による見解「自動運転における倫理・法律・
社会的課題」においても、「自動運転に関する倫理
を整理することは、法整備及び社会設計を行う上で
は重要なことである。国が、産業界、地方自治体、
市民と連携して、自動運転に関する倫理的検討を進
め、日本文化、地域特性に配慮しつつ、グローバル
な対比において最適な倫理指針を整備することが望
まれる。」と示されている19）。グローバルな対比に
ついては、本稿で取り上げたISO39003をはじめ、
ドイツ、EU、イギリスなどの指針も参考になろう
と思われる。また、JSTのCRDSの報告書20）では、「上
流の場面では、『ある技術が社会にもたらしうる潜
在的・顕在的課題は何か?』『どんな変化を社会に
もたらしうるか?』『どんなプロセスで合意形成を
すればいいのか?』『そもそもどんな未来が予見さ
れるか?』といったことが問題になるが、これらは 
ELSI/RRIの実践で問われることに他ならない。こ
うした問いに応えるためには、技術開発に関わる自
然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・

社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められ
る。」と示されており、自動運転の分野では、技術
者に加え、人文社会科学の知見をも加えた学際的な
倫理の検討が望まれよう。
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EU倫理提言７）やイギリスの倫理提言＊5 ８）において
は、車椅子などの「傷つきやすい交通弱者（Vulnerable 
road user）」が自動運転車の近くに存在するとき、
通常とは異なった「傷つきやすい交通弱者」に配慮
する挙動を自動運転車に要求することが考えられて
いる。そのため、「属性」に「交通上のカテゴリー：
とくに傷つきやすい交通弱者」が含まれないことが
明記されていると考えられる。
　以上、ISO39003について考察をしたが、比較の
ため、次章では、L.3以上を対象とするドイツの倫
理規則に対する検討を行う。

　ドイツでは、2017年に、旧デジタルインフラス
トラクチャー省が「自動運転及びコネクテッド・
カーに関する倫理規則（BMVI, Ethik-Kommission 
Automatisiertes und Vernetztes Fahren, Bericht 
2017）」を制定している＊6。同規則の9において、「回
避することができない事故状況において、個人的な
特徴（年齢、性別、身体あるいは精神上の素質）に
よるあらゆる格付けは厳格に禁止される。被害者同
士を比べて引き算をすることも禁止である。人的被害
数を減少させる一般的なプログラミングは支持され得
る。乗り物のリスクの発生に関与する者は、関与し
ない者たちを犠牲にしてはならない。」と規定される
点は特徴的である。人数比較の引き算（Aufrechnung）
を厳格に禁ずる姿勢は、過去のドイツの連邦憲法裁
判例において、基本法1条1項の「人間の尊厳は不可
侵である」を根拠に、「一括した生命対生命の衡量

（pauschale Abwägung von Leben gegen Leben）」
が許されずとした1975年判決や10）＊7、ハイジャッ
クにより死を免れない乗客と地上の潜在的犠牲者の
生命を差し引きしてはならないこと等を理由に、航
空機を撃墜できるとした航空安全法に対する2006

年の違憲判決＊8 11）、等と整合的である。なお、この
箇所（個人的な特徴による格付け禁止）は、驚くべ
きことに、2021年7月に発効したドイツの改正道路
交通法の1e条2項2号にも採用されている12）。
　このようなドイツの基本権の立場によると、倫理
規則8が「生命対生命のような真のジレンマにおけ
る決定は、関係者の予測できない行動様式を含んだ
具体的な実際の状況に左右される。それゆえ、その
決定は、一義的に規範化できず、また、倫理的に疑
う余地のないようプログラムすることもできない。」
と規定されていることも当然である。ジレンマ問題
への対処については、生命対生命で優劣をつけられ
ないため、プログラミング自体が禁止されているの
である13）。
　これら、前章で論じたISO39003および本章で見
たドイツの倫理規則に共通するのは、多様な価値観
に鑑みた上で、自動運転のシステム設計について、
かなりの倫理的な配慮を要求しているということで
ある。これらの（ドイツをはじめとする）各国指針
および国際規格は、現状（公的な）倫理指針を保有
しない日本において、どのような影響を有するので
あろうか。とりわけ、現在、実装が開始されたL.4
における交通事故時などの過失犯の刑事裁判におい
て＊9、指針・規格が有する機能はいかなるものであ
ろうか。次項では、まず、刑事裁判における指針・
規格と注意義務の関係について検討する。

　裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める
際に、標準規格や指針が参照されることがある。発
出主体としては、行政指針、JIS等の標準規格＊10、
民間規格・指針などが想定される。なお、民間規格
であっても、それが一般化されていれば、刑法上の
注意義務において活用され得る＊11。このような意味

では、（JISと同様にDINという国内規格を有する
ドイツでも）規格は法に近いものとも評されている16）。
　本稿では、主たる検討対象である国際規格に対応
する国内標準規格であるJIS規格の検討を行う＊12。
　5-1　遊園地コースター事件【大阪地判平成21

年 9 月28日（裁判所ウェブサイト）】
　本事件は、遊園地内コースターの客車が軌道上を
走行中に脱輪して急停止し、乗客のうち1名が死亡
し、12名が傷害を負った事故について、同遊園地を
経営する会社の役員らが起訴された事案である。法
定定期検査の一内容として（車両の）ボギー先端軸
をボギーアームから取り外させ、探傷検査を実施さ
せる注意義務について、被告人らは、本件当時、ボ
ギー先端軸がJIS規格上の「車輪軸」に当たるとは認
識していなかった旨供述し、弁護人もこの供述を前提
に、そもそも法定定期検査をJIS規格に従って実施し
なければならないという法令上の根拠はないが、仮
にJIS規格に従って実施しなければならないとして
も、ボギー先端軸はJIS規格上の「車輪軸」に当た
らないから、被告らには法定定期検査の一内容とし
てボギー先端軸について探傷検査を実施させるべき
注意義務があったものではない等の主張を行った。
　本件では、「車輪軸」について、1年に1回以上の

「探傷試験」の実施を要求するJIS規格が業務上過
失致死傷罪における注意義務の発生根拠となるかと
いう争点、すなわち、JIS規格と建築基準法の定める
遊戯施設の法定定期検査との関係が問題となった。
　本判決では、「建築基準法12条3項は、法定定期
検査の内容として、『当該建築設備についての損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検』と定めるにとどま
り、点検に際しての具体的な検査項目や検査方法等
についてまで直接規定するものではない。そこで、
これらについては他に基準を求めることになるが、
本件事故当時における遊戯施設の検査標準として
は、JIS規格以外に拠るべきものは見当たらない。」
と示されている。
　この点、JIS規格自体は、工業標準化法に基づき、
所定の手続を経て定められた任意の標準ではある
が、建築基準法12条3項が指定する昇降機検査資格
者の国土交通大臣登録講習に係る昇降機検査資格者
の講習テキストにおいては、JIS規格について、「建

築基準法の規定に基づき、遊園地等に設置された遊
戯施設の安全性を確保する目的で、各特定行政庁も
しくは所有者の信頼を受けた検査資格者が義務づけ
られた検査のための検査項目、検査器具、検査方法
及び判定基準を各機種別に規定し、検査判定の統一
化を図ったものであ」り、「建築基準法の適用され
ない遊戯施設にも準用されることが望ましい」と記
載されている。
　また、遊戯施設等の検査基準等を定めた昇降機遊
戯施設定期検査実務要綱でも、定期検査は、建築基
準法令やJIS規格等に拠り検査資格者が行うとされ
ている。さらに、日本規格協会発行に係るJIS規格
の解説の記載や、建築基準法を所管する国土交通省
住宅局建築指導課が、財団法人H発行の「昇降機遊
戯施設定期検査業務基準書2004年版」を監修し、
JIS規格に従って定期検査を実施するよう周知、指
導していたこと、昇降機等検査資格者の講習におい
て、講義の科目の内容としてJIS規格を位置づけて
いること等を挙げ、本判決は、「以上の諸点によれ
ば、遊戯施設の法定定期検査とJIS規格とは極めて
密接な関係があり、法定定期検査においては、JIS
規格に従ってこれを行うことが強く期待されていた
ものとみることができる。」と判示した。
　そして、「近畿2府4県の特定行政庁の了承を得て
制定された定期検査報告の様式においても，JIS規
格の定めに従って定期検査を実施することが前提と
されていた。」ことに触れている。加えて、本件事
故後に国土交通省の通知により実施された全国の遊
戯施設に対する緊急点検の結果、約4割の遊戯施設
で「車輪軸」の探傷検査を1年以内に実施していな
いことに依拠して、遊園地業界において法定定期検
査をJIS規格に従って実施することは一般的ではな
かった旨の主張に対し、「前記緊急点検の結果によ
れば，むしろ，手間と費用のかかる「車輪軸」の探
傷検査ですら過半数の遊戯施設で履行されていると
いえるのであるから，弁護人の主張は採用できな
い。」と応じている。最後に、「本件事故当時、遊戯
施設の法定定期検査において、JIS 規格に従ってこ
れを実施することは遊戯施設業界内の共通認識であ
り、実務上、確立した慣行として定着していたもの
であったと認められる」と判示した。
　このように本判決は、JIS 規格上、同法定定期検
査の検査標準・検査項目が定められ、具体的には、
年1回以上の探傷試験を行うこととされていた点を
指摘し、探傷検査を実施させるなどして乗客の死傷
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＊ システムが全ての動的運転タスク（DDT）および作動継
続が困難な場合への応答を領域の限定なく実行する。
JAEのＪ3016（2021）の定義による。

＊2

＊1

ISO39003は、ガイドライン規格であるため、認証の制度
化は、おおむねないと考えられる。もっとも、ISOと認
証制度は必ずしもリンクしないため、認証制度で使用さ
れる可能性自体は残る。



　2023年7月末、自動運転の倫理に関する国際規格ISO 
39003１）が発行された。「Guidance on safety ethical 
considerations for autonomous vehicles」は、SAE

（Society of Automotive Engineers）自動運転レベル5
（完全自動運転、以下、L.5）がスコープであるが２）＊1、
自動運転に必要な倫理的配慮が設計時に対処され、

効果的にコントロールされていることを保証するた
めに、自動車メーカーが自己認証するための「プロ
トコル・ガイドライン」を提供する国際規格である
とされる＊2。同規格では、「自動運転車は社会の願
望と一致する倫理的な優先順位を有する必要があ
る」とされ、その内部で人と動物の衝突やジレンマ
への対処における倫理的配慮などが項目として挙げ
られ、L.5の手引きとしての推奨事項（指針、ガイ

（ 59 ）

133

IATSS Review　Vol. 48,  No. 2 Oct., 2023

自動運転の倫理に関する ISO39003の分析と自動運転レベル4への応用可能性

ド規格）という位置付けのISOとなっている。本稿
は、ISO39003で規定された自動運転の倫理に関す
る分析および刑事裁判上、同ISOが利用される可能
性、諸外国の自動運転の倫理に関する指針との整合
性、ならびに日本の産業界への影響等を検討する。

　まず、ISO39003の策定経緯を概観する。
　2-1　2019年のプロポーザル
　イギリス主導（プロジェクトリーダー：Mr. Dave 
Conway）で、2019年にISO専門委員会TC241（議
長国：スウェーデン）内で39003の提案がなされた。
もともと39003の策定を開始したこのTC241では、
2012年10月に、ISO39001 （道路交通安全マネジメ
ントシステム）を発行している。ISO39001３）は、道
路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目
的とした国際規格であり、ISO9001（品質）や14001

（環境）と同様に、PDCAサイクルに従って適切な
道路交通安全マネジメント体制を確立、実施、維
持、改善するために組織に必要とされる要求事項を
明文化したものである。39001のような道路交通安
全マネジメント体制を検討するTC241において、
人の命の選択にまで踏み込む「倫理」の規格が扱わ
れることは異例であり、当初、日本をはじめとする
いくつかの国は、39003は次のステップに進むこと
なく、投票で否決されるであろうと考えていたとさ
れる＊3。
　しかし、「ISO39003（自動運転車のための倫理的
配慮）の提案を承認するか?」という投票において、
日本、ドイツ、フランス、スウェーデン等の自動車
工業国は反対したものの（アメリカは未投票）、29
カ国のPメンバー（Participating member）のうち
の2/3が賛成したため、TC241の傘下に、イギリス
主導の下、作業部会であるWG6が設置された。
　同WGでは、本規格のスコープとして「本書は、
自律走行車が本質的な安全運転を判断する際の原則
について指針を示すものである。本書は、国際的な
自動車技術会（SAE）が2014年にメンバー『路上
走行中の自動車自動運転システムに関連する用語の
分類と定義』報告書の一部として定義した、すべて
の自律走行車に適用されるものである。本書は、意

思決定プロセスを制御するために使用される技術的
方法には適用されず、また、意思決定の望ましい結
果に関する指針を与えるものではなく、意思決定プ
ロセスの設計において考慮する必要がある道徳的側
面に関する指針を与えるものである。」と記されて
いた４）。もともと車両制御システムの意思決定プロ
セスをカバーするものは存在しておらず、39003は、
考慮すべき問題とその意思決定がもたらす望ましい
結果についてガイダンスを与えるものであると銘打
たれ、策定が開始された。
　2-2　日本の対応
　日本側のTC241の事務局は、独立行政法人自動
車事故対策機構（NASVA）であり、2019年8月に第1
回ISO/TC241国内専門委員会を開催した。当時、自
動車工業系の国のスタンスとしては、「自動運転はそ
の領域の専門家が扱うべきであり、TC22やTC204
で本来行うべきものでTC241の範疇ではない」と
の見解が見受けられ、WG6にネガティブスタンス
で臨み、39003のWDの次のステップであるCD投
票時に否決されることを狙うというものであった。
　2020年9月、日本では、国内専門委員会での検討
の結果、現WDの内容見直しを求めるポジション
ペーパー５）をWG6に提出することになり、同WG
会議にてプレゼンテーションを行うこととなった。
ポジションペーパーでは、（WD当時の） 39003の
7.1.1項の自動運転車が採用すべき損害を少なく抑え
るための優先順位や7.2.6項について、「優先順位を
明記したり、配慮すべきケースを具体的に例示した
りすることが、本当にRoad Traffic Safetyを確保す
る上で役に立つのか、逆に、今後の自動運転車の実
現に向けた必要な技術の研究開発の自由度を奪った
り、法制度や生活習慣に関する社会的議論を阻害し
たりする可能性がないのかについて十分考える必要
がある。」とし、「Road Traffic Safety Management
の視点からすれば、実際の事故事例の情報を収集し、
その分析を行うことで優先付けに関するルールを決
めることや、自動運転車の活用に伴って社会的な議
論が必要になるケースについて行政や法律、社会学
などの専門家から意見収集を行うことは、自動運転
車に関する安全性を向上させる上で推奨される組織
活動と考えられる。」との立場を示し、日本側は、
法的・社会的思考が不十分なまま議論や内容が先行
するWG6に歯止めをかけ、進むべき方向性を提案
した。WDに対しては約80、CDに対しては約50、
DISに対しては約60件のコメント（修正案や疑問

点、改善方法など）を日本から投げかけ、規格案を
修正した。とりわけ、DISでは、各国の法律事情を
無視した挙動の方向性が示されていたため、日本側
としては、各国の道路交通法規の遵守を前提とした
文言に修正するよう強く主張した。
　そして、先般、ISO39003が発行された。

　3-1　39003における「目的」および「価値」
　ISO39003では、哲学的な話や応用倫理学的な説明
なども多く、人文系の教養的内容が盛り込まれてい
る。そして、前半では、国連普遍的価値（人間の尊厳
など）のような普遍的価値が推奨されており、フレー
ムとして「目的」、「価値」、「原理」を挙げている。
　例えば、「目的」（ISO39003の7.2.1。以下、ISO39003
の章の記載は章番号のみを記す）には、①人を移動
させて自己実現を叶えること、②（環境ないし他の
道路利用者へのネガティブな）インパクトの減少、
③公共空間の充実、が示されている。「価値」（7.2.2）
には、V1 人間の尊厳、V2 移動および意思決定の
自由、V3 平等性と公平性、V4 社会的進歩、V5 安
心・安全、V6 プライバシー、親しさ（の権利）お
よび人間の意思決定の自律性、V7 持続可能性およ
び人間・技術・環境恒常性の適切なバランス、など
が掲げられている。これらを混ぜて「原理」として
説明がなされている。
　そして、「本質的に倫理的であり、（i）人類が共
有する意識と信念を反映し、（ii）7.2.3で詳述した価
値と原則に対応する車両行動を開発できるような正
式アプローチを採用することが必要である。さらに、
ある車両挙動が他の車両挙動と矛盾しないような挙
動間の（iii）一貫性がなければならない。対応と一
貫性は、価値観、原則のシステムの完全性と、それ
らが、車両が実行する実際のドライビング・アクショ
ン・ポリシーにどのように埋め込まれるかを決定す
る（7.2.4）」と記載され、ISO39003では、挙動の方
針を「ドライビング・アクション・ポリシー（以下、
DR）」として規定している（なお、DRをわかりや
すく説明するために、Maximという行動準則も併
記されている）。端的にいうと、DRに沿ったシス
テムの設計をすれば、それは本質的に倫理的であ
り、人類が共有する意識と信念を反映したものにな
るということである。
　3-2　DRの検討
　DR1は、できる限り公道のスペースを占拠しな

いことを求め、DR2は、原則として自車の行動に
よって他の道路利用者が速度変更、減速、回避行動、
緊急行動を起こすような不必要な行動を禁ずるこ
と、そして、DR3では、例え周囲に他の車両がな
い場合であっても、他の車両の突然の出現に備える
必要があること＊4、さらに、DR4では、個人的な効
率よりも防衛的かつ注意深い運転の必要性を説いて
いる。これらは、完全自動運転において、他者（他車）
への配慮を要求するものであり、当然のことである。
また、DR5からDR7-cは、主に車線変更について規
定しており、不必要な車線変更などをしてはならな
いことを示している。DR8-aでは、HMI（ヒューマ
ンマシーンインターフェース）として、他者（他車）
へのコミュニケーションや積極的なインタラクショ
ンを要求する。例え、相手が違法（illegally）だっ
たとしても、（相手に）譲ることをシステムに求め
ている。このDRは、例えば、急制動を行うと、自
動運転車両の内部の人物が重傷を負うような場合
に、横断禁止の道路にあえて侵入してきた人物を守
るために急制動をすべきか、という現実的なジレン
マ状況において問題となる。交通違反者までも保護
すべきか、という問題に踏み込んでいるDRとなっ
ている。しかし、L.5の完全自動運転の時代において、
ほぼ全ての車が完全自動運転車であれば、このよう
な要求もあり得るし、また、急制動を行っても車内
の安全性が保たれるほどの技術力や、国際的に操舵
による回避が許されるようになっていれば、DR8-a
の要求も守れる可能性がある。
　DR9-aは、そもそも（混雑場所への進行や車線/
経路変更などの）危険な状況を避けることを要求し
ており、DR9-b～dは、通行権と道を譲ること、そ
の意思表示をすることについて規定する。そもそも
片側通行の道をODDとして認めないように思われ
るため、L.4以下にはあまり関係しないと考えられ
る。しかし、意思表示のHMIは混在空間の自動運
転においては必要であるため、この点はL.4以下で
も同様のことが妥当し得る。
　DR10～11では、他の道路利用者の行動などとの
対立時に、相手側の経過や意図を汲んで責任を持っ
て行動することや、助けを求める際の対外的なイン
タラクションが求められている。センシングにおい
て、かなりの技術力が求められる要求であるが、他

者（他車）に対し、不安にさせないよう、現状のト
ラブルや意図を伝えるHMIは必要であると考えら
れる。
　DR12では、ファーストレスポンダー（緊急車両）
への配慮に触れている。本DRの説明では、「自動
運転車両は、センサーと行動意欲によって、悪影響
を最小限に抑えるためにできる限りのことをしよう
としている。ここでの視点は、自動運転車両の行動
意図、つまり挙動は、結果的に何が起こるかよりも
優先されるということである」とされている

（7.4.10）。つまり、「行動意図、つまり挙動は、結果
的に何が起こるかよりも優先される」ため、（行為
の結果から行為にさかのぼって正当性を認める）帰
結主義に陥らずに、ファーストレスポンダーに反応
して道を譲るために他車のスロットを占拠するとい
うシンプルで、センサーの機能上、可能な対応を（義
務を守る行為それ自体に正当性を認める）義務論的
に要求している。とはいえ、同所では、「しかし、
その行動の結果として、他の道路利用者、特に傷つ
きやすい道路利用者を明確かつ現在の危険にさらし
てはならない。」とも説明されており、「行動の結果

（as a consequence of its actions）」の理解にもよる
が、義務論的な要求をしつつ、帰結主義も取り入れ
ており、やや混乱を生むように思われる。
　DR13では、他の道路利用者への危害について、
例えそれが結果的に交通法規に違反するような事態
を招くとしても、制限されるべきであるとされてい
る。交通法規に反してでも他者を守ることを要求し
ているように読めるが、道路交通法などを遵守する
ことは、保安基準でも求められる要求であるため、
これは大前提であり、同所のMaximにおいても、

「法律に違反する行為は予見不可能であり、したがっ
て許されるべきではない」と記載されており、交通
法規違反を推奨するわけではないことが看取される。
　DR14～14cは、避けられ得ない衝突状況に関す
る、まさにジレンマ状況への対処であり、ファース
ト・イン・ファースト・アウトの原則（以下、FiFo）
が説明されている。FiFoは、最初に検出した物体
に対して行動（例えば回避行動）を取るように指示
し、その行動を成功させるために最善を尽くすこと
である。2つ（またはそれ以上）の物体が全く同時
に検出されることはまずないと考えられ、常に最初
の到着者が存在し、車両が実行できる限り、それに
対処されなければならない。
　物対物の場合は、FiFoを用いる。人命対物ある

いは人の軽傷の場合は、人命を優先する。
　そして、DR13cにおいて、人命対人命の場合に
は、「数の差が明らかな場合は定量的な基準に基づ
く。ただし、数が等しいか、有意な差がない場合は、
FiFoを使用する。個人の属性で判断することを禁
じる。ただし、この属性には、交通カテゴリ別の属性
は含まれない（例：交通弱者など）。」と規定された。
　まず、現状、人数比較が適切にできるほどのセン
シング技術はなく、むしろ、センシングできるよう
な状況であれば、おそらく急制動など通常の回避行
動が可能であるため、現実にこのような意味におけ
るジレンマ状況に陥ることはまれであるといえる。
また、現状では、例えば、歩道に乗り上げるような
操舵回避は許容されておらず、緊急時は専ら制動

（ブレーキ）であり、せいぜい車線変更が可能かど
うか、が今後の課題であるため、実際に自動運転
車両がとり得る挙動は限られる。もっとも、将来
的にISO39003のスコープであるL.5が実装されるよ
うなインフラ連携もできている社会状況があれば、
技術的にも人数の差をセンシングできる可能性はあ
ろう。その際に、やはり人数のセンシングで「有意
な差（Differences in quantities are evident.）」が必
要であろう。あまり差が見受けられない時は、潔く
FiFoのルールに従うというのは、恣意的ではなく、
ある程度の透明性が担保されているといえる。また、
FiFoをはじめ、7.4.10で説明される「挙動は・・・
結果的に何が起こるかよりも優先される」というや
や義務論ベースの文言と、人数比で判断する功利主
義的な判断の間には、理論的な矛盾も見出し得る。
例えば、後述のドイツ倫理規則において、義務論に
基づき、ジレンマ状況のプログラミングを禁じてお
きながらも、行為功利主義的な文言が見受けられる
点につき、義務論に基づく個人の尊厳の絶対的保障
が貫徹されていないとの指摘がある６）。この点、い
わゆる（どの規則が効用を最大化するかを問う）規
則功利主義として、「ある規則に従えば、人命の保
護を最大化できる」と考えれば、人数差が判明する
際には多い人数を助ける規則が人命の最大化を図
り、人数差が判然としない際には、FiFoが人命の
最大化を図るといえるならば、義務論と功利主義の
折衷的な理解も可能かと思われる。
　なお、「個人の属性」の文言の「属性」の原語は、

「attribute」であるが、性別、年齢、宗教等、セン
シングが可能かはさておき、それら個人の「属性」
に、基づく区別を禁ずる内容である。もっとも、
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事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を
認定した。
　判決文に鑑みるに、①「遊戯施設業界内の共通認
識」を前提とし、②「実務上、確立した慣行として
定着」していたことから、JIS規格によって刑法上
の注意義務が認められている、といえる。なお、「過
半数で履行されていること」は必然的な要件ではな
い。むしろ、JIS規格に従うことの「共通認識」性と

「慣行としての定着」性を基礎づける事情といえる。
　5-2　JIS規格が刑法上の注意義務において参照

されるための要件
　上記①「遊戯施設業界内の共通認識」および②「実
務上、確立した慣行として定着」の判断においては、

（関与者らの認識を前提に）以下の(a)～(c)が認定さ
れている。

（a）標準としては、JIS規格以外に拠るべきものは
見当たらないこと。

（b）法定定期検査においては、JIS規格に従ってこ
れを行うことが強く期待されていたこと。

（c）定期検査報告の様式においても、JIS規格の定
めに従って定期検査を実施することが前提と
されていたこと。

　つまり、一般化すれば、JIS規格が刑法上の注意
義務において活用されるためには＊13、①「業界内の
共通認識が存すること」、すなわち、共通認識性を
前提とし、②「実務上、確立した慣行として定着して
いること」、すなわち、定着性が必要である。仮に、
同じ判断枠組みが行政指針についても妥当するので
あれば、行政による指針の場合は、当該省庁から通
知がなされるため、共通認識性が充足されるといえ
る。また、実際に行政指針に従う企業がほとんどで
あろうし、行政による要請は「指針に従うことが強
く期待されていた」と評価できるため、事実上、定
着性の要件も充足されよう。

　L.4の指針は存在しないが、レベル5の指針が国

際規格として存在する場合に、それが過失の注意義
務において参照されるか。そもそもL.4とは、シス
テムが全ての動的運転タスクおよび作動継続が困難
な場合への応答を限定領域＊14において実行するも
のをいい、車内はもちろん、遠隔においても「運転者」
が存在しない。2023年4月1日より施行された改正
道路交通法では、L.4につき、道路において、自動
運行装置＊15を当該自動運行装置に係る使用条件で
使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること＊16を「特定自動運行」と定義している。
このL.4は、「限定領域」では完全にシステムが運
転を行うため、限定領域内では、L.5とシステムの
行うことは全く同じと考えられる（Fig.1参照）。

 

　したがって、「システムが担当」する部分につい
ては、L.5対象の指針が要請する倫理的配慮が妥当
すると考えられる＊17。
　では、ISO39003について、前述（5章2節）にお
ける①「共通認識性」と②「定着性」について検討す
る。自動運転レベル4の倫理に関しては、2023年10
月時点で「指針」やJIS規格は存せず、また、直近
のL.4開発に多大な影響を与えたくないという各国
の思惑もあるのか、ISOも存しない。係る状況で、
限定領域内では、L.5とL.4のシステム運行は同様で
あることに鑑みれば、L.5の指針、標準規格を参照
し得る。L.5の行政指針はなく、拠るべきものとし
ては、ISO39003の国際規格があるのみである。共
通認識性の一部が充足されるように思われる。しか

し、まだ「実務上、確立した慣行として定着」はし
ておらず、現時点で、L.4の自動運転の事故が起き
た際の過失において、刑法上の注意義務を措定する
際に「ISO39003に従って倫理に関わるプログラミ
ングを行うことが強く期待されていた」との評価に
はなることはないと考えられる。
　ただし、現状、ISO39003のガイドライン規格に
認証評価が加わるかどうかは各国に委ねられてお
り、L.4の自動運転車に対して「ISO39003準拠」の
ようなお墨付きを与える国家もあり得る。また、
L.5の国際規格とはいえ、その内容は、L.4でも全く
同じ道路/倫理状況への対応が求められるわけであ
るから、（ISO TC241 WG6内のexpert等の関連企業
において）既にISO39003を参考に開発を行うつも
りの企業もあるとのことである。今後のISO39003
の普及と国内での運用次第では、自動運転業界での

「共通認識性」と「定着性」が充足されることもあ
り得るように思われる。

　ここで、わが国にとって一番必要なことは、L.5
の倫理を扱うISO39003に対応して、国内L.4の標準
規格ないしは指針を行政が策定することであろう＊18。
このことは、2023年5月31日に発出された日本学
術会議による見解「自動運転における倫理・法律・
社会的課題」においても、「自動運転に関する倫理
を整理することは、法整備及び社会設計を行う上で
は重要なことである。国が、産業界、地方自治体、
市民と連携して、自動運転に関する倫理的検討を進
め、日本文化、地域特性に配慮しつつ、グローバル
な対比において最適な倫理指針を整備することが望
まれる。」と示されている19）。グローバルな対比に
ついては、本稿で取り上げたISO39003をはじめ、
ドイツ、EU、イギリスなどの指針も参考になろう
と思われる。また、JSTのCRDSの報告書20）では、「上
流の場面では、『ある技術が社会にもたらしうる潜
在的・顕在的課題は何か?』『どんな変化を社会に
もたらしうるか?』『どんなプロセスで合意形成を
すればいいのか?』『そもそもどんな未来が予見さ
れるか?』といったことが問題になるが、これらは 
ELSI/RRIの実践で問われることに他ならない。こ
うした問いに応えるためには、技術開発に関わる自
然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・

社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められ
る。」と示されており、自動運転の分野では、技術
者に加え、人文社会科学の知見をも加えた学際的な
倫理の検討が望まれよう。
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EU倫理提言７）やイギリスの倫理提言＊5 ８）において
は、車椅子などの「傷つきやすい交通弱者（Vulnerable 
road user）」が自動運転車の近くに存在するとき、
通常とは異なった「傷つきやすい交通弱者」に配慮
する挙動を自動運転車に要求することが考えられて
いる。そのため、「属性」に「交通上のカテゴリー：
とくに傷つきやすい交通弱者」が含まれないことが
明記されていると考えられる。
　以上、ISO39003について考察をしたが、比較の
ため、次章では、L.3以上を対象とするドイツの倫
理規則に対する検討を行う。

　ドイツでは、2017年に、旧デジタルインフラス
トラクチャー省が「自動運転及びコネクテッド・
カーに関する倫理規則（BMVI, Ethik-Kommission 
Automatisiertes und Vernetztes Fahren, Bericht 
2017）」を制定している＊6。同規則の9において、「回
避することができない事故状況において、個人的な
特徴（年齢、性別、身体あるいは精神上の素質）に
よるあらゆる格付けは厳格に禁止される。被害者同
士を比べて引き算をすることも禁止である。人的被害
数を減少させる一般的なプログラミングは支持され得
る。乗り物のリスクの発生に関与する者は、関与し
ない者たちを犠牲にしてはならない。」と規定される
点は特徴的である。人数比較の引き算（Aufrechnung）
を厳格に禁ずる姿勢は、過去のドイツの連邦憲法裁
判例において、基本法1条1項の「人間の尊厳は不可
侵である」を根拠に、「一括した生命対生命の衡量

（pauschale Abwägung von Leben gegen Leben）」
が許されずとした1975年判決や10）＊7、ハイジャッ
クにより死を免れない乗客と地上の潜在的犠牲者の
生命を差し引きしてはならないこと等を理由に、航
空機を撃墜できるとした航空安全法に対する2006

年の違憲判決＊8 11）、等と整合的である。なお、この
箇所（個人的な特徴による格付け禁止）は、驚くべ
きことに、2021年7月に発効したドイツの改正道路
交通法の1e条2項2号にも採用されている12）。
　このようなドイツの基本権の立場によると、倫理
規則8が「生命対生命のような真のジレンマにおけ
る決定は、関係者の予測できない行動様式を含んだ
具体的な実際の状況に左右される。それゆえ、その
決定は、一義的に規範化できず、また、倫理的に疑
う余地のないようプログラムすることもできない。」
と規定されていることも当然である。ジレンマ問題
への対処については、生命対生命で優劣をつけられ
ないため、プログラミング自体が禁止されているの
である13）。
　これら、前章で論じたISO39003および本章で見
たドイツの倫理規則に共通するのは、多様な価値観
に鑑みた上で、自動運転のシステム設計について、
かなりの倫理的な配慮を要求しているということで
ある。これらの（ドイツをはじめとする）各国指針
および国際規格は、現状（公的な）倫理指針を保有
しない日本において、どのような影響を有するので
あろうか。とりわけ、現在、実装が開始されたL.4
における交通事故時などの過失犯の刑事裁判におい
て＊9、指針・規格が有する機能はいかなるものであ
ろうか。次項では、まず、刑事裁判における指針・
規格と注意義務の関係について検討する。

　裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める
際に、標準規格や指針が参照されることがある。発
出主体としては、行政指針、JIS等の標準規格＊10、
民間規格・指針などが想定される。なお、民間規格
であっても、それが一般化されていれば、刑法上の
注意義務において活用され得る＊11。このような意味

では、（JISと同様にDINという国内規格を有する
ドイツでも）規格は法に近いものとも評されている16）。
　本稿では、主たる検討対象である国際規格に対応
する国内標準規格であるJIS規格の検討を行う＊12。
　5-1　遊園地コースター事件【大阪地判平成21

年 9 月28日（裁判所ウェブサイト）】
　本事件は、遊園地内コースターの客車が軌道上を
走行中に脱輪して急停止し、乗客のうち1名が死亡
し、12名が傷害を負った事故について、同遊園地を
経営する会社の役員らが起訴された事案である。法
定定期検査の一内容として（車両の）ボギー先端軸
をボギーアームから取り外させ、探傷検査を実施さ
せる注意義務について、被告人らは、本件当時、ボ
ギー先端軸がJIS規格上の「車輪軸」に当たるとは認
識していなかった旨供述し、弁護人もこの供述を前提
に、そもそも法定定期検査をJIS規格に従って実施し
なければならないという法令上の根拠はないが、仮
にJIS規格に従って実施しなければならないとして
も、ボギー先端軸はJIS規格上の「車輪軸」に当た
らないから、被告らには法定定期検査の一内容とし
てボギー先端軸について探傷検査を実施させるべき
注意義務があったものではない等の主張を行った。
　本件では、「車輪軸」について、1年に1回以上の

「探傷試験」の実施を要求するJIS規格が業務上過
失致死傷罪における注意義務の発生根拠となるかと
いう争点、すなわち、JIS規格と建築基準法の定める
遊戯施設の法定定期検査との関係が問題となった。
　本判決では、「建築基準法12条3項は、法定定期
検査の内容として、『当該建築設備についての損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検』と定めるにとどま
り、点検に際しての具体的な検査項目や検査方法等
についてまで直接規定するものではない。そこで、
これらについては他に基準を求めることになるが、
本件事故当時における遊戯施設の検査標準として
は、JIS規格以外に拠るべきものは見当たらない。」
と示されている。
　この点、JIS規格自体は、工業標準化法に基づき、
所定の手続を経て定められた任意の標準ではある
が、建築基準法12条3項が指定する昇降機検査資格
者の国土交通大臣登録講習に係る昇降機検査資格者
の講習テキストにおいては、JIS規格について、「建

築基準法の規定に基づき、遊園地等に設置された遊
戯施設の安全性を確保する目的で、各特定行政庁も
しくは所有者の信頼を受けた検査資格者が義務づけ
られた検査のための検査項目、検査器具、検査方法
及び判定基準を各機種別に規定し、検査判定の統一
化を図ったものであ」り、「建築基準法の適用され
ない遊戯施設にも準用されることが望ましい」と記
載されている。
　また、遊戯施設等の検査基準等を定めた昇降機遊
戯施設定期検査実務要綱でも、定期検査は、建築基
準法令やJIS規格等に拠り検査資格者が行うとされ
ている。さらに、日本規格協会発行に係るJIS規格
の解説の記載や、建築基準法を所管する国土交通省
住宅局建築指導課が、財団法人H発行の「昇降機遊
戯施設定期検査業務基準書2004年版」を監修し、
JIS規格に従って定期検査を実施するよう周知、指
導していたこと、昇降機等検査資格者の講習におい
て、講義の科目の内容としてJIS規格を位置づけて
いること等を挙げ、本判決は、「以上の諸点によれ
ば、遊戯施設の法定定期検査とJIS規格とは極めて
密接な関係があり、法定定期検査においては、JIS
規格に従ってこれを行うことが強く期待されていた
ものとみることができる。」と判示した。
　そして、「近畿2府4県の特定行政庁の了承を得て
制定された定期検査報告の様式においても，JIS規
格の定めに従って定期検査を実施することが前提と
されていた。」ことに触れている。加えて、本件事
故後に国土交通省の通知により実施された全国の遊
戯施設に対する緊急点検の結果、約4割の遊戯施設
で「車輪軸」の探傷検査を1年以内に実施していな
いことに依拠して、遊園地業界において法定定期検
査をJIS規格に従って実施することは一般的ではな
かった旨の主張に対し、「前記緊急点検の結果によ
れば，むしろ，手間と費用のかかる「車輪軸」の探
傷検査ですら過半数の遊戯施設で履行されていると
いえるのであるから，弁護人の主張は採用できな
い。」と応じている。最後に、「本件事故当時、遊戯
施設の法定定期検査において、JIS 規格に従ってこ
れを実施することは遊戯施設業界内の共通認識であ
り、実務上、確立した慣行として定着していたもの
であったと認められる」と判示した。
　このように本判決は、JIS 規格上、同法定定期検
査の検査標準・検査項目が定められ、具体的には、
年1回以上の探傷試験を行うこととされていた点を
指摘し、探傷検査を実施させるなどして乗客の死傷

＊3 ISOは、新業務項目（NP）提案→投票→作業原案（WD）
→委員会原案（CD）→照会→原案（DIS）→投票→最終国
際規格案（FDIS）→投票→国際規格（IS）発行という手
順を辿る。

　2.　ISO39003 の策定経緯



　2023年7月末、自動運転の倫理に関する国際規格ISO 
39003１）が発行された。「Guidance on safety ethical 
considerations for autonomous vehicles」は、SAE

（Society of Automotive Engineers）自動運転レベル5
（完全自動運転、以下、L.5）がスコープであるが２）＊1、
自動運転に必要な倫理的配慮が設計時に対処され、

効果的にコントロールされていることを保証するた
めに、自動車メーカーが自己認証するための「プロ
トコル・ガイドライン」を提供する国際規格である
とされる＊2。同規格では、「自動運転車は社会の願
望と一致する倫理的な優先順位を有する必要があ
る」とされ、その内部で人と動物の衝突やジレンマ
への対処における倫理的配慮などが項目として挙げ
られ、L.5の手引きとしての推奨事項（指針、ガイ

ド規格）という位置付けのISOとなっている。本稿
は、ISO39003で規定された自動運転の倫理に関す
る分析および刑事裁判上、同ISOが利用される可能
性、諸外国の自動運転の倫理に関する指針との整合
性、ならびに日本の産業界への影響等を検討する。

　まず、ISO39003の策定経緯を概観する。
　2-1　2019年のプロポーザル
　イギリス主導（プロジェクトリーダー：Mr. Dave 
Conway）で、2019年にISO専門委員会TC241（議
長国：スウェーデン）内で39003の提案がなされた。
もともと39003の策定を開始したこのTC241では、
2012年10月に、ISO39001 （道路交通安全マネジメ
ントシステム）を発行している。ISO39001３）は、道
路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目
的とした国際規格であり、ISO9001（品質）や14001

（環境）と同様に、PDCAサイクルに従って適切な
道路交通安全マネジメント体制を確立、実施、維
持、改善するために組織に必要とされる要求事項を
明文化したものである。39001のような道路交通安
全マネジメント体制を検討するTC241において、
人の命の選択にまで踏み込む「倫理」の規格が扱わ
れることは異例であり、当初、日本をはじめとする
いくつかの国は、39003は次のステップに進むこと
なく、投票で否決されるであろうと考えていたとさ
れる＊3。
　しかし、「ISO39003（自動運転車のための倫理的
配慮）の提案を承認するか?」という投票において、
日本、ドイツ、フランス、スウェーデン等の自動車
工業国は反対したものの（アメリカは未投票）、29
カ国のPメンバー（Participating member）のうち
の2/3が賛成したため、TC241の傘下に、イギリス
主導の下、作業部会であるWG6が設置された。
　同WGでは、本規格のスコープとして「本書は、
自律走行車が本質的な安全運転を判断する際の原則
について指針を示すものである。本書は、国際的な
自動車技術会（SAE）が2014年にメンバー『路上
走行中の自動車自動運転システムに関連する用語の
分類と定義』報告書の一部として定義した、すべて
の自律走行車に適用されるものである。本書は、意

思決定プロセスを制御するために使用される技術的
方法には適用されず、また、意思決定の望ましい結
果に関する指針を与えるものではなく、意思決定プ
ロセスの設計において考慮する必要がある道徳的側
面に関する指針を与えるものである。」と記されて
いた４）。もともと車両制御システムの意思決定プロ
セスをカバーするものは存在しておらず、39003は、
考慮すべき問題とその意思決定がもたらす望ましい
結果についてガイダンスを与えるものであると銘打
たれ、策定が開始された。
　2-2　日本の対応
　日本側のTC241の事務局は、独立行政法人自動
車事故対策機構（NASVA）であり、2019年8月に第1
回ISO/TC241国内専門委員会を開催した。当時、自
動車工業系の国のスタンスとしては、「自動運転はそ
の領域の専門家が扱うべきであり、TC22やTC204
で本来行うべきものでTC241の範疇ではない」と
の見解が見受けられ、WG6にネガティブスタンス
で臨み、39003のWDの次のステップであるCD投
票時に否決されることを狙うというものであった。
　2020年9月、日本では、国内専門委員会での検討
の結果、現WDの内容見直しを求めるポジション
ペーパー５）をWG6に提出することになり、同WG
会議にてプレゼンテーションを行うこととなった。
ポジションペーパーでは、（WD当時の） 39003の
7.1.1項の自動運転車が採用すべき損害を少なく抑え
るための優先順位や7.2.6項について、「優先順位を
明記したり、配慮すべきケースを具体的に例示した
りすることが、本当にRoad Traffic Safetyを確保す
る上で役に立つのか、逆に、今後の自動運転車の実
現に向けた必要な技術の研究開発の自由度を奪った
り、法制度や生活習慣に関する社会的議論を阻害し
たりする可能性がないのかについて十分考える必要
がある。」とし、「Road Traffic Safety Management
の視点からすれば、実際の事故事例の情報を収集し、
その分析を行うことで優先付けに関するルールを決
めることや、自動運転車の活用に伴って社会的な議
論が必要になるケースについて行政や法律、社会学
などの専門家から意見収集を行うことは、自動運転
車に関する安全性を向上させる上で推奨される組織
活動と考えられる。」との立場を示し、日本側は、
法的・社会的思考が不十分なまま議論や内容が先行
するWG6に歯止めをかけ、進むべき方向性を提案
した。WDに対しては約80、CDに対しては約50、
DISに対しては約60件のコメント（修正案や疑問
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点、改善方法など）を日本から投げかけ、規格案を
修正した。とりわけ、DISでは、各国の法律事情を
無視した挙動の方向性が示されていたため、日本側
としては、各国の道路交通法規の遵守を前提とした
文言に修正するよう強く主張した。
　そして、先般、ISO39003が発行された。

　3-1　39003における「目的」および「価値」
　ISO39003では、哲学的な話や応用倫理学的な説明
なども多く、人文系の教養的内容が盛り込まれてい
る。そして、前半では、国連普遍的価値（人間の尊厳
など）のような普遍的価値が推奨されており、フレー
ムとして「目的」、「価値」、「原理」を挙げている。
　例えば、「目的」（ISO39003の7.2.1。以下、ISO39003
の章の記載は章番号のみを記す）には、①人を移動
させて自己実現を叶えること、②（環境ないし他の
道路利用者へのネガティブな）インパクトの減少、
③公共空間の充実、が示されている。「価値」（7.2.2）
には、V1 人間の尊厳、V2 移動および意思決定の
自由、V3 平等性と公平性、V4 社会的進歩、V5 安
心・安全、V6 プライバシー、親しさ（の権利）お
よび人間の意思決定の自律性、V7 持続可能性およ
び人間・技術・環境恒常性の適切なバランス、など
が掲げられている。これらを混ぜて「原理」として
説明がなされている。
　そして、「本質的に倫理的であり、（i）人類が共
有する意識と信念を反映し、（ii）7.2.3で詳述した価
値と原則に対応する車両行動を開発できるような正
式アプローチを採用することが必要である。さらに、
ある車両挙動が他の車両挙動と矛盾しないような挙
動間の（iii）一貫性がなければならない。対応と一
貫性は、価値観、原則のシステムの完全性と、それ
らが、車両が実行する実際のドライビング・アクショ
ン・ポリシーにどのように埋め込まれるかを決定す
る（7.2.4）」と記載され、ISO39003では、挙動の方
針を「ドライビング・アクション・ポリシー（以下、
DR）」として規定している（なお、DRをわかりや
すく説明するために、Maximという行動準則も併
記されている）。端的にいうと、DRに沿ったシス
テムの設計をすれば、それは本質的に倫理的であ
り、人類が共有する意識と信念を反映したものにな
るということである。
　3-2　DRの検討
　DR1は、できる限り公道のスペースを占拠しな

いことを求め、DR2は、原則として自車の行動に
よって他の道路利用者が速度変更、減速、回避行動、
緊急行動を起こすような不必要な行動を禁ずるこ
と、そして、DR3では、例え周囲に他の車両がな
い場合であっても、他の車両の突然の出現に備える
必要があること＊4、さらに、DR4では、個人的な効
率よりも防衛的かつ注意深い運転の必要性を説いて
いる。これらは、完全自動運転において、他者（他車）
への配慮を要求するものであり、当然のことである。
また、DR5からDR7-cは、主に車線変更について規
定しており、不必要な車線変更などをしてはならな
いことを示している。DR8-aでは、HMI（ヒューマ
ンマシーンインターフェース）として、他者（他車）
へのコミュニケーションや積極的なインタラクショ
ンを要求する。例え、相手が違法（illegally）だっ
たとしても、（相手に）譲ることをシステムに求め
ている。このDRは、例えば、急制動を行うと、自
動運転車両の内部の人物が重傷を負うような場合
に、横断禁止の道路にあえて侵入してきた人物を守
るために急制動をすべきか、という現実的なジレン
マ状況において問題となる。交通違反者までも保護
すべきか、という問題に踏み込んでいるDRとなっ
ている。しかし、L.5の完全自動運転の時代において、
ほぼ全ての車が完全自動運転車であれば、このよう
な要求もあり得るし、また、急制動を行っても車内
の安全性が保たれるほどの技術力や、国際的に操舵
による回避が許されるようになっていれば、DR8-a
の要求も守れる可能性がある。
　DR9-aは、そもそも（混雑場所への進行や車線/
経路変更などの）危険な状況を避けることを要求し
ており、DR9-b～dは、通行権と道を譲ること、そ
の意思表示をすることについて規定する。そもそも
片側通行の道をODDとして認めないように思われ
るため、L.4以下にはあまり関係しないと考えられ
る。しかし、意思表示のHMIは混在空間の自動運
転においては必要であるため、この点はL.4以下で
も同様のことが妥当し得る。
　DR10～11では、他の道路利用者の行動などとの
対立時に、相手側の経過や意図を汲んで責任を持っ
て行動することや、助けを求める際の対外的なイン
タラクションが求められている。センシングにおい
て、かなりの技術力が求められる要求であるが、他

者（他車）に対し、不安にさせないよう、現状のト
ラブルや意図を伝えるHMIは必要であると考えら
れる。
　DR12では、ファーストレスポンダー（緊急車両）
への配慮に触れている。本DRの説明では、「自動
運転車両は、センサーと行動意欲によって、悪影響
を最小限に抑えるためにできる限りのことをしよう
としている。ここでの視点は、自動運転車両の行動
意図、つまり挙動は、結果的に何が起こるかよりも
優先されるということである」とされている

（7.4.10）。つまり、「行動意図、つまり挙動は、結果
的に何が起こるかよりも優先される」ため、（行為
の結果から行為にさかのぼって正当性を認める）帰
結主義に陥らずに、ファーストレスポンダーに反応
して道を譲るために他車のスロットを占拠するとい
うシンプルで、センサーの機能上、可能な対応を（義
務を守る行為それ自体に正当性を認める）義務論的
に要求している。とはいえ、同所では、「しかし、
その行動の結果として、他の道路利用者、特に傷つ
きやすい道路利用者を明確かつ現在の危険にさらし
てはならない。」とも説明されており、「行動の結果

（as a consequence of its actions）」の理解にもよる
が、義務論的な要求をしつつ、帰結主義も取り入れ
ており、やや混乱を生むように思われる。
　DR13では、他の道路利用者への危害について、
例えそれが結果的に交通法規に違反するような事態
を招くとしても、制限されるべきであるとされてい
る。交通法規に反してでも他者を守ることを要求し
ているように読めるが、道路交通法などを遵守する
ことは、保安基準でも求められる要求であるため、
これは大前提であり、同所のMaximにおいても、

「法律に違反する行為は予見不可能であり、したがっ
て許されるべきではない」と記載されており、交通
法規違反を推奨するわけではないことが看取される。
　DR14～14cは、避けられ得ない衝突状況に関す
る、まさにジレンマ状況への対処であり、ファース
ト・イン・ファースト・アウトの原則（以下、FiFo）
が説明されている。FiFoは、最初に検出した物体
に対して行動（例えば回避行動）を取るように指示
し、その行動を成功させるために最善を尽くすこと
である。2つ（またはそれ以上）の物体が全く同時
に検出されることはまずないと考えられ、常に最初
の到着者が存在し、車両が実行できる限り、それに
対処されなければならない。
　物対物の場合は、FiFoを用いる。人命対物ある

いは人の軽傷の場合は、人命を優先する。
　そして、DR13cにおいて、人命対人命の場合に
は、「数の差が明らかな場合は定量的な基準に基づ
く。ただし、数が等しいか、有意な差がない場合は、
FiFoを使用する。個人の属性で判断することを禁
じる。ただし、この属性には、交通カテゴリ別の属性
は含まれない（例：交通弱者など）。」と規定された。
　まず、現状、人数比較が適切にできるほどのセン
シング技術はなく、むしろ、センシングできるよう
な状況であれば、おそらく急制動など通常の回避行
動が可能であるため、現実にこのような意味におけ
るジレンマ状況に陥ることはまれであるといえる。
また、現状では、例えば、歩道に乗り上げるような
操舵回避は許容されておらず、緊急時は専ら制動

（ブレーキ）であり、せいぜい車線変更が可能かど
うか、が今後の課題であるため、実際に自動運転
車両がとり得る挙動は限られる。もっとも、将来
的にISO39003のスコープであるL.5が実装されるよ
うなインフラ連携もできている社会状況があれば、
技術的にも人数の差をセンシングできる可能性はあ
ろう。その際に、やはり人数のセンシングで「有意
な差（Differences in quantities are evident.）」が必
要であろう。あまり差が見受けられない時は、潔く
FiFoのルールに従うというのは、恣意的ではなく、
ある程度の透明性が担保されているといえる。また、
FiFoをはじめ、7.4.10で説明される「挙動は・・・
結果的に何が起こるかよりも優先される」というや
や義務論ベースの文言と、人数比で判断する功利主
義的な判断の間には、理論的な矛盾も見出し得る。
例えば、後述のドイツ倫理規則において、義務論に
基づき、ジレンマ状況のプログラミングを禁じてお
きながらも、行為功利主義的な文言が見受けられる
点につき、義務論に基づく個人の尊厳の絶対的保障
が貫徹されていないとの指摘がある６）。この点、い
わゆる（どの規則が効用を最大化するかを問う）規
則功利主義として、「ある規則に従えば、人命の保
護を最大化できる」と考えれば、人数差が判明する
際には多い人数を助ける規則が人命の最大化を図
り、人数差が判然としない際には、FiFoが人命の
最大化を図るといえるならば、義務論と功利主義の
折衷的な理解も可能かと思われる。
　なお、「個人の属性」の文言の「属性」の原語は、

「attribute」であるが、性別、年齢、宗教等、セン
シングが可能かはさておき、それら個人の「属性」
に、基づく区別を禁ずる内容である。もっとも、
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事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を
認定した。
　判決文に鑑みるに、①「遊戯施設業界内の共通認
識」を前提とし、②「実務上、確立した慣行として
定着」していたことから、JIS規格によって刑法上
の注意義務が認められている、といえる。なお、「過
半数で履行されていること」は必然的な要件ではな
い。むしろ、JIS規格に従うことの「共通認識」性と

「慣行としての定着」性を基礎づける事情といえる。
　5-2　JIS規格が刑法上の注意義務において参照

されるための要件
　上記①「遊戯施設業界内の共通認識」および②「実
務上、確立した慣行として定着」の判断においては、

（関与者らの認識を前提に）以下の(a)～(c)が認定さ
れている。

（a）標準としては、JIS規格以外に拠るべきものは
見当たらないこと。

（b）法定定期検査においては、JIS規格に従ってこ
れを行うことが強く期待されていたこと。

（c）定期検査報告の様式においても、JIS規格の定
めに従って定期検査を実施することが前提と
されていたこと。

　つまり、一般化すれば、JIS規格が刑法上の注意
義務において活用されるためには＊13、①「業界内の
共通認識が存すること」、すなわち、共通認識性を
前提とし、②「実務上、確立した慣行として定着して
いること」、すなわち、定着性が必要である。仮に、
同じ判断枠組みが行政指針についても妥当するので
あれば、行政による指針の場合は、当該省庁から通
知がなされるため、共通認識性が充足されるといえ
る。また、実際に行政指針に従う企業がほとんどで
あろうし、行政による要請は「指針に従うことが強
く期待されていた」と評価できるため、事実上、定
着性の要件も充足されよう。

　L.4の指針は存在しないが、レベル5の指針が国

際規格として存在する場合に、それが過失の注意義
務において参照されるか。そもそもL.4とは、シス
テムが全ての動的運転タスクおよび作動継続が困難
な場合への応答を限定領域＊14において実行するも
のをいい、車内はもちろん、遠隔においても「運転者」
が存在しない。2023年4月1日より施行された改正
道路交通法では、L.4につき、道路において、自動
運行装置＊15を当該自動運行装置に係る使用条件で
使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること＊16を「特定自動運行」と定義している。
このL.4は、「限定領域」では完全にシステムが運
転を行うため、限定領域内では、L.5とシステムの
行うことは全く同じと考えられる（Fig.1参照）。

 

　したがって、「システムが担当」する部分につい
ては、L.5対象の指針が要請する倫理的配慮が妥当
すると考えられる＊17。
　では、ISO39003について、前述（5章2節）にお
ける①「共通認識性」と②「定着性」について検討す
る。自動運転レベル4の倫理に関しては、2023年10
月時点で「指針」やJIS規格は存せず、また、直近
のL.4開発に多大な影響を与えたくないという各国
の思惑もあるのか、ISOも存しない。係る状況で、
限定領域内では、L.5とL.4のシステム運行は同様で
あることに鑑みれば、L.5の指針、標準規格を参照
し得る。L.5の行政指針はなく、拠るべきものとし
ては、ISO39003の国際規格があるのみである。共
通認識性の一部が充足されるように思われる。しか

し、まだ「実務上、確立した慣行として定着」はし
ておらず、現時点で、L.4の自動運転の事故が起き
た際の過失において、刑法上の注意義務を措定する
際に「ISO39003に従って倫理に関わるプログラミ
ングを行うことが強く期待されていた」との評価に
はなることはないと考えられる。
　ただし、現状、ISO39003のガイドライン規格に
認証評価が加わるかどうかは各国に委ねられてお
り、L.4の自動運転車に対して「ISO39003準拠」の
ようなお墨付きを与える国家もあり得る。また、
L.5の国際規格とはいえ、その内容は、L.4でも全く
同じ道路/倫理状況への対応が求められるわけであ
るから、（ISO TC241 WG6内のexpert等の関連企業
において）既にISO39003を参考に開発を行うつも
りの企業もあるとのことである。今後のISO39003
の普及と国内での運用次第では、自動運転業界での

「共通認識性」と「定着性」が充足されることもあ
り得るように思われる。

　ここで、わが国にとって一番必要なことは、L.5
の倫理を扱うISO39003に対応して、国内L.4の標準
規格ないしは指針を行政が策定することであろう＊18。
このことは、2023年5月31日に発出された日本学
術会議による見解「自動運転における倫理・法律・
社会的課題」においても、「自動運転に関する倫理
を整理することは、法整備及び社会設計を行う上で
は重要なことである。国が、産業界、地方自治体、
市民と連携して、自動運転に関する倫理的検討を進
め、日本文化、地域特性に配慮しつつ、グローバル
な対比において最適な倫理指針を整備することが望
まれる。」と示されている19）。グローバルな対比に
ついては、本稿で取り上げたISO39003をはじめ、
ドイツ、EU、イギリスなどの指針も参考になろう
と思われる。また、JSTのCRDSの報告書20）では、「上
流の場面では、『ある技術が社会にもたらしうる潜
在的・顕在的課題は何か?』『どんな変化を社会に
もたらしうるか?』『どんなプロセスで合意形成を
すればいいのか?』『そもそもどんな未来が予見さ
れるか?』といったことが問題になるが、これらは 
ELSI/RRIの実践で問われることに他ならない。こ
うした問いに応えるためには、技術開発に関わる自
然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・

社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められ
る。」と示されており、自動運転の分野では、技術
者に加え、人文社会科学の知見をも加えた学際的な
倫理の検討が望まれよう。
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EU倫理提言７）やイギリスの倫理提言＊5 ８）において
は、車椅子などの「傷つきやすい交通弱者（Vulnerable 
road user）」が自動運転車の近くに存在するとき、
通常とは異なった「傷つきやすい交通弱者」に配慮
する挙動を自動運転車に要求することが考えられて
いる。そのため、「属性」に「交通上のカテゴリー：
とくに傷つきやすい交通弱者」が含まれないことが
明記されていると考えられる。
　以上、ISO39003について考察をしたが、比較の
ため、次章では、L.3以上を対象とするドイツの倫
理規則に対する検討を行う。

　ドイツでは、2017年に、旧デジタルインフラス
トラクチャー省が「自動運転及びコネクテッド・
カーに関する倫理規則（BMVI, Ethik-Kommission 
Automatisiertes und Vernetztes Fahren, Bericht 
2017）」を制定している＊6。同規則の9において、「回
避することができない事故状況において、個人的な
特徴（年齢、性別、身体あるいは精神上の素質）に
よるあらゆる格付けは厳格に禁止される。被害者同
士を比べて引き算をすることも禁止である。人的被害
数を減少させる一般的なプログラミングは支持され得
る。乗り物のリスクの発生に関与する者は、関与し
ない者たちを犠牲にしてはならない。」と規定される
点は特徴的である。人数比較の引き算（Aufrechnung）
を厳格に禁ずる姿勢は、過去のドイツの連邦憲法裁
判例において、基本法1条1項の「人間の尊厳は不可
侵である」を根拠に、「一括した生命対生命の衡量

（pauschale Abwägung von Leben gegen Leben）」
が許されずとした1975年判決や10）＊7、ハイジャッ
クにより死を免れない乗客と地上の潜在的犠牲者の
生命を差し引きしてはならないこと等を理由に、航
空機を撃墜できるとした航空安全法に対する2006

年の違憲判決＊8 11）、等と整合的である。なお、この
箇所（個人的な特徴による格付け禁止）は、驚くべ
きことに、2021年7月に発効したドイツの改正道路
交通法の1e条2項2号にも採用されている12）。
　このようなドイツの基本権の立場によると、倫理
規則8が「生命対生命のような真のジレンマにおけ
る決定は、関係者の予測できない行動様式を含んだ
具体的な実際の状況に左右される。それゆえ、その
決定は、一義的に規範化できず、また、倫理的に疑
う余地のないようプログラムすることもできない。」
と規定されていることも当然である。ジレンマ問題
への対処については、生命対生命で優劣をつけられ
ないため、プログラミング自体が禁止されているの
である13）。
　これら、前章で論じたISO39003および本章で見
たドイツの倫理規則に共通するのは、多様な価値観
に鑑みた上で、自動運転のシステム設計について、
かなりの倫理的な配慮を要求しているということで
ある。これらの（ドイツをはじめとする）各国指針
および国際規格は、現状（公的な）倫理指針を保有
しない日本において、どのような影響を有するので
あろうか。とりわけ、現在、実装が開始されたL.4
における交通事故時などの過失犯の刑事裁判におい
て＊9、指針・規格が有する機能はいかなるものであ
ろうか。次項では、まず、刑事裁判における指針・
規格と注意義務の関係について検討する。

　裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める
際に、標準規格や指針が参照されることがある。発
出主体としては、行政指針、JIS等の標準規格＊10、
民間規格・指針などが想定される。なお、民間規格
であっても、それが一般化されていれば、刑法上の
注意義務において活用され得る＊11。このような意味

では、（JISと同様にDINという国内規格を有する
ドイツでも）規格は法に近いものとも評されている16）。
　本稿では、主たる検討対象である国際規格に対応
する国内標準規格であるJIS規格の検討を行う＊12。
　5-1　遊園地コースター事件【大阪地判平成21

年 9 月28日（裁判所ウェブサイト）】
　本事件は、遊園地内コースターの客車が軌道上を
走行中に脱輪して急停止し、乗客のうち1名が死亡
し、12名が傷害を負った事故について、同遊園地を
経営する会社の役員らが起訴された事案である。法
定定期検査の一内容として（車両の）ボギー先端軸
をボギーアームから取り外させ、探傷検査を実施さ
せる注意義務について、被告人らは、本件当時、ボ
ギー先端軸がJIS規格上の「車輪軸」に当たるとは認
識していなかった旨供述し、弁護人もこの供述を前提
に、そもそも法定定期検査をJIS規格に従って実施し
なければならないという法令上の根拠はないが、仮
にJIS規格に従って実施しなければならないとして
も、ボギー先端軸はJIS規格上の「車輪軸」に当た
らないから、被告らには法定定期検査の一内容とし
てボギー先端軸について探傷検査を実施させるべき
注意義務があったものではない等の主張を行った。
　本件では、「車輪軸」について、1年に1回以上の

「探傷試験」の実施を要求するJIS規格が業務上過
失致死傷罪における注意義務の発生根拠となるかと
いう争点、すなわち、JIS規格と建築基準法の定める
遊戯施設の法定定期検査との関係が問題となった。
　本判決では、「建築基準法12条3項は、法定定期
検査の内容として、『当該建築設備についての損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検』と定めるにとどま
り、点検に際しての具体的な検査項目や検査方法等
についてまで直接規定するものではない。そこで、
これらについては他に基準を求めることになるが、
本件事故当時における遊戯施設の検査標準として
は、JIS規格以外に拠るべきものは見当たらない。」
と示されている。
　この点、JIS規格自体は、工業標準化法に基づき、
所定の手続を経て定められた任意の標準ではある
が、建築基準法12条3項が指定する昇降機検査資格
者の国土交通大臣登録講習に係る昇降機検査資格者
の講習テキストにおいては、JIS規格について、「建

築基準法の規定に基づき、遊園地等に設置された遊
戯施設の安全性を確保する目的で、各特定行政庁も
しくは所有者の信頼を受けた検査資格者が義務づけ
られた検査のための検査項目、検査器具、検査方法
及び判定基準を各機種別に規定し、検査判定の統一
化を図ったものであ」り、「建築基準法の適用され
ない遊戯施設にも準用されることが望ましい」と記
載されている。
　また、遊戯施設等の検査基準等を定めた昇降機遊
戯施設定期検査実務要綱でも、定期検査は、建築基
準法令やJIS規格等に拠り検査資格者が行うとされ
ている。さらに、日本規格協会発行に係るJIS規格
の解説の記載や、建築基準法を所管する国土交通省
住宅局建築指導課が、財団法人H発行の「昇降機遊
戯施設定期検査業務基準書2004年版」を監修し、
JIS規格に従って定期検査を実施するよう周知、指
導していたこと、昇降機等検査資格者の講習におい
て、講義の科目の内容としてJIS規格を位置づけて
いること等を挙げ、本判決は、「以上の諸点によれ
ば、遊戯施設の法定定期検査とJIS規格とは極めて
密接な関係があり、法定定期検査においては、JIS
規格に従ってこれを行うことが強く期待されていた
ものとみることができる。」と判示した。
　そして、「近畿2府4県の特定行政庁の了承を得て
制定された定期検査報告の様式においても，JIS規
格の定めに従って定期検査を実施することが前提と
されていた。」ことに触れている。加えて、本件事
故後に国土交通省の通知により実施された全国の遊
戯施設に対する緊急点検の結果、約4割の遊戯施設
で「車輪軸」の探傷検査を1年以内に実施していな
いことに依拠して、遊園地業界において法定定期検
査をJIS規格に従って実施することは一般的ではな
かった旨の主張に対し、「前記緊急点検の結果によ
れば，むしろ，手間と費用のかかる「車輪軸」の探
傷検査ですら過半数の遊戯施設で履行されていると
いえるのであるから，弁護人の主張は採用できな
い。」と応じている。最後に、「本件事故当時、遊戯
施設の法定定期検査において、JIS 規格に従ってこ
れを実施することは遊戯施設業界内の共通認識であ
り、実務上、確立した慣行として定着していたもの
であったと認められる」と判示した。
　このように本判決は、JIS 規格上、同法定定期検
査の検査標準・検査項目が定められ、具体的には、
年1回以上の探傷試験を行うこととされていた点を
指摘し、探傷検査を実施させるなどして乗客の死傷

＊4 例として、夜中に人通りの少ない高速道路を走っていて
も、車線変更や横断歩道などを無視するのは不適切であ
ると示されている（7.4.2）。

　3.　ISO39003 の分析



　2023年7月末、自動運転の倫理に関する国際規格ISO 
39003１）が発行された。「Guidance on safety ethical 
considerations for autonomous vehicles」は、SAE

（Society of Automotive Engineers）自動運転レベル5
（完全自動運転、以下、L.5）がスコープであるが２）＊1、
自動運転に必要な倫理的配慮が設計時に対処され、

効果的にコントロールされていることを保証するた
めに、自動車メーカーが自己認証するための「プロ
トコル・ガイドライン」を提供する国際規格である
とされる＊2。同規格では、「自動運転車は社会の願
望と一致する倫理的な優先順位を有する必要があ
る」とされ、その内部で人と動物の衝突やジレンマ
への対処における倫理的配慮などが項目として挙げ
られ、L.5の手引きとしての推奨事項（指針、ガイ

ド規格）という位置付けのISOとなっている。本稿
は、ISO39003で規定された自動運転の倫理に関す
る分析および刑事裁判上、同ISOが利用される可能
性、諸外国の自動運転の倫理に関する指針との整合
性、ならびに日本の産業界への影響等を検討する。

　まず、ISO39003の策定経緯を概観する。
　2-1　2019年のプロポーザル
　イギリス主導（プロジェクトリーダー：Mr. Dave 
Conway）で、2019年にISO専門委員会TC241（議
長国：スウェーデン）内で39003の提案がなされた。
もともと39003の策定を開始したこのTC241では、
2012年10月に、ISO39001 （道路交通安全マネジメ
ントシステム）を発行している。ISO39001３）は、道
路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目
的とした国際規格であり、ISO9001（品質）や14001

（環境）と同様に、PDCAサイクルに従って適切な
道路交通安全マネジメント体制を確立、実施、維
持、改善するために組織に必要とされる要求事項を
明文化したものである。39001のような道路交通安
全マネジメント体制を検討するTC241において、
人の命の選択にまで踏み込む「倫理」の規格が扱わ
れることは異例であり、当初、日本をはじめとする
いくつかの国は、39003は次のステップに進むこと
なく、投票で否決されるであろうと考えていたとさ
れる＊3。
　しかし、「ISO39003（自動運転車のための倫理的
配慮）の提案を承認するか?」という投票において、
日本、ドイツ、フランス、スウェーデン等の自動車
工業国は反対したものの（アメリカは未投票）、29
カ国のPメンバー（Participating member）のうち
の2/3が賛成したため、TC241の傘下に、イギリス
主導の下、作業部会であるWG6が設置された。
　同WGでは、本規格のスコープとして「本書は、
自律走行車が本質的な安全運転を判断する際の原則
について指針を示すものである。本書は、国際的な
自動車技術会（SAE）が2014年にメンバー『路上
走行中の自動車自動運転システムに関連する用語の
分類と定義』報告書の一部として定義した、すべて
の自律走行車に適用されるものである。本書は、意

思決定プロセスを制御するために使用される技術的
方法には適用されず、また、意思決定の望ましい結
果に関する指針を与えるものではなく、意思決定プ
ロセスの設計において考慮する必要がある道徳的側
面に関する指針を与えるものである。」と記されて
いた４）。もともと車両制御システムの意思決定プロ
セスをカバーするものは存在しておらず、39003は、
考慮すべき問題とその意思決定がもたらす望ましい
結果についてガイダンスを与えるものであると銘打
たれ、策定が開始された。
　2-2　日本の対応
　日本側のTC241の事務局は、独立行政法人自動
車事故対策機構（NASVA）であり、2019年8月に第1
回ISO/TC241国内専門委員会を開催した。当時、自
動車工業系の国のスタンスとしては、「自動運転はそ
の領域の専門家が扱うべきであり、TC22やTC204
で本来行うべきものでTC241の範疇ではない」と
の見解が見受けられ、WG6にネガティブスタンス
で臨み、39003のWDの次のステップであるCD投
票時に否決されることを狙うというものであった。
　2020年9月、日本では、国内専門委員会での検討
の結果、現WDの内容見直しを求めるポジション
ペーパー５）をWG6に提出することになり、同WG
会議にてプレゼンテーションを行うこととなった。
ポジションペーパーでは、（WD当時の） 39003の
7.1.1項の自動運転車が採用すべき損害を少なく抑え
るための優先順位や7.2.6項について、「優先順位を
明記したり、配慮すべきケースを具体的に例示した
りすることが、本当にRoad Traffic Safetyを確保す
る上で役に立つのか、逆に、今後の自動運転車の実
現に向けた必要な技術の研究開発の自由度を奪った
り、法制度や生活習慣に関する社会的議論を阻害し
たりする可能性がないのかについて十分考える必要
がある。」とし、「Road Traffic Safety Management
の視点からすれば、実際の事故事例の情報を収集し、
その分析を行うことで優先付けに関するルールを決
めることや、自動運転車の活用に伴って社会的な議
論が必要になるケースについて行政や法律、社会学
などの専門家から意見収集を行うことは、自動運転
車に関する安全性を向上させる上で推奨される組織
活動と考えられる。」との立場を示し、日本側は、
法的・社会的思考が不十分なまま議論や内容が先行
するWG6に歯止めをかけ、進むべき方向性を提案
した。WDに対しては約80、CDに対しては約50、
DISに対しては約60件のコメント（修正案や疑問

点、改善方法など）を日本から投げかけ、規格案を
修正した。とりわけ、DISでは、各国の法律事情を
無視した挙動の方向性が示されていたため、日本側
としては、各国の道路交通法規の遵守を前提とした
文言に修正するよう強く主張した。
　そして、先般、ISO39003が発行された。

　3-1　39003における「目的」および「価値」
　ISO39003では、哲学的な話や応用倫理学的な説明
なども多く、人文系の教養的内容が盛り込まれてい
る。そして、前半では、国連普遍的価値（人間の尊厳
など）のような普遍的価値が推奨されており、フレー
ムとして「目的」、「価値」、「原理」を挙げている。
　例えば、「目的」（ISO39003の7.2.1。以下、ISO39003
の章の記載は章番号のみを記す）には、①人を移動
させて自己実現を叶えること、②（環境ないし他の
道路利用者へのネガティブな）インパクトの減少、
③公共空間の充実、が示されている。「価値」（7.2.2）
には、V1 人間の尊厳、V2 移動および意思決定の
自由、V3 平等性と公平性、V4 社会的進歩、V5 安
心・安全、V6 プライバシー、親しさ（の権利）お
よび人間の意思決定の自律性、V7 持続可能性およ
び人間・技術・環境恒常性の適切なバランス、など
が掲げられている。これらを混ぜて「原理」として
説明がなされている。
　そして、「本質的に倫理的であり、（i）人類が共
有する意識と信念を反映し、（ii）7.2.3で詳述した価
値と原則に対応する車両行動を開発できるような正
式アプローチを採用することが必要である。さらに、
ある車両挙動が他の車両挙動と矛盾しないような挙
動間の（iii）一貫性がなければならない。対応と一
貫性は、価値観、原則のシステムの完全性と、それ
らが、車両が実行する実際のドライビング・アクショ
ン・ポリシーにどのように埋め込まれるかを決定す
る（7.2.4）」と記載され、ISO39003では、挙動の方
針を「ドライビング・アクション・ポリシー（以下、
DR）」として規定している（なお、DRをわかりや
すく説明するために、Maximという行動準則も併
記されている）。端的にいうと、DRに沿ったシス
テムの設計をすれば、それは本質的に倫理的であ
り、人類が共有する意識と信念を反映したものにな
るということである。
　3-2　DRの検討
　DR1は、できる限り公道のスペースを占拠しな

いことを求め、DR2は、原則として自車の行動に
よって他の道路利用者が速度変更、減速、回避行動、
緊急行動を起こすような不必要な行動を禁ずるこ
と、そして、DR3では、例え周囲に他の車両がな
い場合であっても、他の車両の突然の出現に備える
必要があること＊4、さらに、DR4では、個人的な効
率よりも防衛的かつ注意深い運転の必要性を説いて
いる。これらは、完全自動運転において、他者（他車）
への配慮を要求するものであり、当然のことである。
また、DR5からDR7-cは、主に車線変更について規
定しており、不必要な車線変更などをしてはならな
いことを示している。DR8-aでは、HMI（ヒューマ
ンマシーンインターフェース）として、他者（他車）
へのコミュニケーションや積極的なインタラクショ
ンを要求する。例え、相手が違法（illegally）だっ
たとしても、（相手に）譲ることをシステムに求め
ている。このDRは、例えば、急制動を行うと、自
動運転車両の内部の人物が重傷を負うような場合
に、横断禁止の道路にあえて侵入してきた人物を守
るために急制動をすべきか、という現実的なジレン
マ状況において問題となる。交通違反者までも保護
すべきか、という問題に踏み込んでいるDRとなっ
ている。しかし、L.5の完全自動運転の時代において、
ほぼ全ての車が完全自動運転車であれば、このよう
な要求もあり得るし、また、急制動を行っても車内
の安全性が保たれるほどの技術力や、国際的に操舵
による回避が許されるようになっていれば、DR8-a
の要求も守れる可能性がある。
　DR9-aは、そもそも（混雑場所への進行や車線/
経路変更などの）危険な状況を避けることを要求し
ており、DR9-b～dは、通行権と道を譲ること、そ
の意思表示をすることについて規定する。そもそも
片側通行の道をODDとして認めないように思われ
るため、L.4以下にはあまり関係しないと考えられ
る。しかし、意思表示のHMIは混在空間の自動運
転においては必要であるため、この点はL.4以下で
も同様のことが妥当し得る。
　DR10～11では、他の道路利用者の行動などとの
対立時に、相手側の経過や意図を汲んで責任を持っ
て行動することや、助けを求める際の対外的なイン
タラクションが求められている。センシングにおい
て、かなりの技術力が求められる要求であるが、他

（ 61 ）
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者（他車）に対し、不安にさせないよう、現状のト
ラブルや意図を伝えるHMIは必要であると考えら
れる。
　DR12では、ファーストレスポンダー（緊急車両）
への配慮に触れている。本DRの説明では、「自動
運転車両は、センサーと行動意欲によって、悪影響
を最小限に抑えるためにできる限りのことをしよう
としている。ここでの視点は、自動運転車両の行動
意図、つまり挙動は、結果的に何が起こるかよりも
優先されるということである」とされている

（7.4.10）。つまり、「行動意図、つまり挙動は、結果
的に何が起こるかよりも優先される」ため、（行為
の結果から行為にさかのぼって正当性を認める）帰
結主義に陥らずに、ファーストレスポンダーに反応
して道を譲るために他車のスロットを占拠するとい
うシンプルで、センサーの機能上、可能な対応を（義
務を守る行為それ自体に正当性を認める）義務論的
に要求している。とはいえ、同所では、「しかし、
その行動の結果として、他の道路利用者、特に傷つ
きやすい道路利用者を明確かつ現在の危険にさらし
てはならない。」とも説明されており、「行動の結果

（as a consequence of its actions）」の理解にもよる
が、義務論的な要求をしつつ、帰結主義も取り入れ
ており、やや混乱を生むように思われる。
　DR13では、他の道路利用者への危害について、
例えそれが結果的に交通法規に違反するような事態
を招くとしても、制限されるべきであるとされてい
る。交通法規に反してでも他者を守ることを要求し
ているように読めるが、道路交通法などを遵守する
ことは、保安基準でも求められる要求であるため、
これは大前提であり、同所のMaximにおいても、

「法律に違反する行為は予見不可能であり、したがっ
て許されるべきではない」と記載されており、交通
法規違反を推奨するわけではないことが看取される。
　DR14～14cは、避けられ得ない衝突状況に関す
る、まさにジレンマ状況への対処であり、ファース
ト・イン・ファースト・アウトの原則（以下、FiFo）
が説明されている。FiFoは、最初に検出した物体
に対して行動（例えば回避行動）を取るように指示
し、その行動を成功させるために最善を尽くすこと
である。2つ（またはそれ以上）の物体が全く同時
に検出されることはまずないと考えられ、常に最初
の到着者が存在し、車両が実行できる限り、それに
対処されなければならない。
　物対物の場合は、FiFoを用いる。人命対物ある

いは人の軽傷の場合は、人命を優先する。
　そして、DR13cにおいて、人命対人命の場合に
は、「数の差が明らかな場合は定量的な基準に基づ
く。ただし、数が等しいか、有意な差がない場合は、
FiFoを使用する。個人の属性で判断することを禁
じる。ただし、この属性には、交通カテゴリ別の属性
は含まれない（例：交通弱者など）。」と規定された。
　まず、現状、人数比較が適切にできるほどのセン
シング技術はなく、むしろ、センシングできるよう
な状況であれば、おそらく急制動など通常の回避行
動が可能であるため、現実にこのような意味におけ
るジレンマ状況に陥ることはまれであるといえる。
また、現状では、例えば、歩道に乗り上げるような
操舵回避は許容されておらず、緊急時は専ら制動

（ブレーキ）であり、せいぜい車線変更が可能かど
うか、が今後の課題であるため、実際に自動運転
車両がとり得る挙動は限られる。もっとも、将来
的にISO39003のスコープであるL.5が実装されるよ
うなインフラ連携もできている社会状況があれば、
技術的にも人数の差をセンシングできる可能性はあ
ろう。その際に、やはり人数のセンシングで「有意
な差（Differences in quantities are evident.）」が必
要であろう。あまり差が見受けられない時は、潔く
FiFoのルールに従うというのは、恣意的ではなく、
ある程度の透明性が担保されているといえる。また、
FiFoをはじめ、7.4.10で説明される「挙動は・・・
結果的に何が起こるかよりも優先される」というや
や義務論ベースの文言と、人数比で判断する功利主
義的な判断の間には、理論的な矛盾も見出し得る。
例えば、後述のドイツ倫理規則において、義務論に
基づき、ジレンマ状況のプログラミングを禁じてお
きながらも、行為功利主義的な文言が見受けられる
点につき、義務論に基づく個人の尊厳の絶対的保障
が貫徹されていないとの指摘がある６）。この点、い
わゆる（どの規則が効用を最大化するかを問う）規
則功利主義として、「ある規則に従えば、人命の保
護を最大化できる」と考えれば、人数差が判明する
際には多い人数を助ける規則が人命の最大化を図
り、人数差が判然としない際には、FiFoが人命の
最大化を図るといえるならば、義務論と功利主義の
折衷的な理解も可能かと思われる。
　なお、「個人の属性」の文言の「属性」の原語は、

「attribute」であるが、性別、年齢、宗教等、セン
シングが可能かはさておき、それら個人の「属性」
に、基づく区別を禁ずる内容である。もっとも、
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20）国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研
究開発戦略センター「戦略プロポーザル、：科
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事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を
認定した。
　判決文に鑑みるに、①「遊戯施設業界内の共通認
識」を前提とし、②「実務上、確立した慣行として
定着」していたことから、JIS規格によって刑法上
の注意義務が認められている、といえる。なお、「過
半数で履行されていること」は必然的な要件ではな
い。むしろ、JIS規格に従うことの「共通認識」性と

「慣行としての定着」性を基礎づける事情といえる。
　5-2　JIS規格が刑法上の注意義務において参照

されるための要件
　上記①「遊戯施設業界内の共通認識」および②「実
務上、確立した慣行として定着」の判断においては、

（関与者らの認識を前提に）以下の(a)～(c)が認定さ
れている。

（a）標準としては、JIS規格以外に拠るべきものは
見当たらないこと。

（b）法定定期検査においては、JIS規格に従ってこ
れを行うことが強く期待されていたこと。

（c）定期検査報告の様式においても、JIS規格の定
めに従って定期検査を実施することが前提と
されていたこと。

　つまり、一般化すれば、JIS規格が刑法上の注意
義務において活用されるためには＊13、①「業界内の
共通認識が存すること」、すなわち、共通認識性を
前提とし、②「実務上、確立した慣行として定着して
いること」、すなわち、定着性が必要である。仮に、
同じ判断枠組みが行政指針についても妥当するので
あれば、行政による指針の場合は、当該省庁から通
知がなされるため、共通認識性が充足されるといえ
る。また、実際に行政指針に従う企業がほとんどで
あろうし、行政による要請は「指針に従うことが強
く期待されていた」と評価できるため、事実上、定
着性の要件も充足されよう。

　L.4の指針は存在しないが、レベル5の指針が国

際規格として存在する場合に、それが過失の注意義
務において参照されるか。そもそもL.4とは、シス
テムが全ての動的運転タスクおよび作動継続が困難
な場合への応答を限定領域＊14において実行するも
のをいい、車内はもちろん、遠隔においても「運転者」
が存在しない。2023年4月1日より施行された改正
道路交通法では、L.4につき、道路において、自動
運行装置＊15を当該自動運行装置に係る使用条件で
使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること＊16を「特定自動運行」と定義している。
このL.4は、「限定領域」では完全にシステムが運
転を行うため、限定領域内では、L.5とシステムの
行うことは全く同じと考えられる（Fig.1参照）。

 

　したがって、「システムが担当」する部分につい
ては、L.5対象の指針が要請する倫理的配慮が妥当
すると考えられる＊17。
　では、ISO39003について、前述（5章2節）にお
ける①「共通認識性」と②「定着性」について検討す
る。自動運転レベル4の倫理に関しては、2023年10
月時点で「指針」やJIS規格は存せず、また、直近
のL.4開発に多大な影響を与えたくないという各国
の思惑もあるのか、ISOも存しない。係る状況で、
限定領域内では、L.5とL.4のシステム運行は同様で
あることに鑑みれば、L.5の指針、標準規格を参照
し得る。L.5の行政指針はなく、拠るべきものとし
ては、ISO39003の国際規格があるのみである。共
通認識性の一部が充足されるように思われる。しか

し、まだ「実務上、確立した慣行として定着」はし
ておらず、現時点で、L.4の自動運転の事故が起き
た際の過失において、刑法上の注意義務を措定する
際に「ISO39003に従って倫理に関わるプログラミ
ングを行うことが強く期待されていた」との評価に
はなることはないと考えられる。
　ただし、現状、ISO39003のガイドライン規格に
認証評価が加わるかどうかは各国に委ねられてお
り、L.4の自動運転車に対して「ISO39003準拠」の
ようなお墨付きを与える国家もあり得る。また、
L.5の国際規格とはいえ、その内容は、L.4でも全く
同じ道路/倫理状況への対応が求められるわけであ
るから、（ISO TC241 WG6内のexpert等の関連企業
において）既にISO39003を参考に開発を行うつも
りの企業もあるとのことである。今後のISO39003
の普及と国内での運用次第では、自動運転業界での

「共通認識性」と「定着性」が充足されることもあ
り得るように思われる。

　ここで、わが国にとって一番必要なことは、L.5
の倫理を扱うISO39003に対応して、国内L.4の標準
規格ないしは指針を行政が策定することであろう＊18。
このことは、2023年5月31日に発出された日本学
術会議による見解「自動運転における倫理・法律・
社会的課題」においても、「自動運転に関する倫理
を整理することは、法整備及び社会設計を行う上で
は重要なことである。国が、産業界、地方自治体、
市民と連携して、自動運転に関する倫理的検討を進
め、日本文化、地域特性に配慮しつつ、グローバル
な対比において最適な倫理指針を整備することが望
まれる。」と示されている19）。グローバルな対比に
ついては、本稿で取り上げたISO39003をはじめ、
ドイツ、EU、イギリスなどの指針も参考になろう
と思われる。また、JSTのCRDSの報告書20）では、「上
流の場面では、『ある技術が社会にもたらしうる潜
在的・顕在的課題は何か?』『どんな変化を社会に
もたらしうるか?』『どんなプロセスで合意形成を
すればいいのか?』『そもそもどんな未来が予見さ
れるか?』といったことが問題になるが、これらは 
ELSI/RRIの実践で問われることに他ならない。こ
うした問いに応えるためには、技術開発に関わる自
然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・

社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められ
る。」と示されており、自動運転の分野では、技術
者に加え、人文社会科学の知見をも加えた学際的な
倫理の検討が望まれよう。
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EU倫理提言７）やイギリスの倫理提言＊5 ８）において
は、車椅子などの「傷つきやすい交通弱者（Vulnerable 
road user）」が自動運転車の近くに存在するとき、
通常とは異なった「傷つきやすい交通弱者」に配慮
する挙動を自動運転車に要求することが考えられて
いる。そのため、「属性」に「交通上のカテゴリー：
とくに傷つきやすい交通弱者」が含まれないことが
明記されていると考えられる。
　以上、ISO39003について考察をしたが、比較の
ため、次章では、L.3以上を対象とするドイツの倫
理規則に対する検討を行う。

　ドイツでは、2017年に、旧デジタルインフラス
トラクチャー省が「自動運転及びコネクテッド・
カーに関する倫理規則（BMVI, Ethik-Kommission 
Automatisiertes und Vernetztes Fahren, Bericht 
2017）」を制定している＊6。同規則の9において、「回
避することができない事故状況において、個人的な
特徴（年齢、性別、身体あるいは精神上の素質）に
よるあらゆる格付けは厳格に禁止される。被害者同
士を比べて引き算をすることも禁止である。人的被害
数を減少させる一般的なプログラミングは支持され得
る。乗り物のリスクの発生に関与する者は、関与し
ない者たちを犠牲にしてはならない。」と規定される
点は特徴的である。人数比較の引き算（Aufrechnung）
を厳格に禁ずる姿勢は、過去のドイツの連邦憲法裁
判例において、基本法1条1項の「人間の尊厳は不可
侵である」を根拠に、「一括した生命対生命の衡量

（pauschale Abwägung von Leben gegen Leben）」
が許されずとした1975年判決や10）＊7、ハイジャッ
クにより死を免れない乗客と地上の潜在的犠牲者の
生命を差し引きしてはならないこと等を理由に、航
空機を撃墜できるとした航空安全法に対する2006

年の違憲判決＊8 11）、等と整合的である。なお、この
箇所（個人的な特徴による格付け禁止）は、驚くべ
きことに、2021年7月に発効したドイツの改正道路
交通法の1e条2項2号にも採用されている12）。
　このようなドイツの基本権の立場によると、倫理
規則8が「生命対生命のような真のジレンマにおけ
る決定は、関係者の予測できない行動様式を含んだ
具体的な実際の状況に左右される。それゆえ、その
決定は、一義的に規範化できず、また、倫理的に疑
う余地のないようプログラムすることもできない。」
と規定されていることも当然である。ジレンマ問題
への対処については、生命対生命で優劣をつけられ
ないため、プログラミング自体が禁止されているの
である13）。
　これら、前章で論じたISO39003および本章で見
たドイツの倫理規則に共通するのは、多様な価値観
に鑑みた上で、自動運転のシステム設計について、
かなりの倫理的な配慮を要求しているということで
ある。これらの（ドイツをはじめとする）各国指針
および国際規格は、現状（公的な）倫理指針を保有
しない日本において、どのような影響を有するので
あろうか。とりわけ、現在、実装が開始されたL.4
における交通事故時などの過失犯の刑事裁判におい
て＊9、指針・規格が有する機能はいかなるものであ
ろうか。次項では、まず、刑事裁判における指針・
規格と注意義務の関係について検討する。

　裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める
際に、標準規格や指針が参照されることがある。発
出主体としては、行政指針、JIS等の標準規格＊10、
民間規格・指針などが想定される。なお、民間規格
であっても、それが一般化されていれば、刑法上の
注意義務において活用され得る＊11。このような意味

では、（JISと同様にDINという国内規格を有する
ドイツでも）規格は法に近いものとも評されている16）。
　本稿では、主たる検討対象である国際規格に対応
する国内標準規格であるJIS規格の検討を行う＊12。
　5-1　遊園地コースター事件【大阪地判平成21

年 9 月28日（裁判所ウェブサイト）】
　本事件は、遊園地内コースターの客車が軌道上を
走行中に脱輪して急停止し、乗客のうち1名が死亡
し、12名が傷害を負った事故について、同遊園地を
経営する会社の役員らが起訴された事案である。法
定定期検査の一内容として（車両の）ボギー先端軸
をボギーアームから取り外させ、探傷検査を実施さ
せる注意義務について、被告人らは、本件当時、ボ
ギー先端軸がJIS規格上の「車輪軸」に当たるとは認
識していなかった旨供述し、弁護人もこの供述を前提
に、そもそも法定定期検査をJIS規格に従って実施し
なければならないという法令上の根拠はないが、仮
にJIS規格に従って実施しなければならないとして
も、ボギー先端軸はJIS規格上の「車輪軸」に当た
らないから、被告らには法定定期検査の一内容とし
てボギー先端軸について探傷検査を実施させるべき
注意義務があったものではない等の主張を行った。
　本件では、「車輪軸」について、1年に1回以上の

「探傷試験」の実施を要求するJIS規格が業務上過
失致死傷罪における注意義務の発生根拠となるかと
いう争点、すなわち、JIS規格と建築基準法の定める
遊戯施設の法定定期検査との関係が問題となった。
　本判決では、「建築基準法12条3項は、法定定期
検査の内容として、『当該建築設備についての損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検』と定めるにとどま
り、点検に際しての具体的な検査項目や検査方法等
についてまで直接規定するものではない。そこで、
これらについては他に基準を求めることになるが、
本件事故当時における遊戯施設の検査標準として
は、JIS規格以外に拠るべきものは見当たらない。」
と示されている。
　この点、JIS規格自体は、工業標準化法に基づき、
所定の手続を経て定められた任意の標準ではある
が、建築基準法12条3項が指定する昇降機検査資格
者の国土交通大臣登録講習に係る昇降機検査資格者
の講習テキストにおいては、JIS規格について、「建

築基準法の規定に基づき、遊園地等に設置された遊
戯施設の安全性を確保する目的で、各特定行政庁も
しくは所有者の信頼を受けた検査資格者が義務づけ
られた検査のための検査項目、検査器具、検査方法
及び判定基準を各機種別に規定し、検査判定の統一
化を図ったものであ」り、「建築基準法の適用され
ない遊戯施設にも準用されることが望ましい」と記
載されている。
　また、遊戯施設等の検査基準等を定めた昇降機遊
戯施設定期検査実務要綱でも、定期検査は、建築基
準法令やJIS規格等に拠り検査資格者が行うとされ
ている。さらに、日本規格協会発行に係るJIS規格
の解説の記載や、建築基準法を所管する国土交通省
住宅局建築指導課が、財団法人H発行の「昇降機遊
戯施設定期検査業務基準書2004年版」を監修し、
JIS規格に従って定期検査を実施するよう周知、指
導していたこと、昇降機等検査資格者の講習におい
て、講義の科目の内容としてJIS規格を位置づけて
いること等を挙げ、本判決は、「以上の諸点によれ
ば、遊戯施設の法定定期検査とJIS規格とは極めて
密接な関係があり、法定定期検査においては、JIS
規格に従ってこれを行うことが強く期待されていた
ものとみることができる。」と判示した。
　そして、「近畿2府4県の特定行政庁の了承を得て
制定された定期検査報告の様式においても，JIS規
格の定めに従って定期検査を実施することが前提と
されていた。」ことに触れている。加えて、本件事
故後に国土交通省の通知により実施された全国の遊
戯施設に対する緊急点検の結果、約4割の遊戯施設
で「車輪軸」の探傷検査を1年以内に実施していな
いことに依拠して、遊園地業界において法定定期検
査をJIS規格に従って実施することは一般的ではな
かった旨の主張に対し、「前記緊急点検の結果によ
れば，むしろ，手間と費用のかかる「車輪軸」の探
傷検査ですら過半数の遊戯施設で履行されていると
いえるのであるから，弁護人の主張は採用できな
い。」と応じている。最後に、「本件事故当時、遊戯
施設の法定定期検査において、JIS 規格に従ってこ
れを実施することは遊戯施設業界内の共通認識であ
り、実務上、確立した慣行として定着していたもの
であったと認められる」と判示した。
　このように本判決は、JIS 規格上、同法定定期検
査の検査標準・検査項目が定められ、具体的には、
年1回以上の探傷試験を行うこととされていた点を
指摘し、探傷検査を実施させるなどして乗客の死傷



　2023年7月末、自動運転の倫理に関する国際規格ISO 
39003１）が発行された。「Guidance on safety ethical 
considerations for autonomous vehicles」は、SAE

（Society of Automotive Engineers）自動運転レベル5
（完全自動運転、以下、L.5）がスコープであるが２）＊1、
自動運転に必要な倫理的配慮が設計時に対処され、

効果的にコントロールされていることを保証するた
めに、自動車メーカーが自己認証するための「プロ
トコル・ガイドライン」を提供する国際規格である
とされる＊2。同規格では、「自動運転車は社会の願
望と一致する倫理的な優先順位を有する必要があ
る」とされ、その内部で人と動物の衝突やジレンマ
への対処における倫理的配慮などが項目として挙げ
られ、L.5の手引きとしての推奨事項（指針、ガイ

ド規格）という位置付けのISOとなっている。本稿
は、ISO39003で規定された自動運転の倫理に関す
る分析および刑事裁判上、同ISOが利用される可能
性、諸外国の自動運転の倫理に関する指針との整合
性、ならびに日本の産業界への影響等を検討する。

　まず、ISO39003の策定経緯を概観する。
　2-1　2019年のプロポーザル
　イギリス主導（プロジェクトリーダー：Mr. Dave 
Conway）で、2019年にISO専門委員会TC241（議
長国：スウェーデン）内で39003の提案がなされた。
もともと39003の策定を開始したこのTC241では、
2012年10月に、ISO39001 （道路交通安全マネジメ
ントシステム）を発行している。ISO39001３）は、道
路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目
的とした国際規格であり、ISO9001（品質）や14001

（環境）と同様に、PDCAサイクルに従って適切な
道路交通安全マネジメント体制を確立、実施、維
持、改善するために組織に必要とされる要求事項を
明文化したものである。39001のような道路交通安
全マネジメント体制を検討するTC241において、
人の命の選択にまで踏み込む「倫理」の規格が扱わ
れることは異例であり、当初、日本をはじめとする
いくつかの国は、39003は次のステップに進むこと
なく、投票で否決されるであろうと考えていたとさ
れる＊3。
　しかし、「ISO39003（自動運転車のための倫理的
配慮）の提案を承認するか?」という投票において、
日本、ドイツ、フランス、スウェーデン等の自動車
工業国は反対したものの（アメリカは未投票）、29
カ国のPメンバー（Participating member）のうち
の2/3が賛成したため、TC241の傘下に、イギリス
主導の下、作業部会であるWG6が設置された。
　同WGでは、本規格のスコープとして「本書は、
自律走行車が本質的な安全運転を判断する際の原則
について指針を示すものである。本書は、国際的な
自動車技術会（SAE）が2014年にメンバー『路上
走行中の自動車自動運転システムに関連する用語の
分類と定義』報告書の一部として定義した、すべて
の自律走行車に適用されるものである。本書は、意

思決定プロセスを制御するために使用される技術的
方法には適用されず、また、意思決定の望ましい結
果に関する指針を与えるものではなく、意思決定プ
ロセスの設計において考慮する必要がある道徳的側
面に関する指針を与えるものである。」と記されて
いた４）。もともと車両制御システムの意思決定プロ
セスをカバーするものは存在しておらず、39003は、
考慮すべき問題とその意思決定がもたらす望ましい
結果についてガイダンスを与えるものであると銘打
たれ、策定が開始された。
　2-2　日本の対応
　日本側のTC241の事務局は、独立行政法人自動
車事故対策機構（NASVA）であり、2019年8月に第1
回ISO/TC241国内専門委員会を開催した。当時、自
動車工業系の国のスタンスとしては、「自動運転はそ
の領域の専門家が扱うべきであり、TC22やTC204
で本来行うべきものでTC241の範疇ではない」と
の見解が見受けられ、WG6にネガティブスタンス
で臨み、39003のWDの次のステップであるCD投
票時に否決されることを狙うというものであった。
　2020年9月、日本では、国内専門委員会での検討
の結果、現WDの内容見直しを求めるポジション
ペーパー５）をWG6に提出することになり、同WG
会議にてプレゼンテーションを行うこととなった。
ポジションペーパーでは、（WD当時の） 39003の
7.1.1項の自動運転車が採用すべき損害を少なく抑え
るための優先順位や7.2.6項について、「優先順位を
明記したり、配慮すべきケースを具体的に例示した
りすることが、本当にRoad Traffic Safetyを確保す
る上で役に立つのか、逆に、今後の自動運転車の実
現に向けた必要な技術の研究開発の自由度を奪った
り、法制度や生活習慣に関する社会的議論を阻害し
たりする可能性がないのかについて十分考える必要
がある。」とし、「Road Traffic Safety Management
の視点からすれば、実際の事故事例の情報を収集し、
その分析を行うことで優先付けに関するルールを決
めることや、自動運転車の活用に伴って社会的な議
論が必要になるケースについて行政や法律、社会学
などの専門家から意見収集を行うことは、自動運転
車に関する安全性を向上させる上で推奨される組織
活動と考えられる。」との立場を示し、日本側は、
法的・社会的思考が不十分なまま議論や内容が先行
するWG6に歯止めをかけ、進むべき方向性を提案
した。WDに対しては約80、CDに対しては約50、
DISに対しては約60件のコメント（修正案や疑問

点、改善方法など）を日本から投げかけ、規格案を
修正した。とりわけ、DISでは、各国の法律事情を
無視した挙動の方向性が示されていたため、日本側
としては、各国の道路交通法規の遵守を前提とした
文言に修正するよう強く主張した。
　そして、先般、ISO39003が発行された。

　3-1　39003における「目的」および「価値」
　ISO39003では、哲学的な話や応用倫理学的な説明
なども多く、人文系の教養的内容が盛り込まれてい
る。そして、前半では、国連普遍的価値（人間の尊厳
など）のような普遍的価値が推奨されており、フレー
ムとして「目的」、「価値」、「原理」を挙げている。
　例えば、「目的」（ISO39003の7.2.1。以下、ISO39003
の章の記載は章番号のみを記す）には、①人を移動
させて自己実現を叶えること、②（環境ないし他の
道路利用者へのネガティブな）インパクトの減少、
③公共空間の充実、が示されている。「価値」（7.2.2）
には、V1 人間の尊厳、V2 移動および意思決定の
自由、V3 平等性と公平性、V4 社会的進歩、V5 安
心・安全、V6 プライバシー、親しさ（の権利）お
よび人間の意思決定の自律性、V7 持続可能性およ
び人間・技術・環境恒常性の適切なバランス、など
が掲げられている。これらを混ぜて「原理」として
説明がなされている。
　そして、「本質的に倫理的であり、（i）人類が共
有する意識と信念を反映し、（ii）7.2.3で詳述した価
値と原則に対応する車両行動を開発できるような正
式アプローチを採用することが必要である。さらに、
ある車両挙動が他の車両挙動と矛盾しないような挙
動間の（iii）一貫性がなければならない。対応と一
貫性は、価値観、原則のシステムの完全性と、それ
らが、車両が実行する実際のドライビング・アクショ
ン・ポリシーにどのように埋め込まれるかを決定す
る（7.2.4）」と記載され、ISO39003では、挙動の方
針を「ドライビング・アクション・ポリシー（以下、
DR）」として規定している（なお、DRをわかりや
すく説明するために、Maximという行動準則も併
記されている）。端的にいうと、DRに沿ったシス
テムの設計をすれば、それは本質的に倫理的であ
り、人類が共有する意識と信念を反映したものにな
るということである。
　3-2　DRの検討
　DR1は、できる限り公道のスペースを占拠しな

いことを求め、DR2は、原則として自車の行動に
よって他の道路利用者が速度変更、減速、回避行動、
緊急行動を起こすような不必要な行動を禁ずるこ
と、そして、DR3では、例え周囲に他の車両がな
い場合であっても、他の車両の突然の出現に備える
必要があること＊4、さらに、DR4では、個人的な効
率よりも防衛的かつ注意深い運転の必要性を説いて
いる。これらは、完全自動運転において、他者（他車）
への配慮を要求するものであり、当然のことである。
また、DR5からDR7-cは、主に車線変更について規
定しており、不必要な車線変更などをしてはならな
いことを示している。DR8-aでは、HMI（ヒューマ
ンマシーンインターフェース）として、他者（他車）
へのコミュニケーションや積極的なインタラクショ
ンを要求する。例え、相手が違法（illegally）だっ
たとしても、（相手に）譲ることをシステムに求め
ている。このDRは、例えば、急制動を行うと、自
動運転車両の内部の人物が重傷を負うような場合
に、横断禁止の道路にあえて侵入してきた人物を守
るために急制動をすべきか、という現実的なジレン
マ状況において問題となる。交通違反者までも保護
すべきか、という問題に踏み込んでいるDRとなっ
ている。しかし、L.5の完全自動運転の時代において、
ほぼ全ての車が完全自動運転車であれば、このよう
な要求もあり得るし、また、急制動を行っても車内
の安全性が保たれるほどの技術力や、国際的に操舵
による回避が許されるようになっていれば、DR8-a
の要求も守れる可能性がある。
　DR9-aは、そもそも（混雑場所への進行や車線/
経路変更などの）危険な状況を避けることを要求し
ており、DR9-b～dは、通行権と道を譲ること、そ
の意思表示をすることについて規定する。そもそも
片側通行の道をODDとして認めないように思われ
るため、L.4以下にはあまり関係しないと考えられ
る。しかし、意思表示のHMIは混在空間の自動運
転においては必要であるため、この点はL.4以下で
も同様のことが妥当し得る。
　DR10～11では、他の道路利用者の行動などとの
対立時に、相手側の経過や意図を汲んで責任を持っ
て行動することや、助けを求める際の対外的なイン
タラクションが求められている。センシングにおい
て、かなりの技術力が求められる要求であるが、他

者（他車）に対し、不安にさせないよう、現状のト
ラブルや意図を伝えるHMIは必要であると考えら
れる。
　DR12では、ファーストレスポンダー（緊急車両）
への配慮に触れている。本DRの説明では、「自動
運転車両は、センサーと行動意欲によって、悪影響
を最小限に抑えるためにできる限りのことをしよう
としている。ここでの視点は、自動運転車両の行動
意図、つまり挙動は、結果的に何が起こるかよりも
優先されるということである」とされている

（7.4.10）。つまり、「行動意図、つまり挙動は、結果
的に何が起こるかよりも優先される」ため、（行為
の結果から行為にさかのぼって正当性を認める）帰
結主義に陥らずに、ファーストレスポンダーに反応
して道を譲るために他車のスロットを占拠するとい
うシンプルで、センサーの機能上、可能な対応を（義
務を守る行為それ自体に正当性を認める）義務論的
に要求している。とはいえ、同所では、「しかし、
その行動の結果として、他の道路利用者、特に傷つ
きやすい道路利用者を明確かつ現在の危険にさらし
てはならない。」とも説明されており、「行動の結果

（as a consequence of its actions）」の理解にもよる
が、義務論的な要求をしつつ、帰結主義も取り入れ
ており、やや混乱を生むように思われる。
　DR13では、他の道路利用者への危害について、
例えそれが結果的に交通法規に違反するような事態
を招くとしても、制限されるべきであるとされてい
る。交通法規に反してでも他者を守ることを要求し
ているように読めるが、道路交通法などを遵守する
ことは、保安基準でも求められる要求であるため、
これは大前提であり、同所のMaximにおいても、

「法律に違反する行為は予見不可能であり、したがっ
て許されるべきではない」と記載されており、交通
法規違反を推奨するわけではないことが看取される。
　DR14～14cは、避けられ得ない衝突状況に関す
る、まさにジレンマ状況への対処であり、ファース
ト・イン・ファースト・アウトの原則（以下、FiFo）
が説明されている。FiFoは、最初に検出した物体
に対して行動（例えば回避行動）を取るように指示
し、その行動を成功させるために最善を尽くすこと
である。2つ（またはそれ以上）の物体が全く同時
に検出されることはまずないと考えられ、常に最初
の到着者が存在し、車両が実行できる限り、それに
対処されなければならない。
　物対物の場合は、FiFoを用いる。人命対物ある

いは人の軽傷の場合は、人命を優先する。
　そして、DR13cにおいて、人命対人命の場合に
は、「数の差が明らかな場合は定量的な基準に基づ
く。ただし、数が等しいか、有意な差がない場合は、
FiFoを使用する。個人の属性で判断することを禁
じる。ただし、この属性には、交通カテゴリ別の属性
は含まれない（例：交通弱者など）。」と規定された。
　まず、現状、人数比較が適切にできるほどのセン
シング技術はなく、むしろ、センシングできるよう
な状況であれば、おそらく急制動など通常の回避行
動が可能であるため、現実にこのような意味におけ
るジレンマ状況に陥ることはまれであるといえる。
また、現状では、例えば、歩道に乗り上げるような
操舵回避は許容されておらず、緊急時は専ら制動

（ブレーキ）であり、せいぜい車線変更が可能かど
うか、が今後の課題であるため、実際に自動運転
車両がとり得る挙動は限られる。もっとも、将来
的にISO39003のスコープであるL.5が実装されるよ
うなインフラ連携もできている社会状況があれば、
技術的にも人数の差をセンシングできる可能性はあ
ろう。その際に、やはり人数のセンシングで「有意
な差（Differences in quantities are evident.）」が必
要であろう。あまり差が見受けられない時は、潔く
FiFoのルールに従うというのは、恣意的ではなく、
ある程度の透明性が担保されているといえる。また、
FiFoをはじめ、7.4.10で説明される「挙動は・・・
結果的に何が起こるかよりも優先される」というや
や義務論ベースの文言と、人数比で判断する功利主
義的な判断の間には、理論的な矛盾も見出し得る。
例えば、後述のドイツ倫理規則において、義務論に
基づき、ジレンマ状況のプログラミングを禁じてお
きながらも、行為功利主義的な文言が見受けられる
点につき、義務論に基づく個人の尊厳の絶対的保障
が貫徹されていないとの指摘がある６）。この点、い
わゆる（どの規則が効用を最大化するかを問う）規
則功利主義として、「ある規則に従えば、人命の保
護を最大化できる」と考えれば、人数差が判明する
際には多い人数を助ける規則が人命の最大化を図
り、人数差が判然としない際には、FiFoが人命の
最大化を図るといえるならば、義務論と功利主義の
折衷的な理解も可能かと思われる。
　なお、「個人の属性」の文言の「属性」の原語は、

「attribute」であるが、性別、年齢、宗教等、セン
シングが可能かはさておき、それら個人の「属性」
に、基づく区別を禁ずる内容である。もっとも、
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ビリティによる社会デザイン検討委員会「自動
運転における倫理・法律・社会的課題」p.18、

2023年（なお、9月15日には「提言」も発出さ
れている）

20）国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研
究開発戦略センター「戦略プロポーザル、：科
学技術・イノベーションの土壌づくりとしての
ELSI/RRI戦略的な科学技術ガバナンスの実現
に向けて」（CRDS-FY2023-SP-01）p.6、2023年

事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を
認定した。
　判決文に鑑みるに、①「遊戯施設業界内の共通認
識」を前提とし、②「実務上、確立した慣行として
定着」していたことから、JIS規格によって刑法上
の注意義務が認められている、といえる。なお、「過
半数で履行されていること」は必然的な要件ではな
い。むしろ、JIS規格に従うことの「共通認識」性と

「慣行としての定着」性を基礎づける事情といえる。
　5-2　JIS規格が刑法上の注意義務において参照

されるための要件
　上記①「遊戯施設業界内の共通認識」および②「実
務上、確立した慣行として定着」の判断においては、

（関与者らの認識を前提に）以下の(a)～(c)が認定さ
れている。

（a）標準としては、JIS規格以外に拠るべきものは
見当たらないこと。

（b）法定定期検査においては、JIS規格に従ってこ
れを行うことが強く期待されていたこと。

（c）定期検査報告の様式においても、JIS規格の定
めに従って定期検査を実施することが前提と
されていたこと。

　つまり、一般化すれば、JIS規格が刑法上の注意
義務において活用されるためには＊13、①「業界内の
共通認識が存すること」、すなわち、共通認識性を
前提とし、②「実務上、確立した慣行として定着して
いること」、すなわち、定着性が必要である。仮に、
同じ判断枠組みが行政指針についても妥当するので
あれば、行政による指針の場合は、当該省庁から通
知がなされるため、共通認識性が充足されるといえ
る。また、実際に行政指針に従う企業がほとんどで
あろうし、行政による要請は「指針に従うことが強
く期待されていた」と評価できるため、事実上、定
着性の要件も充足されよう。

　L.4の指針は存在しないが、レベル5の指針が国

際規格として存在する場合に、それが過失の注意義
務において参照されるか。そもそもL.4とは、シス
テムが全ての動的運転タスクおよび作動継続が困難
な場合への応答を限定領域＊14において実行するも
のをいい、車内はもちろん、遠隔においても「運転者」
が存在しない。2023年4月1日より施行された改正
道路交通法では、L.4につき、道路において、自動
運行装置＊15を当該自動運行装置に係る使用条件で
使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること＊16を「特定自動運行」と定義している。
このL.4は、「限定領域」では完全にシステムが運
転を行うため、限定領域内では、L.5とシステムの
行うことは全く同じと考えられる（Fig.1参照）。

 

　したがって、「システムが担当」する部分につい
ては、L.5対象の指針が要請する倫理的配慮が妥当
すると考えられる＊17。
　では、ISO39003について、前述（5章2節）にお
ける①「共通認識性」と②「定着性」について検討す
る。自動運転レベル4の倫理に関しては、2023年10
月時点で「指針」やJIS規格は存せず、また、直近
のL.4開発に多大な影響を与えたくないという各国
の思惑もあるのか、ISOも存しない。係る状況で、
限定領域内では、L.5とL.4のシステム運行は同様で
あることに鑑みれば、L.5の指針、標準規格を参照
し得る。L.5の行政指針はなく、拠るべきものとし
ては、ISO39003の国際規格があるのみである。共
通認識性の一部が充足されるように思われる。しか

し、まだ「実務上、確立した慣行として定着」はし
ておらず、現時点で、L.4の自動運転の事故が起き
た際の過失において、刑法上の注意義務を措定する
際に「ISO39003に従って倫理に関わるプログラミ
ングを行うことが強く期待されていた」との評価に
はなることはないと考えられる。
　ただし、現状、ISO39003のガイドライン規格に
認証評価が加わるかどうかは各国に委ねられてお
り、L.4の自動運転車に対して「ISO39003準拠」の
ようなお墨付きを与える国家もあり得る。また、
L.5の国際規格とはいえ、その内容は、L.4でも全く
同じ道路/倫理状況への対応が求められるわけであ
るから、（ISO TC241 WG6内のexpert等の関連企業
において）既にISO39003を参考に開発を行うつも
りの企業もあるとのことである。今後のISO39003
の普及と国内での運用次第では、自動運転業界での

「共通認識性」と「定着性」が充足されることもあ
り得るように思われる。

　ここで、わが国にとって一番必要なことは、L.5
の倫理を扱うISO39003に対応して、国内L.4の標準
規格ないしは指針を行政が策定することであろう＊18。
このことは、2023年5月31日に発出された日本学
術会議による見解「自動運転における倫理・法律・
社会的課題」においても、「自動運転に関する倫理
を整理することは、法整備及び社会設計を行う上で
は重要なことである。国が、産業界、地方自治体、
市民と連携して、自動運転に関する倫理的検討を進
め、日本文化、地域特性に配慮しつつ、グローバル
な対比において最適な倫理指針を整備することが望
まれる。」と示されている19）。グローバルな対比に
ついては、本稿で取り上げたISO39003をはじめ、
ドイツ、EU、イギリスなどの指針も参考になろう
と思われる。また、JSTのCRDSの報告書20）では、「上
流の場面では、『ある技術が社会にもたらしうる潜
在的・顕在的課題は何か?』『どんな変化を社会に
もたらしうるか?』『どんなプロセスで合意形成を
すればいいのか?』『そもそもどんな未来が予見さ
れるか?』といったことが問題になるが、これらは 
ELSI/RRIの実践で問われることに他ならない。こ
うした問いに応えるためには、技術開発に関わる自
然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・

社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められ
る。」と示されており、自動運転の分野では、技術
者に加え、人文社会科学の知見をも加えた学際的な
倫理の検討が望まれよう。
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EU倫理提言７）やイギリスの倫理提言＊5 ８）において
は、車椅子などの「傷つきやすい交通弱者（Vulnerable 
road user）」が自動運転車の近くに存在するとき、
通常とは異なった「傷つきやすい交通弱者」に配慮
する挙動を自動運転車に要求することが考えられて
いる。そのため、「属性」に「交通上のカテゴリー：
とくに傷つきやすい交通弱者」が含まれないことが
明記されていると考えられる。
　以上、ISO39003について考察をしたが、比較の
ため、次章では、L.3以上を対象とするドイツの倫
理規則に対する検討を行う。

　ドイツでは、2017年に、旧デジタルインフラス
トラクチャー省が「自動運転及びコネクテッド・
カーに関する倫理規則（BMVI, Ethik-Kommission 
Automatisiertes und Vernetztes Fahren, Bericht 
2017）」を制定している＊6。同規則の9において、「回
避することができない事故状況において、個人的な
特徴（年齢、性別、身体あるいは精神上の素質）に
よるあらゆる格付けは厳格に禁止される。被害者同
士を比べて引き算をすることも禁止である。人的被害
数を減少させる一般的なプログラミングは支持され得
る。乗り物のリスクの発生に関与する者は、関与し
ない者たちを犠牲にしてはならない。」と規定される
点は特徴的である。人数比較の引き算（Aufrechnung）
を厳格に禁ずる姿勢は、過去のドイツの連邦憲法裁
判例において、基本法1条1項の「人間の尊厳は不可
侵である」を根拠に、「一括した生命対生命の衡量

（pauschale Abwägung von Leben gegen Leben）」
が許されずとした1975年判決や10）＊7、ハイジャッ
クにより死を免れない乗客と地上の潜在的犠牲者の
生命を差し引きしてはならないこと等を理由に、航
空機を撃墜できるとした航空安全法に対する2006

年の違憲判決＊8 11）、等と整合的である。なお、この
箇所（個人的な特徴による格付け禁止）は、驚くべ
きことに、2021年7月に発効したドイツの改正道路
交通法の1e条2項2号にも採用されている12）。
　このようなドイツの基本権の立場によると、倫理
規則8が「生命対生命のような真のジレンマにおけ
る決定は、関係者の予測できない行動様式を含んだ
具体的な実際の状況に左右される。それゆえ、その
決定は、一義的に規範化できず、また、倫理的に疑
う余地のないようプログラムすることもできない。」
と規定されていることも当然である。ジレンマ問題
への対処については、生命対生命で優劣をつけられ
ないため、プログラミング自体が禁止されているの
である13）。
　これら、前章で論じたISO39003および本章で見
たドイツの倫理規則に共通するのは、多様な価値観
に鑑みた上で、自動運転のシステム設計について、
かなりの倫理的な配慮を要求しているということで
ある。これらの（ドイツをはじめとする）各国指針
および国際規格は、現状（公的な）倫理指針を保有
しない日本において、どのような影響を有するので
あろうか。とりわけ、現在、実装が開始されたL.4
における交通事故時などの過失犯の刑事裁判におい
て＊9、指針・規格が有する機能はいかなるものであ
ろうか。次項では、まず、刑事裁判における指針・
規格と注意義務の関係について検討する。

　裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める
際に、標準規格や指針が参照されることがある。発
出主体としては、行政指針、JIS等の標準規格＊10、
民間規格・指針などが想定される。なお、民間規格
であっても、それが一般化されていれば、刑法上の
注意義務において活用され得る＊11。このような意味

では、（JISと同様にDINという国内規格を有する
ドイツでも）規格は法に近いものとも評されている16）。
　本稿では、主たる検討対象である国際規格に対応
する国内標準規格であるJIS規格の検討を行う＊12。
　5-1　遊園地コースター事件【大阪地判平成21

年 9 月28日（裁判所ウェブサイト）】
　本事件は、遊園地内コースターの客車が軌道上を
走行中に脱輪して急停止し、乗客のうち1名が死亡
し、12名が傷害を負った事故について、同遊園地を
経営する会社の役員らが起訴された事案である。法
定定期検査の一内容として（車両の）ボギー先端軸
をボギーアームから取り外させ、探傷検査を実施さ
せる注意義務について、被告人らは、本件当時、ボ
ギー先端軸がJIS規格上の「車輪軸」に当たるとは認
識していなかった旨供述し、弁護人もこの供述を前提
に、そもそも法定定期検査をJIS規格に従って実施し
なければならないという法令上の根拠はないが、仮
にJIS規格に従って実施しなければならないとして
も、ボギー先端軸はJIS規格上の「車輪軸」に当た
らないから、被告らには法定定期検査の一内容とし
てボギー先端軸について探傷検査を実施させるべき
注意義務があったものではない等の主張を行った。
　本件では、「車輪軸」について、1年に1回以上の

「探傷試験」の実施を要求するJIS規格が業務上過
失致死傷罪における注意義務の発生根拠となるかと
いう争点、すなわち、JIS規格と建築基準法の定める
遊戯施設の法定定期検査との関係が問題となった。
　本判決では、「建築基準法12条3項は、法定定期
検査の内容として、『当該建築設備についての損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検』と定めるにとどま
り、点検に際しての具体的な検査項目や検査方法等
についてまで直接規定するものではない。そこで、
これらについては他に基準を求めることになるが、
本件事故当時における遊戯施設の検査標準として
は、JIS規格以外に拠るべきものは見当たらない。」
と示されている。
　この点、JIS規格自体は、工業標準化法に基づき、
所定の手続を経て定められた任意の標準ではある
が、建築基準法12条3項が指定する昇降機検査資格
者の国土交通大臣登録講習に係る昇降機検査資格者
の講習テキストにおいては、JIS規格について、「建

築基準法の規定に基づき、遊園地等に設置された遊
戯施設の安全性を確保する目的で、各特定行政庁も
しくは所有者の信頼を受けた検査資格者が義務づけ
られた検査のための検査項目、検査器具、検査方法
及び判定基準を各機種別に規定し、検査判定の統一
化を図ったものであ」り、「建築基準法の適用され
ない遊戯施設にも準用されることが望ましい」と記
載されている。
　また、遊戯施設等の検査基準等を定めた昇降機遊
戯施設定期検査実務要綱でも、定期検査は、建築基
準法令やJIS規格等に拠り検査資格者が行うとされ
ている。さらに、日本規格協会発行に係るJIS規格
の解説の記載や、建築基準法を所管する国土交通省
住宅局建築指導課が、財団法人H発行の「昇降機遊
戯施設定期検査業務基準書2004年版」を監修し、
JIS規格に従って定期検査を実施するよう周知、指
導していたこと、昇降機等検査資格者の講習におい
て、講義の科目の内容としてJIS規格を位置づけて
いること等を挙げ、本判決は、「以上の諸点によれ
ば、遊戯施設の法定定期検査とJIS規格とは極めて
密接な関係があり、法定定期検査においては、JIS
規格に従ってこれを行うことが強く期待されていた
ものとみることができる。」と判示した。
　そして、「近畿2府4県の特定行政庁の了承を得て
制定された定期検査報告の様式においても，JIS規
格の定めに従って定期検査を実施することが前提と
されていた。」ことに触れている。加えて、本件事
故後に国土交通省の通知により実施された全国の遊
戯施設に対する緊急点検の結果、約4割の遊戯施設
で「車輪軸」の探傷検査を1年以内に実施していな
いことに依拠して、遊園地業界において法定定期検
査をJIS規格に従って実施することは一般的ではな
かった旨の主張に対し、「前記緊急点検の結果によ
れば，むしろ，手間と費用のかかる「車輪軸」の探
傷検査ですら過半数の遊戯施設で履行されていると
いえるのであるから，弁護人の主張は採用できな
い。」と応じている。最後に、「本件事故当時、遊戯
施設の法定定期検査において、JIS 規格に従ってこ
れを実施することは遊戯施設業界内の共通認識であ
り、実務上、確立した慣行として定着していたもの
であったと認められる」と判示した。
　このように本判決は、JIS 規格上、同法定定期検
査の検査標準・検査項目が定められ、具体的には、
年1回以上の探傷試験を行うこととされていた点を
指摘し、探傷検査を実施させるなどして乗客の死傷

　5.　刑事裁判における指針・規格と注意義務

　4.　ドイツの自動運転の倫理に関する指針

＊5 文献8）のイギリスのレポートでは、子ども、車椅子利用
者、その他の交通弱者の識別など、安全上の理由からシ
ステムが運転中にグループを区別する場合を想定し、こ
れに関するレポート義務を課している。

＊6 ドイツの倫理規則に関する分析は、樋笠（2020）９）。

アクリル酸タンクの内圧の上昇等を原因とするタンクの
破裂・爆発によって生じた業務上過失致死傷の事案にお
いて、「アクリル酸エステル工業会発行の『取扱安全指針』
に海外ではアクリル酸の重合による爆発事故で死者が出
たことも記載されるなどしており、アクリル酸を取り扱
う他の業者においては、アクリル酸の温度管理に意を用
いなければならないことは当然の前提であったといえ
る。」と判示され、アクリル酸を取り扱う企業における責
任者として注意義務を果たすことを期待できるだけの知
識と経験についての認定において民間指針が参照されて
いる。また、渋谷温泉爆発事故第1審（東京地判平成25
年5月9日刑集70巻5号210頁）のようなケースにおいて、
検知器の設置が民間規格により一般化されていた場合に、
検知器の設置を動機づけることが可能であるとの見解に
ついて、山本（2023）15）がある。

＊7 連邦憲法裁判所1975年2月25日判決
＊8 連邦憲法裁判所2006年2月15日判決
＊9 自動運転レベル4の刑事裁判および捜査については、樋

笠（2022）14）。
＊10 JIS（日本産業規格）とは、わが国の産業標準化の促進を

目的とする産業標準化法に基づき、制定される任意の国
家規格であり、国際規格であるISO規格やIEC規格を翻
訳し、作成されている。JIS規格は日本国内の国家規格で
あるが、国際規格と整合性が図られている。

＊11 神戸地判平成30年7月19日（LEX/DB 25561288）では、



　2023年7月末、自動運転の倫理に関する国際規格ISO 
39003１）が発行された。「Guidance on safety ethical 
considerations for autonomous vehicles」は、SAE

（Society of Automotive Engineers）自動運転レベル5
（完全自動運転、以下、L.5）がスコープであるが２）＊1、
自動運転に必要な倫理的配慮が設計時に対処され、

効果的にコントロールされていることを保証するた
めに、自動車メーカーが自己認証するための「プロ
トコル・ガイドライン」を提供する国際規格である
とされる＊2。同規格では、「自動運転車は社会の願
望と一致する倫理的な優先順位を有する必要があ
る」とされ、その内部で人と動物の衝突やジレンマ
への対処における倫理的配慮などが項目として挙げ
られ、L.5の手引きとしての推奨事項（指針、ガイ

ド規格）という位置付けのISOとなっている。本稿
は、ISO39003で規定された自動運転の倫理に関す
る分析および刑事裁判上、同ISOが利用される可能
性、諸外国の自動運転の倫理に関する指針との整合
性、ならびに日本の産業界への影響等を検討する。

　まず、ISO39003の策定経緯を概観する。
　2-1　2019年のプロポーザル
　イギリス主導（プロジェクトリーダー：Mr. Dave 
Conway）で、2019年にISO専門委員会TC241（議
長国：スウェーデン）内で39003の提案がなされた。
もともと39003の策定を開始したこのTC241では、
2012年10月に、ISO39001 （道路交通安全マネジメ
ントシステム）を発行している。ISO39001３）は、道
路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目
的とした国際規格であり、ISO9001（品質）や14001

（環境）と同様に、PDCAサイクルに従って適切な
道路交通安全マネジメント体制を確立、実施、維
持、改善するために組織に必要とされる要求事項を
明文化したものである。39001のような道路交通安
全マネジメント体制を検討するTC241において、
人の命の選択にまで踏み込む「倫理」の規格が扱わ
れることは異例であり、当初、日本をはじめとする
いくつかの国は、39003は次のステップに進むこと
なく、投票で否決されるであろうと考えていたとさ
れる＊3。
　しかし、「ISO39003（自動運転車のための倫理的
配慮）の提案を承認するか?」という投票において、
日本、ドイツ、フランス、スウェーデン等の自動車
工業国は反対したものの（アメリカは未投票）、29
カ国のPメンバー（Participating member）のうち
の2/3が賛成したため、TC241の傘下に、イギリス
主導の下、作業部会であるWG6が設置された。
　同WGでは、本規格のスコープとして「本書は、
自律走行車が本質的な安全運転を判断する際の原則
について指針を示すものである。本書は、国際的な
自動車技術会（SAE）が2014年にメンバー『路上
走行中の自動車自動運転システムに関連する用語の
分類と定義』報告書の一部として定義した、すべて
の自律走行車に適用されるものである。本書は、意

思決定プロセスを制御するために使用される技術的
方法には適用されず、また、意思決定の望ましい結
果に関する指針を与えるものではなく、意思決定プ
ロセスの設計において考慮する必要がある道徳的側
面に関する指針を与えるものである。」と記されて
いた４）。もともと車両制御システムの意思決定プロ
セスをカバーするものは存在しておらず、39003は、
考慮すべき問題とその意思決定がもたらす望ましい
結果についてガイダンスを与えるものであると銘打
たれ、策定が開始された。
　2-2　日本の対応
　日本側のTC241の事務局は、独立行政法人自動
車事故対策機構（NASVA）であり、2019年8月に第1
回ISO/TC241国内専門委員会を開催した。当時、自
動車工業系の国のスタンスとしては、「自動運転はそ
の領域の専門家が扱うべきであり、TC22やTC204
で本来行うべきものでTC241の範疇ではない」と
の見解が見受けられ、WG6にネガティブスタンス
で臨み、39003のWDの次のステップであるCD投
票時に否決されることを狙うというものであった。
　2020年9月、日本では、国内専門委員会での検討
の結果、現WDの内容見直しを求めるポジション
ペーパー５）をWG6に提出することになり、同WG
会議にてプレゼンテーションを行うこととなった。
ポジションペーパーでは、（WD当時の） 39003の
7.1.1項の自動運転車が採用すべき損害を少なく抑え
るための優先順位や7.2.6項について、「優先順位を
明記したり、配慮すべきケースを具体的に例示した
りすることが、本当にRoad Traffic Safetyを確保す
る上で役に立つのか、逆に、今後の自動運転車の実
現に向けた必要な技術の研究開発の自由度を奪った
り、法制度や生活習慣に関する社会的議論を阻害し
たりする可能性がないのかについて十分考える必要
がある。」とし、「Road Traffic Safety Management
の視点からすれば、実際の事故事例の情報を収集し、
その分析を行うことで優先付けに関するルールを決
めることや、自動運転車の活用に伴って社会的な議
論が必要になるケースについて行政や法律、社会学
などの専門家から意見収集を行うことは、自動運転
車に関する安全性を向上させる上で推奨される組織
活動と考えられる。」との立場を示し、日本側は、
法的・社会的思考が不十分なまま議論や内容が先行
するWG6に歯止めをかけ、進むべき方向性を提案
した。WDに対しては約80、CDに対しては約50、
DISに対しては約60件のコメント（修正案や疑問

点、改善方法など）を日本から投げかけ、規格案を
修正した。とりわけ、DISでは、各国の法律事情を
無視した挙動の方向性が示されていたため、日本側
としては、各国の道路交通法規の遵守を前提とした
文言に修正するよう強く主張した。
　そして、先般、ISO39003が発行された。

　3-1　39003における「目的」および「価値」
　ISO39003では、哲学的な話や応用倫理学的な説明
なども多く、人文系の教養的内容が盛り込まれてい
る。そして、前半では、国連普遍的価値（人間の尊厳
など）のような普遍的価値が推奨されており、フレー
ムとして「目的」、「価値」、「原理」を挙げている。
　例えば、「目的」（ISO39003の7.2.1。以下、ISO39003
の章の記載は章番号のみを記す）には、①人を移動
させて自己実現を叶えること、②（環境ないし他の
道路利用者へのネガティブな）インパクトの減少、
③公共空間の充実、が示されている。「価値」（7.2.2）
には、V1 人間の尊厳、V2 移動および意思決定の
自由、V3 平等性と公平性、V4 社会的進歩、V5 安
心・安全、V6 プライバシー、親しさ（の権利）お
よび人間の意思決定の自律性、V7 持続可能性およ
び人間・技術・環境恒常性の適切なバランス、など
が掲げられている。これらを混ぜて「原理」として
説明がなされている。
　そして、「本質的に倫理的であり、（i）人類が共
有する意識と信念を反映し、（ii）7.2.3で詳述した価
値と原則に対応する車両行動を開発できるような正
式アプローチを採用することが必要である。さらに、
ある車両挙動が他の車両挙動と矛盾しないような挙
動間の（iii）一貫性がなければならない。対応と一
貫性は、価値観、原則のシステムの完全性と、それ
らが、車両が実行する実際のドライビング・アクショ
ン・ポリシーにどのように埋め込まれるかを決定す
る（7.2.4）」と記載され、ISO39003では、挙動の方
針を「ドライビング・アクション・ポリシー（以下、
DR）」として規定している（なお、DRをわかりや
すく説明するために、Maximという行動準則も併
記されている）。端的にいうと、DRに沿ったシス
テムの設計をすれば、それは本質的に倫理的であ
り、人類が共有する意識と信念を反映したものにな
るということである。
　3-2　DRの検討
　DR1は、できる限り公道のスペースを占拠しな

いことを求め、DR2は、原則として自車の行動に
よって他の道路利用者が速度変更、減速、回避行動、
緊急行動を起こすような不必要な行動を禁ずるこ
と、そして、DR3では、例え周囲に他の車両がな
い場合であっても、他の車両の突然の出現に備える
必要があること＊4、さらに、DR4では、個人的な効
率よりも防衛的かつ注意深い運転の必要性を説いて
いる。これらは、完全自動運転において、他者（他車）
への配慮を要求するものであり、当然のことである。
また、DR5からDR7-cは、主に車線変更について規
定しており、不必要な車線変更などをしてはならな
いことを示している。DR8-aでは、HMI（ヒューマ
ンマシーンインターフェース）として、他者（他車）
へのコミュニケーションや積極的なインタラクショ
ンを要求する。例え、相手が違法（illegally）だっ
たとしても、（相手に）譲ることをシステムに求め
ている。このDRは、例えば、急制動を行うと、自
動運転車両の内部の人物が重傷を負うような場合
に、横断禁止の道路にあえて侵入してきた人物を守
るために急制動をすべきか、という現実的なジレン
マ状況において問題となる。交通違反者までも保護
すべきか、という問題に踏み込んでいるDRとなっ
ている。しかし、L.5の完全自動運転の時代において、
ほぼ全ての車が完全自動運転車であれば、このよう
な要求もあり得るし、また、急制動を行っても車内
の安全性が保たれるほどの技術力や、国際的に操舵
による回避が許されるようになっていれば、DR8-a
の要求も守れる可能性がある。
　DR9-aは、そもそも（混雑場所への進行や車線/
経路変更などの）危険な状況を避けることを要求し
ており、DR9-b～dは、通行権と道を譲ること、そ
の意思表示をすることについて規定する。そもそも
片側通行の道をODDとして認めないように思われ
るため、L.4以下にはあまり関係しないと考えられ
る。しかし、意思表示のHMIは混在空間の自動運
転においては必要であるため、この点はL.4以下で
も同様のことが妥当し得る。
　DR10～11では、他の道路利用者の行動などとの
対立時に、相手側の経過や意図を汲んで責任を持っ
て行動することや、助けを求める際の対外的なイン
タラクションが求められている。センシングにおい
て、かなりの技術力が求められる要求であるが、他

者（他車）に対し、不安にさせないよう、現状のト
ラブルや意図を伝えるHMIは必要であると考えら
れる。
　DR12では、ファーストレスポンダー（緊急車両）
への配慮に触れている。本DRの説明では、「自動
運転車両は、センサーと行動意欲によって、悪影響
を最小限に抑えるためにできる限りのことをしよう
としている。ここでの視点は、自動運転車両の行動
意図、つまり挙動は、結果的に何が起こるかよりも
優先されるということである」とされている

（7.4.10）。つまり、「行動意図、つまり挙動は、結果
的に何が起こるかよりも優先される」ため、（行為
の結果から行為にさかのぼって正当性を認める）帰
結主義に陥らずに、ファーストレスポンダーに反応
して道を譲るために他車のスロットを占拠するとい
うシンプルで、センサーの機能上、可能な対応を（義
務を守る行為それ自体に正当性を認める）義務論的
に要求している。とはいえ、同所では、「しかし、
その行動の結果として、他の道路利用者、特に傷つ
きやすい道路利用者を明確かつ現在の危険にさらし
てはならない。」とも説明されており、「行動の結果

（as a consequence of its actions）」の理解にもよる
が、義務論的な要求をしつつ、帰結主義も取り入れ
ており、やや混乱を生むように思われる。
　DR13では、他の道路利用者への危害について、
例えそれが結果的に交通法規に違反するような事態
を招くとしても、制限されるべきであるとされてい
る。交通法規に反してでも他者を守ることを要求し
ているように読めるが、道路交通法などを遵守する
ことは、保安基準でも求められる要求であるため、
これは大前提であり、同所のMaximにおいても、

「法律に違反する行為は予見不可能であり、したがっ
て許されるべきではない」と記載されており、交通
法規違反を推奨するわけではないことが看取される。
　DR14～14cは、避けられ得ない衝突状況に関す
る、まさにジレンマ状況への対処であり、ファース
ト・イン・ファースト・アウトの原則（以下、FiFo）
が説明されている。FiFoは、最初に検出した物体
に対して行動（例えば回避行動）を取るように指示
し、その行動を成功させるために最善を尽くすこと
である。2つ（またはそれ以上）の物体が全く同時
に検出されることはまずないと考えられ、常に最初
の到着者が存在し、車両が実行できる限り、それに
対処されなければならない。
　物対物の場合は、FiFoを用いる。人命対物ある

いは人の軽傷の場合は、人命を優先する。
　そして、DR13cにおいて、人命対人命の場合に
は、「数の差が明らかな場合は定量的な基準に基づ
く。ただし、数が等しいか、有意な差がない場合は、
FiFoを使用する。個人の属性で判断することを禁
じる。ただし、この属性には、交通カテゴリ別の属性
は含まれない（例：交通弱者など）。」と規定された。
　まず、現状、人数比較が適切にできるほどのセン
シング技術はなく、むしろ、センシングできるよう
な状況であれば、おそらく急制動など通常の回避行
動が可能であるため、現実にこのような意味におけ
るジレンマ状況に陥ることはまれであるといえる。
また、現状では、例えば、歩道に乗り上げるような
操舵回避は許容されておらず、緊急時は専ら制動

（ブレーキ）であり、せいぜい車線変更が可能かど
うか、が今後の課題であるため、実際に自動運転
車両がとり得る挙動は限られる。もっとも、将来
的にISO39003のスコープであるL.5が実装されるよ
うなインフラ連携もできている社会状況があれば、
技術的にも人数の差をセンシングできる可能性はあ
ろう。その際に、やはり人数のセンシングで「有意
な差（Differences in quantities are evident.）」が必
要であろう。あまり差が見受けられない時は、潔く
FiFoのルールに従うというのは、恣意的ではなく、
ある程度の透明性が担保されているといえる。また、
FiFoをはじめ、7.4.10で説明される「挙動は・・・
結果的に何が起こるかよりも優先される」というや
や義務論ベースの文言と、人数比で判断する功利主
義的な判断の間には、理論的な矛盾も見出し得る。
例えば、後述のドイツ倫理規則において、義務論に
基づき、ジレンマ状況のプログラミングを禁じてお
きながらも、行為功利主義的な文言が見受けられる
点につき、義務論に基づく個人の尊厳の絶対的保障
が貫徹されていないとの指摘がある６）。この点、い
わゆる（どの規則が効用を最大化するかを問う）規
則功利主義として、「ある規則に従えば、人命の保
護を最大化できる」と考えれば、人数差が判明する
際には多い人数を助ける規則が人命の最大化を図
り、人数差が判然としない際には、FiFoが人命の
最大化を図るといえるならば、義務論と功利主義の
折衷的な理解も可能かと思われる。
　なお、「個人の属性」の文言の「属性」の原語は、

「attribute」であるが、性別、年齢、宗教等、セン
シングが可能かはさておき、それら個人の「属性」
に、基づく区別を禁ずる内容である。もっとも、

Referenzgebieten, p. 347, 2007.
17）文部科学省・国土交通省「プールの安全標準指

針」2007年
18）樋笠尭士『自動運転レベル4 どうしたら社会に

受け入れられるか』学芸出版社、2023年
19）日本学術会議：自動運転の社会実装と次世代モ

ビリティによる社会デザイン検討委員会「自動
運転における倫理・法律・社会的課題」p.18、

2023年（なお、9月15日には「提言」も発出さ
れている）

20）国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研
究開発戦略センター「戦略プロポーザル、：科
学技術・イノベーションの土壌づくりとしての
ELSI/RRI戦略的な科学技術ガバナンスの実現
に向けて」（CRDS-FY2023-SP-01）p.6、2023年

事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を
認定した。
　判決文に鑑みるに、①「遊戯施設業界内の共通認
識」を前提とし、②「実務上、確立した慣行として
定着」していたことから、JIS規格によって刑法上
の注意義務が認められている、といえる。なお、「過
半数で履行されていること」は必然的な要件ではな
い。むしろ、JIS規格に従うことの「共通認識」性と

「慣行としての定着」性を基礎づける事情といえる。
　5-2　JIS規格が刑法上の注意義務において参照

されるための要件
　上記①「遊戯施設業界内の共通認識」および②「実
務上、確立した慣行として定着」の判断においては、

（関与者らの認識を前提に）以下の(a)～(c)が認定さ
れている。

（a）標準としては、JIS規格以外に拠るべきものは
見当たらないこと。

（b）法定定期検査においては、JIS規格に従ってこ
れを行うことが強く期待されていたこと。

（c）定期検査報告の様式においても、JIS規格の定
めに従って定期検査を実施することが前提と
されていたこと。

　つまり、一般化すれば、JIS規格が刑法上の注意
義務において活用されるためには＊13、①「業界内の
共通認識が存すること」、すなわち、共通認識性を
前提とし、②「実務上、確立した慣行として定着して
いること」、すなわち、定着性が必要である。仮に、
同じ判断枠組みが行政指針についても妥当するので
あれば、行政による指針の場合は、当該省庁から通
知がなされるため、共通認識性が充足されるといえ
る。また、実際に行政指針に従う企業がほとんどで
あろうし、行政による要請は「指針に従うことが強
く期待されていた」と評価できるため、事実上、定
着性の要件も充足されよう。

　L.4の指針は存在しないが、レベル5の指針が国

際規格として存在する場合に、それが過失の注意義
務において参照されるか。そもそもL.4とは、シス
テムが全ての動的運転タスクおよび作動継続が困難
な場合への応答を限定領域＊14において実行するも
のをいい、車内はもちろん、遠隔においても「運転者」
が存在しない。2023年4月1日より施行された改正
道路交通法では、L.4につき、道路において、自動
運行装置＊15を当該自動運行装置に係る使用条件で
使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること＊16を「特定自動運行」と定義している。
このL.4は、「限定領域」では完全にシステムが運
転を行うため、限定領域内では、L.5とシステムの
行うことは全く同じと考えられる（Fig.1参照）。

 

　したがって、「システムが担当」する部分につい
ては、L.5対象の指針が要請する倫理的配慮が妥当
すると考えられる＊17。
　では、ISO39003について、前述（5章2節）にお
ける①「共通認識性」と②「定着性」について検討す
る。自動運転レベル4の倫理に関しては、2023年10
月時点で「指針」やJIS規格は存せず、また、直近
のL.4開発に多大な影響を与えたくないという各国
の思惑もあるのか、ISOも存しない。係る状況で、
限定領域内では、L.5とL.4のシステム運行は同様で
あることに鑑みれば、L.5の指針、標準規格を参照
し得る。L.5の行政指針はなく、拠るべきものとし
ては、ISO39003の国際規格があるのみである。共
通認識性の一部が充足されるように思われる。しか

し、まだ「実務上、確立した慣行として定着」はし
ておらず、現時点で、L.4の自動運転の事故が起き
た際の過失において、刑法上の注意義務を措定する
際に「ISO39003に従って倫理に関わるプログラミ
ングを行うことが強く期待されていた」との評価に
はなることはないと考えられる。
　ただし、現状、ISO39003のガイドライン規格に
認証評価が加わるかどうかは各国に委ねられてお
り、L.4の自動運転車に対して「ISO39003準拠」の
ようなお墨付きを与える国家もあり得る。また、
L.5の国際規格とはいえ、その内容は、L.4でも全く
同じ道路/倫理状況への対応が求められるわけであ
るから、（ISO TC241 WG6内のexpert等の関連企業
において）既にISO39003を参考に開発を行うつも
りの企業もあるとのことである。今後のISO39003
の普及と国内での運用次第では、自動運転業界での

「共通認識性」と「定着性」が充足されることもあ
り得るように思われる。

　ここで、わが国にとって一番必要なことは、L.5
の倫理を扱うISO39003に対応して、国内L.4の標準
規格ないしは指針を行政が策定することであろう＊18。
このことは、2023年5月31日に発出された日本学
術会議による見解「自動運転における倫理・法律・
社会的課題」においても、「自動運転に関する倫理
を整理することは、法整備及び社会設計を行う上で
は重要なことである。国が、産業界、地方自治体、
市民と連携して、自動運転に関する倫理的検討を進
め、日本文化、地域特性に配慮しつつ、グローバル
な対比において最適な倫理指針を整備することが望
まれる。」と示されている19）。グローバルな対比に
ついては、本稿で取り上げたISO39003をはじめ、
ドイツ、EU、イギリスなどの指針も参考になろう
と思われる。また、JSTのCRDSの報告書20）では、「上
流の場面では、『ある技術が社会にもたらしうる潜
在的・顕在的課題は何か?』『どんな変化を社会に
もたらしうるか?』『どんなプロセスで合意形成を
すればいいのか?』『そもそもどんな未来が予見さ
れるか?』といったことが問題になるが、これらは 
ELSI/RRIの実践で問われることに他ならない。こ
うした問いに応えるためには、技術開発に関わる自
然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・

社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められ
る。」と示されており、自動運転の分野では、技術
者に加え、人文社会科学の知見をも加えた学際的な
倫理の検討が望まれよう。
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EU倫理提言７）やイギリスの倫理提言＊5 ８）において
は、車椅子などの「傷つきやすい交通弱者（Vulnerable 
road user）」が自動運転車の近くに存在するとき、
通常とは異なった「傷つきやすい交通弱者」に配慮
する挙動を自動運転車に要求することが考えられて
いる。そのため、「属性」に「交通上のカテゴリー：
とくに傷つきやすい交通弱者」が含まれないことが
明記されていると考えられる。
　以上、ISO39003について考察をしたが、比較の
ため、次章では、L.3以上を対象とするドイツの倫
理規則に対する検討を行う。

　ドイツでは、2017年に、旧デジタルインフラス
トラクチャー省が「自動運転及びコネクテッド・
カーに関する倫理規則（BMVI, Ethik-Kommission 
Automatisiertes und Vernetztes Fahren, Bericht 
2017）」を制定している＊6。同規則の9において、「回
避することができない事故状況において、個人的な
特徴（年齢、性別、身体あるいは精神上の素質）に
よるあらゆる格付けは厳格に禁止される。被害者同
士を比べて引き算をすることも禁止である。人的被害
数を減少させる一般的なプログラミングは支持され得
る。乗り物のリスクの発生に関与する者は、関与し
ない者たちを犠牲にしてはならない。」と規定される
点は特徴的である。人数比較の引き算（Aufrechnung）
を厳格に禁ずる姿勢は、過去のドイツの連邦憲法裁
判例において、基本法1条1項の「人間の尊厳は不可
侵である」を根拠に、「一括した生命対生命の衡量

（pauschale Abwägung von Leben gegen Leben）」
が許されずとした1975年判決や10）＊7、ハイジャッ
クにより死を免れない乗客と地上の潜在的犠牲者の
生命を差し引きしてはならないこと等を理由に、航
空機を撃墜できるとした航空安全法に対する2006

年の違憲判決＊8 11）、等と整合的である。なお、この
箇所（個人的な特徴による格付け禁止）は、驚くべ
きことに、2021年7月に発効したドイツの改正道路
交通法の1e条2項2号にも採用されている12）。
　このようなドイツの基本権の立場によると、倫理
規則8が「生命対生命のような真のジレンマにおけ
る決定は、関係者の予測できない行動様式を含んだ
具体的な実際の状況に左右される。それゆえ、その
決定は、一義的に規範化できず、また、倫理的に疑
う余地のないようプログラムすることもできない。」
と規定されていることも当然である。ジレンマ問題
への対処については、生命対生命で優劣をつけられ
ないため、プログラミング自体が禁止されているの
である13）。
　これら、前章で論じたISO39003および本章で見
たドイツの倫理規則に共通するのは、多様な価値観
に鑑みた上で、自動運転のシステム設計について、
かなりの倫理的な配慮を要求しているということで
ある。これらの（ドイツをはじめとする）各国指針
および国際規格は、現状（公的な）倫理指針を保有
しない日本において、どのような影響を有するので
あろうか。とりわけ、現在、実装が開始されたL.4
における交通事故時などの過失犯の刑事裁判におい
て＊9、指針・規格が有する機能はいかなるものであ
ろうか。次項では、まず、刑事裁判における指針・
規格と注意義務の関係について検討する。

　裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める
際に、標準規格や指針が参照されることがある。発
出主体としては、行政指針、JIS等の標準規格＊10、
民間規格・指針などが想定される。なお、民間規格
であっても、それが一般化されていれば、刑法上の
注意義務において活用され得る＊11。このような意味
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では、（JISと同様にDINという国内規格を有する
ドイツでも）規格は法に近いものとも評されている16）。
　本稿では、主たる検討対象である国際規格に対応
する国内標準規格であるJIS規格の検討を行う＊12。
　5-1　遊園地コースター事件【大阪地判平成21

年 9 月28日（裁判所ウェブサイト）】
　本事件は、遊園地内コースターの客車が軌道上を
走行中に脱輪して急停止し、乗客のうち1名が死亡
し、12名が傷害を負った事故について、同遊園地を
経営する会社の役員らが起訴された事案である。法
定定期検査の一内容として（車両の）ボギー先端軸
をボギーアームから取り外させ、探傷検査を実施さ
せる注意義務について、被告人らは、本件当時、ボ
ギー先端軸がJIS規格上の「車輪軸」に当たるとは認
識していなかった旨供述し、弁護人もこの供述を前提
に、そもそも法定定期検査をJIS規格に従って実施し
なければならないという法令上の根拠はないが、仮
にJIS規格に従って実施しなければならないとして
も、ボギー先端軸はJIS規格上の「車輪軸」に当た
らないから、被告らには法定定期検査の一内容とし
てボギー先端軸について探傷検査を実施させるべき
注意義務があったものではない等の主張を行った。
　本件では、「車輪軸」について、1年に1回以上の

「探傷試験」の実施を要求するJIS規格が業務上過
失致死傷罪における注意義務の発生根拠となるかと
いう争点、すなわち、JIS規格と建築基準法の定める
遊戯施設の法定定期検査との関係が問題となった。
　本判決では、「建築基準法12条3項は、法定定期
検査の内容として、『当該建築設備についての損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検』と定めるにとどま
り、点検に際しての具体的な検査項目や検査方法等
についてまで直接規定するものではない。そこで、
これらについては他に基準を求めることになるが、
本件事故当時における遊戯施設の検査標準として
は、JIS規格以外に拠るべきものは見当たらない。」
と示されている。
　この点、JIS規格自体は、工業標準化法に基づき、
所定の手続を経て定められた任意の標準ではある
が、建築基準法12条3項が指定する昇降機検査資格
者の国土交通大臣登録講習に係る昇降機検査資格者
の講習テキストにおいては、JIS規格について、「建

築基準法の規定に基づき、遊園地等に設置された遊
戯施設の安全性を確保する目的で、各特定行政庁も
しくは所有者の信頼を受けた検査資格者が義務づけ
られた検査のための検査項目、検査器具、検査方法
及び判定基準を各機種別に規定し、検査判定の統一
化を図ったものであ」り、「建築基準法の適用され
ない遊戯施設にも準用されることが望ましい」と記
載されている。
　また、遊戯施設等の検査基準等を定めた昇降機遊
戯施設定期検査実務要綱でも、定期検査は、建築基
準法令やJIS規格等に拠り検査資格者が行うとされ
ている。さらに、日本規格協会発行に係るJIS規格
の解説の記載や、建築基準法を所管する国土交通省
住宅局建築指導課が、財団法人H発行の「昇降機遊
戯施設定期検査業務基準書2004年版」を監修し、
JIS規格に従って定期検査を実施するよう周知、指
導していたこと、昇降機等検査資格者の講習におい
て、講義の科目の内容としてJIS規格を位置づけて
いること等を挙げ、本判決は、「以上の諸点によれ
ば、遊戯施設の法定定期検査とJIS規格とは極めて
密接な関係があり、法定定期検査においては、JIS
規格に従ってこれを行うことが強く期待されていた
ものとみることができる。」と判示した。
　そして、「近畿2府4県の特定行政庁の了承を得て
制定された定期検査報告の様式においても，JIS規
格の定めに従って定期検査を実施することが前提と
されていた。」ことに触れている。加えて、本件事
故後に国土交通省の通知により実施された全国の遊
戯施設に対する緊急点検の結果、約4割の遊戯施設
で「車輪軸」の探傷検査を1年以内に実施していな
いことに依拠して、遊園地業界において法定定期検
査をJIS規格に従って実施することは一般的ではな
かった旨の主張に対し、「前記緊急点検の結果によ
れば，むしろ，手間と費用のかかる「車輪軸」の探
傷検査ですら過半数の遊戯施設で履行されていると
いえるのであるから，弁護人の主張は採用できな
い。」と応じている。最後に、「本件事故当時、遊戯
施設の法定定期検査において、JIS 規格に従ってこ
れを実施することは遊戯施設業界内の共通認識であ
り、実務上、確立した慣行として定着していたもの
であったと認められる」と判示した。
　このように本判決は、JIS 規格上、同法定定期検
査の検査標準・検査項目が定められ、具体的には、
年1回以上の探傷試験を行うこととされていた点を
指摘し、探傷検査を実施させるなどして乗客の死傷

＊12 なお、行政による指針の定める義務とほぼ同内容の注意義
務が認定されたものとしては、「プールの安全標準指針」17）

に関する横浜地判平成27年3月31日（裁判所ウェブサイ
ト）がある。ただし、必ずしも指針が裁判で用いられる
わけではなく、やや例外的であることも留意されたい。



　2023年7月末、自動運転の倫理に関する国際規格ISO 
39003１）が発行された。「Guidance on safety ethical 
considerations for autonomous vehicles」は、SAE

（Society of Automotive Engineers）自動運転レベル5
（完全自動運転、以下、L.5）がスコープであるが２）＊1、
自動運転に必要な倫理的配慮が設計時に対処され、

効果的にコントロールされていることを保証するた
めに、自動車メーカーが自己認証するための「プロ
トコル・ガイドライン」を提供する国際規格である
とされる＊2。同規格では、「自動運転車は社会の願
望と一致する倫理的な優先順位を有する必要があ
る」とされ、その内部で人と動物の衝突やジレンマ
への対処における倫理的配慮などが項目として挙げ
られ、L.5の手引きとしての推奨事項（指針、ガイ

ド規格）という位置付けのISOとなっている。本稿
は、ISO39003で規定された自動運転の倫理に関す
る分析および刑事裁判上、同ISOが利用される可能
性、諸外国の自動運転の倫理に関する指針との整合
性、ならびに日本の産業界への影響等を検討する。

　まず、ISO39003の策定経緯を概観する。
　2-1　2019年のプロポーザル
　イギリス主導（プロジェクトリーダー：Mr. Dave 
Conway）で、2019年にISO専門委員会TC241（議
長国：スウェーデン）内で39003の提案がなされた。
もともと39003の策定を開始したこのTC241では、
2012年10月に、ISO39001 （道路交通安全マネジメ
ントシステム）を発行している。ISO39001３）は、道
路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目
的とした国際規格であり、ISO9001（品質）や14001

（環境）と同様に、PDCAサイクルに従って適切な
道路交通安全マネジメント体制を確立、実施、維
持、改善するために組織に必要とされる要求事項を
明文化したものである。39001のような道路交通安
全マネジメント体制を検討するTC241において、
人の命の選択にまで踏み込む「倫理」の規格が扱わ
れることは異例であり、当初、日本をはじめとする
いくつかの国は、39003は次のステップに進むこと
なく、投票で否決されるであろうと考えていたとさ
れる＊3。
　しかし、「ISO39003（自動運転車のための倫理的
配慮）の提案を承認するか?」という投票において、
日本、ドイツ、フランス、スウェーデン等の自動車
工業国は反対したものの（アメリカは未投票）、29
カ国のPメンバー（Participating member）のうち
の2/3が賛成したため、TC241の傘下に、イギリス
主導の下、作業部会であるWG6が設置された。
　同WGでは、本規格のスコープとして「本書は、
自律走行車が本質的な安全運転を判断する際の原則
について指針を示すものである。本書は、国際的な
自動車技術会（SAE）が2014年にメンバー『路上
走行中の自動車自動運転システムに関連する用語の
分類と定義』報告書の一部として定義した、すべて
の自律走行車に適用されるものである。本書は、意

思決定プロセスを制御するために使用される技術的
方法には適用されず、また、意思決定の望ましい結
果に関する指針を与えるものではなく、意思決定プ
ロセスの設計において考慮する必要がある道徳的側
面に関する指針を与えるものである。」と記されて
いた４）。もともと車両制御システムの意思決定プロ
セスをカバーするものは存在しておらず、39003は、
考慮すべき問題とその意思決定がもたらす望ましい
結果についてガイダンスを与えるものであると銘打
たれ、策定が開始された。
　2-2　日本の対応
　日本側のTC241の事務局は、独立行政法人自動
車事故対策機構（NASVA）であり、2019年8月に第1
回ISO/TC241国内専門委員会を開催した。当時、自
動車工業系の国のスタンスとしては、「自動運転はそ
の領域の専門家が扱うべきであり、TC22やTC204
で本来行うべきものでTC241の範疇ではない」と
の見解が見受けられ、WG6にネガティブスタンス
で臨み、39003のWDの次のステップであるCD投
票時に否決されることを狙うというものであった。
　2020年9月、日本では、国内専門委員会での検討
の結果、現WDの内容見直しを求めるポジション
ペーパー５）をWG6に提出することになり、同WG
会議にてプレゼンテーションを行うこととなった。
ポジションペーパーでは、（WD当時の） 39003の
7.1.1項の自動運転車が採用すべき損害を少なく抑え
るための優先順位や7.2.6項について、「優先順位を
明記したり、配慮すべきケースを具体的に例示した
りすることが、本当にRoad Traffic Safetyを確保す
る上で役に立つのか、逆に、今後の自動運転車の実
現に向けた必要な技術の研究開発の自由度を奪った
り、法制度や生活習慣に関する社会的議論を阻害し
たりする可能性がないのかについて十分考える必要
がある。」とし、「Road Traffic Safety Management
の視点からすれば、実際の事故事例の情報を収集し、
その分析を行うことで優先付けに関するルールを決
めることや、自動運転車の活用に伴って社会的な議
論が必要になるケースについて行政や法律、社会学
などの専門家から意見収集を行うことは、自動運転
車に関する安全性を向上させる上で推奨される組織
活動と考えられる。」との立場を示し、日本側は、
法的・社会的思考が不十分なまま議論や内容が先行
するWG6に歯止めをかけ、進むべき方向性を提案
した。WDに対しては約80、CDに対しては約50、
DISに対しては約60件のコメント（修正案や疑問

点、改善方法など）を日本から投げかけ、規格案を
修正した。とりわけ、DISでは、各国の法律事情を
無視した挙動の方向性が示されていたため、日本側
としては、各国の道路交通法規の遵守を前提とした
文言に修正するよう強く主張した。
　そして、先般、ISO39003が発行された。

　3-1　39003における「目的」および「価値」
　ISO39003では、哲学的な話や応用倫理学的な説明
なども多く、人文系の教養的内容が盛り込まれてい
る。そして、前半では、国連普遍的価値（人間の尊厳
など）のような普遍的価値が推奨されており、フレー
ムとして「目的」、「価値」、「原理」を挙げている。
　例えば、「目的」（ISO39003の7.2.1。以下、ISO39003
の章の記載は章番号のみを記す）には、①人を移動
させて自己実現を叶えること、②（環境ないし他の
道路利用者へのネガティブな）インパクトの減少、
③公共空間の充実、が示されている。「価値」（7.2.2）
には、V1 人間の尊厳、V2 移動および意思決定の
自由、V3 平等性と公平性、V4 社会的進歩、V5 安
心・安全、V6 プライバシー、親しさ（の権利）お
よび人間の意思決定の自律性、V7 持続可能性およ
び人間・技術・環境恒常性の適切なバランス、など
が掲げられている。これらを混ぜて「原理」として
説明がなされている。
　そして、「本質的に倫理的であり、（i）人類が共
有する意識と信念を反映し、（ii）7.2.3で詳述した価
値と原則に対応する車両行動を開発できるような正
式アプローチを採用することが必要である。さらに、
ある車両挙動が他の車両挙動と矛盾しないような挙
動間の（iii）一貫性がなければならない。対応と一
貫性は、価値観、原則のシステムの完全性と、それ
らが、車両が実行する実際のドライビング・アクショ
ン・ポリシーにどのように埋め込まれるかを決定す
る（7.2.4）」と記載され、ISO39003では、挙動の方
針を「ドライビング・アクション・ポリシー（以下、
DR）」として規定している（なお、DRをわかりや
すく説明するために、Maximという行動準則も併
記されている）。端的にいうと、DRに沿ったシス
テムの設計をすれば、それは本質的に倫理的であ
り、人類が共有する意識と信念を反映したものにな
るということである。
　3-2　DRの検討
　DR1は、できる限り公道のスペースを占拠しな

いことを求め、DR2は、原則として自車の行動に
よって他の道路利用者が速度変更、減速、回避行動、
緊急行動を起こすような不必要な行動を禁ずるこ
と、そして、DR3では、例え周囲に他の車両がな
い場合であっても、他の車両の突然の出現に備える
必要があること＊4、さらに、DR4では、個人的な効
率よりも防衛的かつ注意深い運転の必要性を説いて
いる。これらは、完全自動運転において、他者（他車）
への配慮を要求するものであり、当然のことである。
また、DR5からDR7-cは、主に車線変更について規
定しており、不必要な車線変更などをしてはならな
いことを示している。DR8-aでは、HMI（ヒューマ
ンマシーンインターフェース）として、他者（他車）
へのコミュニケーションや積極的なインタラクショ
ンを要求する。例え、相手が違法（illegally）だっ
たとしても、（相手に）譲ることをシステムに求め
ている。このDRは、例えば、急制動を行うと、自
動運転車両の内部の人物が重傷を負うような場合
に、横断禁止の道路にあえて侵入してきた人物を守
るために急制動をすべきか、という現実的なジレン
マ状況において問題となる。交通違反者までも保護
すべきか、という問題に踏み込んでいるDRとなっ
ている。しかし、L.5の完全自動運転の時代において、
ほぼ全ての車が完全自動運転車であれば、このよう
な要求もあり得るし、また、急制動を行っても車内
の安全性が保たれるほどの技術力や、国際的に操舵
による回避が許されるようになっていれば、DR8-a
の要求も守れる可能性がある。
　DR9-aは、そもそも（混雑場所への進行や車線/
経路変更などの）危険な状況を避けることを要求し
ており、DR9-b～dは、通行権と道を譲ること、そ
の意思表示をすることについて規定する。そもそも
片側通行の道をODDとして認めないように思われ
るため、L.4以下にはあまり関係しないと考えられ
る。しかし、意思表示のHMIは混在空間の自動運
転においては必要であるため、この点はL.4以下で
も同様のことが妥当し得る。
　DR10～11では、他の道路利用者の行動などとの
対立時に、相手側の経過や意図を汲んで責任を持っ
て行動することや、助けを求める際の対外的なイン
タラクションが求められている。センシングにおい
て、かなりの技術力が求められる要求であるが、他

者（他車）に対し、不安にさせないよう、現状のト
ラブルや意図を伝えるHMIは必要であると考えら
れる。
　DR12では、ファーストレスポンダー（緊急車両）
への配慮に触れている。本DRの説明では、「自動
運転車両は、センサーと行動意欲によって、悪影響
を最小限に抑えるためにできる限りのことをしよう
としている。ここでの視点は、自動運転車両の行動
意図、つまり挙動は、結果的に何が起こるかよりも
優先されるということである」とされている

（7.4.10）。つまり、「行動意図、つまり挙動は、結果
的に何が起こるかよりも優先される」ため、（行為
の結果から行為にさかのぼって正当性を認める）帰
結主義に陥らずに、ファーストレスポンダーに反応
して道を譲るために他車のスロットを占拠するとい
うシンプルで、センサーの機能上、可能な対応を（義
務を守る行為それ自体に正当性を認める）義務論的
に要求している。とはいえ、同所では、「しかし、
その行動の結果として、他の道路利用者、特に傷つ
きやすい道路利用者を明確かつ現在の危険にさらし
てはならない。」とも説明されており、「行動の結果

（as a consequence of its actions）」の理解にもよる
が、義務論的な要求をしつつ、帰結主義も取り入れ
ており、やや混乱を生むように思われる。
　DR13では、他の道路利用者への危害について、
例えそれが結果的に交通法規に違反するような事態
を招くとしても、制限されるべきであるとされてい
る。交通法規に反してでも他者を守ることを要求し
ているように読めるが、道路交通法などを遵守する
ことは、保安基準でも求められる要求であるため、
これは大前提であり、同所のMaximにおいても、

「法律に違反する行為は予見不可能であり、したがっ
て許されるべきではない」と記載されており、交通
法規違反を推奨するわけではないことが看取される。
　DR14～14cは、避けられ得ない衝突状況に関す
る、まさにジレンマ状況への対処であり、ファース
ト・イン・ファースト・アウトの原則（以下、FiFo）
が説明されている。FiFoは、最初に検出した物体
に対して行動（例えば回避行動）を取るように指示
し、その行動を成功させるために最善を尽くすこと
である。2つ（またはそれ以上）の物体が全く同時
に検出されることはまずないと考えられ、常に最初
の到着者が存在し、車両が実行できる限り、それに
対処されなければならない。
　物対物の場合は、FiFoを用いる。人命対物ある

いは人の軽傷の場合は、人命を優先する。
　そして、DR13cにおいて、人命対人命の場合に
は、「数の差が明らかな場合は定量的な基準に基づ
く。ただし、数が等しいか、有意な差がない場合は、
FiFoを使用する。個人の属性で判断することを禁
じる。ただし、この属性には、交通カテゴリ別の属性
は含まれない（例：交通弱者など）。」と規定された。
　まず、現状、人数比較が適切にできるほどのセン
シング技術はなく、むしろ、センシングできるよう
な状況であれば、おそらく急制動など通常の回避行
動が可能であるため、現実にこのような意味におけ
るジレンマ状況に陥ることはまれであるといえる。
また、現状では、例えば、歩道に乗り上げるような
操舵回避は許容されておらず、緊急時は専ら制動

（ブレーキ）であり、せいぜい車線変更が可能かど
うか、が今後の課題であるため、実際に自動運転
車両がとり得る挙動は限られる。もっとも、将来
的にISO39003のスコープであるL.5が実装されるよ
うなインフラ連携もできている社会状況があれば、
技術的にも人数の差をセンシングできる可能性はあ
ろう。その際に、やはり人数のセンシングで「有意
な差（Differences in quantities are evident.）」が必
要であろう。あまり差が見受けられない時は、潔く
FiFoのルールに従うというのは、恣意的ではなく、
ある程度の透明性が担保されているといえる。また、
FiFoをはじめ、7.4.10で説明される「挙動は・・・
結果的に何が起こるかよりも優先される」というや
や義務論ベースの文言と、人数比で判断する功利主
義的な判断の間には、理論的な矛盾も見出し得る。
例えば、後述のドイツ倫理規則において、義務論に
基づき、ジレンマ状況のプログラミングを禁じてお
きながらも、行為功利主義的な文言が見受けられる
点につき、義務論に基づく個人の尊厳の絶対的保障
が貫徹されていないとの指摘がある６）。この点、い
わゆる（どの規則が効用を最大化するかを問う）規
則功利主義として、「ある規則に従えば、人命の保
護を最大化できる」と考えれば、人数差が判明する
際には多い人数を助ける規則が人命の最大化を図
り、人数差が判然としない際には、FiFoが人命の
最大化を図るといえるならば、義務論と功利主義の
折衷的な理解も可能かと思われる。
　なお、「個人の属性」の文言の「属性」の原語は、

「attribute」であるが、性別、年齢、宗教等、セン
シングが可能かはさておき、それら個人の「属性」
に、基づく区別を禁ずる内容である。もっとも、

Referenzgebieten, p. 347, 2007.
17）文部科学省・国土交通省「プールの安全標準指

針」2007年
18）樋笠尭士『自動運転レベル4 どうしたら社会に

受け入れられるか』学芸出版社、2023年
19）日本学術会議：自動運転の社会実装と次世代モ

ビリティによる社会デザイン検討委員会「自動
運転における倫理・法律・社会的課題」p.18、

2023年（なお、9月15日には「提言」も発出さ
れている）

20）国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研
究開発戦略センター「戦略プロポーザル、：科
学技術・イノベーションの土壌づくりとしての
ELSI/RRI戦略的な科学技術ガバナンスの実現
に向けて」（CRDS-FY2023-SP-01）p.6、2023年
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事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を
認定した。
　判決文に鑑みるに、①「遊戯施設業界内の共通認
識」を前提とし、②「実務上、確立した慣行として
定着」していたことから、JIS規格によって刑法上
の注意義務が認められている、といえる。なお、「過
半数で履行されていること」は必然的な要件ではな
い。むしろ、JIS規格に従うことの「共通認識」性と

「慣行としての定着」性を基礎づける事情といえる。
　5-2　JIS規格が刑法上の注意義務において参照

されるための要件
　上記①「遊戯施設業界内の共通認識」および②「実
務上、確立した慣行として定着」の判断においては、

（関与者らの認識を前提に）以下の(a)～(c)が認定さ
れている。

（a）標準としては、JIS規格以外に拠るべきものは
見当たらないこと。

（b）法定定期検査においては、JIS規格に従ってこ
れを行うことが強く期待されていたこと。

（c）定期検査報告の様式においても、JIS規格の定
めに従って定期検査を実施することが前提と
されていたこと。

　つまり、一般化すれば、JIS規格が刑法上の注意
義務において活用されるためには＊13、①「業界内の
共通認識が存すること」、すなわち、共通認識性を
前提とし、②「実務上、確立した慣行として定着して
いること」、すなわち、定着性が必要である。仮に、
同じ判断枠組みが行政指針についても妥当するので
あれば、行政による指針の場合は、当該省庁から通
知がなされるため、共通認識性が充足されるといえ
る。また、実際に行政指針に従う企業がほとんどで
あろうし、行政による要請は「指針に従うことが強
く期待されていた」と評価できるため、事実上、定
着性の要件も充足されよう。

　L.4の指針は存在しないが、レベル5の指針が国

際規格として存在する場合に、それが過失の注意義
務において参照されるか。そもそもL.4とは、シス
テムが全ての動的運転タスクおよび作動継続が困難
な場合への応答を限定領域＊14において実行するも
のをいい、車内はもちろん、遠隔においても「運転者」
が存在しない。2023年4月1日より施行された改正
道路交通法では、L.4につき、道路において、自動
運行装置＊15を当該自動運行装置に係る使用条件で
使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること＊16を「特定自動運行」と定義している。
このL.4は、「限定領域」では完全にシステムが運
転を行うため、限定領域内では、L.5とシステムの
行うことは全く同じと考えられる（Fig.1参照）。

 

　したがって、「システムが担当」する部分につい
ては、L.5対象の指針が要請する倫理的配慮が妥当
すると考えられる＊17。
　では、ISO39003について、前述（5章2節）にお
ける①「共通認識性」と②「定着性」について検討す
る。自動運転レベル4の倫理に関しては、2023年10
月時点で「指針」やJIS規格は存せず、また、直近
のL.4開発に多大な影響を与えたくないという各国
の思惑もあるのか、ISOも存しない。係る状況で、
限定領域内では、L.5とL.4のシステム運行は同様で
あることに鑑みれば、L.5の指針、標準規格を参照
し得る。L.5の行政指針はなく、拠るべきものとし
ては、ISO39003の国際規格があるのみである。共
通認識性の一部が充足されるように思われる。しか

し、まだ「実務上、確立した慣行として定着」はし
ておらず、現時点で、L.4の自動運転の事故が起き
た際の過失において、刑法上の注意義務を措定する
際に「ISO39003に従って倫理に関わるプログラミ
ングを行うことが強く期待されていた」との評価に
はなることはないと考えられる。
　ただし、現状、ISO39003のガイドライン規格に
認証評価が加わるかどうかは各国に委ねられてお
り、L.4の自動運転車に対して「ISO39003準拠」の
ようなお墨付きを与える国家もあり得る。また、
L.5の国際規格とはいえ、その内容は、L.4でも全く
同じ道路/倫理状況への対応が求められるわけであ
るから、（ISO TC241 WG6内のexpert等の関連企業
において）既にISO39003を参考に開発を行うつも
りの企業もあるとのことである。今後のISO39003
の普及と国内での運用次第では、自動運転業界での

「共通認識性」と「定着性」が充足されることもあ
り得るように思われる。

　ここで、わが国にとって一番必要なことは、L.5
の倫理を扱うISO39003に対応して、国内L.4の標準
規格ないしは指針を行政が策定することであろう＊18。
このことは、2023年5月31日に発出された日本学
術会議による見解「自動運転における倫理・法律・
社会的課題」においても、「自動運転に関する倫理
を整理することは、法整備及び社会設計を行う上で
は重要なことである。国が、産業界、地方自治体、
市民と連携して、自動運転に関する倫理的検討を進
め、日本文化、地域特性に配慮しつつ、グローバル
な対比において最適な倫理指針を整備することが望
まれる。」と示されている19）。グローバルな対比に
ついては、本稿で取り上げたISO39003をはじめ、
ドイツ、EU、イギリスなどの指針も参考になろう
と思われる。また、JSTのCRDSの報告書20）では、「上
流の場面では、『ある技術が社会にもたらしうる潜
在的・顕在的課題は何か?』『どんな変化を社会に
もたらしうるか?』『どんなプロセスで合意形成を
すればいいのか?』『そもそもどんな未来が予見さ
れるか?』といったことが問題になるが、これらは 
ELSI/RRIの実践で問われることに他ならない。こ
うした問いに応えるためには、技術開発に関わる自
然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・

社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められ
る。」と示されており、自動運転の分野では、技術
者に加え、人文社会科学の知見をも加えた学際的な
倫理の検討が望まれよう。
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EU倫理提言７）やイギリスの倫理提言＊5 ８）において
は、車椅子などの「傷つきやすい交通弱者（Vulnerable 
road user）」が自動運転車の近くに存在するとき、
通常とは異なった「傷つきやすい交通弱者」に配慮
する挙動を自動運転車に要求することが考えられて
いる。そのため、「属性」に「交通上のカテゴリー：
とくに傷つきやすい交通弱者」が含まれないことが
明記されていると考えられる。
　以上、ISO39003について考察をしたが、比較の
ため、次章では、L.3以上を対象とするドイツの倫
理規則に対する検討を行う。

　ドイツでは、2017年に、旧デジタルインフラス
トラクチャー省が「自動運転及びコネクテッド・
カーに関する倫理規則（BMVI, Ethik-Kommission 
Automatisiertes und Vernetztes Fahren, Bericht 
2017）」を制定している＊6。同規則の9において、「回
避することができない事故状況において、個人的な
特徴（年齢、性別、身体あるいは精神上の素質）に
よるあらゆる格付けは厳格に禁止される。被害者同
士を比べて引き算をすることも禁止である。人的被害
数を減少させる一般的なプログラミングは支持され得
る。乗り物のリスクの発生に関与する者は、関与し
ない者たちを犠牲にしてはならない。」と規定される
点は特徴的である。人数比較の引き算（Aufrechnung）
を厳格に禁ずる姿勢は、過去のドイツの連邦憲法裁
判例において、基本法1条1項の「人間の尊厳は不可
侵である」を根拠に、「一括した生命対生命の衡量

（pauschale Abwägung von Leben gegen Leben）」
が許されずとした1975年判決や10）＊7、ハイジャッ
クにより死を免れない乗客と地上の潜在的犠牲者の
生命を差し引きしてはならないこと等を理由に、航
空機を撃墜できるとした航空安全法に対する2006

年の違憲判決＊8 11）、等と整合的である。なお、この
箇所（個人的な特徴による格付け禁止）は、驚くべ
きことに、2021年7月に発効したドイツの改正道路
交通法の1e条2項2号にも採用されている12）。
　このようなドイツの基本権の立場によると、倫理
規則8が「生命対生命のような真のジレンマにおけ
る決定は、関係者の予測できない行動様式を含んだ
具体的な実際の状況に左右される。それゆえ、その
決定は、一義的に規範化できず、また、倫理的に疑
う余地のないようプログラムすることもできない。」
と規定されていることも当然である。ジレンマ問題
への対処については、生命対生命で優劣をつけられ
ないため、プログラミング自体が禁止されているの
である13）。
　これら、前章で論じたISO39003および本章で見
たドイツの倫理規則に共通するのは、多様な価値観
に鑑みた上で、自動運転のシステム設計について、
かなりの倫理的な配慮を要求しているということで
ある。これらの（ドイツをはじめとする）各国指針
および国際規格は、現状（公的な）倫理指針を保有
しない日本において、どのような影響を有するので
あろうか。とりわけ、現在、実装が開始されたL.4
における交通事故時などの過失犯の刑事裁判におい
て＊9、指針・規格が有する機能はいかなるものであ
ろうか。次項では、まず、刑事裁判における指針・
規格と注意義務の関係について検討する。

　裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める
際に、標準規格や指針が参照されることがある。発
出主体としては、行政指針、JIS等の標準規格＊10、
民間規格・指針などが想定される。なお、民間規格
であっても、それが一般化されていれば、刑法上の
注意義務において活用され得る＊11。このような意味

では、（JISと同様にDINという国内規格を有する
ドイツでも）規格は法に近いものとも評されている16）。
　本稿では、主たる検討対象である国際規格に対応
する国内標準規格であるJIS規格の検討を行う＊12。
　5-1　遊園地コースター事件【大阪地判平成21

年 9 月28日（裁判所ウェブサイト）】
　本事件は、遊園地内コースターの客車が軌道上を
走行中に脱輪して急停止し、乗客のうち1名が死亡
し、12名が傷害を負った事故について、同遊園地を
経営する会社の役員らが起訴された事案である。法
定定期検査の一内容として（車両の）ボギー先端軸
をボギーアームから取り外させ、探傷検査を実施さ
せる注意義務について、被告人らは、本件当時、ボ
ギー先端軸がJIS規格上の「車輪軸」に当たるとは認
識していなかった旨供述し、弁護人もこの供述を前提
に、そもそも法定定期検査をJIS規格に従って実施し
なければならないという法令上の根拠はないが、仮
にJIS規格に従って実施しなければならないとして
も、ボギー先端軸はJIS規格上の「車輪軸」に当た
らないから、被告らには法定定期検査の一内容とし
てボギー先端軸について探傷検査を実施させるべき
注意義務があったものではない等の主張を行った。
　本件では、「車輪軸」について、1年に1回以上の

「探傷試験」の実施を要求するJIS規格が業務上過
失致死傷罪における注意義務の発生根拠となるかと
いう争点、すなわち、JIS規格と建築基準法の定める
遊戯施設の法定定期検査との関係が問題となった。
　本判決では、「建築基準法12条3項は、法定定期
検査の内容として、『当該建築設備についての損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検』と定めるにとどま
り、点検に際しての具体的な検査項目や検査方法等
についてまで直接規定するものではない。そこで、
これらについては他に基準を求めることになるが、
本件事故当時における遊戯施設の検査標準として
は、JIS規格以外に拠るべきものは見当たらない。」
と示されている。
　この点、JIS規格自体は、工業標準化法に基づき、
所定の手続を経て定められた任意の標準ではある
が、建築基準法12条3項が指定する昇降機検査資格
者の国土交通大臣登録講習に係る昇降機検査資格者
の講習テキストにおいては、JIS規格について、「建

築基準法の規定に基づき、遊園地等に設置された遊
戯施設の安全性を確保する目的で、各特定行政庁も
しくは所有者の信頼を受けた検査資格者が義務づけ
られた検査のための検査項目、検査器具、検査方法
及び判定基準を各機種別に規定し、検査判定の統一
化を図ったものであ」り、「建築基準法の適用され
ない遊戯施設にも準用されることが望ましい」と記
載されている。
　また、遊戯施設等の検査基準等を定めた昇降機遊
戯施設定期検査実務要綱でも、定期検査は、建築基
準法令やJIS規格等に拠り検査資格者が行うとされ
ている。さらに、日本規格協会発行に係るJIS規格
の解説の記載や、建築基準法を所管する国土交通省
住宅局建築指導課が、財団法人H発行の「昇降機遊
戯施設定期検査業務基準書2004年版」を監修し、
JIS規格に従って定期検査を実施するよう周知、指
導していたこと、昇降機等検査資格者の講習におい
て、講義の科目の内容としてJIS規格を位置づけて
いること等を挙げ、本判決は、「以上の諸点によれ
ば、遊戯施設の法定定期検査とJIS規格とは極めて
密接な関係があり、法定定期検査においては、JIS
規格に従ってこれを行うことが強く期待されていた
ものとみることができる。」と判示した。
　そして、「近畿2府4県の特定行政庁の了承を得て
制定された定期検査報告の様式においても，JIS規
格の定めに従って定期検査を実施することが前提と
されていた。」ことに触れている。加えて、本件事
故後に国土交通省の通知により実施された全国の遊
戯施設に対する緊急点検の結果、約4割の遊戯施設
で「車輪軸」の探傷検査を1年以内に実施していな
いことに依拠して、遊園地業界において法定定期検
査をJIS規格に従って実施することは一般的ではな
かった旨の主張に対し、「前記緊急点検の結果によ
れば，むしろ，手間と費用のかかる「車輪軸」の探
傷検査ですら過半数の遊戯施設で履行されていると
いえるのであるから，弁護人の主張は採用できな
い。」と応じている。最後に、「本件事故当時、遊戯
施設の法定定期検査において、JIS 規格に従ってこ
れを実施することは遊戯施設業界内の共通認識であ
り、実務上、確立した慣行として定着していたもの
であったと認められる」と判示した。
　このように本判決は、JIS 規格上、同法定定期検
査の検査標準・検査項目が定められ、具体的には、
年1回以上の探傷試験を行うこととされていた点を
指摘し、探傷検査を実施させるなどして乗客の死傷

＊13 JIS規格を根拠の一つとして刑法上の注意義務を認めるこ
ともある。東京地判平成4年2月26日（判タ 800号275頁）。

＊14「自動運転に係る制度整備大綱」における「限定領域」は、
「運行設計領域(ODD)」のことである。

＊16 当該自動車の運行中の道路、交通および当該自動車の状況に
応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。

＊17 もっとも、安全に走行できない事象が発生した場合の対
処（Minimal Risk Maneuver）や特定自動運行主任者に
よる監視体制、現場措置業務実施者や保安要員の有無な
どに関連してL.4 のシステムが担当するタスクが、L.5 の
システムと厳密には異なるケースも考えられるが、

「ODD 範囲内では人の手が介在しない運転」という意味
ではL.4 もL.5 も同等であるといえる。

＊15 当該自動運行装置を備えている自動車が整備不良車両に
該当することとなったときまたは当該自動運行装置の使
用が当該自動運行装置に係る使用条件を満たさないこと
となったときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動
車を停止させることができるものに限る。

Fig.1　L.5とL.4の関係図

　6.　ISO39003 が過失の注意義務において参照さ
　　　れ得るか



　2023年7月末、自動運転の倫理に関する国際規格ISO 
39003１）が発行された。「Guidance on safety ethical 
considerations for autonomous vehicles」は、SAE

（Society of Automotive Engineers）自動運転レベル5
（完全自動運転、以下、L.5）がスコープであるが２）＊1、
自動運転に必要な倫理的配慮が設計時に対処され、

効果的にコントロールされていることを保証するた
めに、自動車メーカーが自己認証するための「プロ
トコル・ガイドライン」を提供する国際規格である
とされる＊2。同規格では、「自動運転車は社会の願
望と一致する倫理的な優先順位を有する必要があ
る」とされ、その内部で人と動物の衝突やジレンマ
への対処における倫理的配慮などが項目として挙げ
られ、L.5の手引きとしての推奨事項（指針、ガイ

ド規格）という位置付けのISOとなっている。本稿
は、ISO39003で規定された自動運転の倫理に関す
る分析および刑事裁判上、同ISOが利用される可能
性、諸外国の自動運転の倫理に関する指針との整合
性、ならびに日本の産業界への影響等を検討する。

　まず、ISO39003の策定経緯を概観する。
　2-1　2019年のプロポーザル
　イギリス主導（プロジェクトリーダー：Mr. Dave 
Conway）で、2019年にISO専門委員会TC241（議
長国：スウェーデン）内で39003の提案がなされた。
もともと39003の策定を開始したこのTC241では、
2012年10月に、ISO39001 （道路交通安全マネジメ
ントシステム）を発行している。ISO39001３）は、道
路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目
的とした国際規格であり、ISO9001（品質）や14001

（環境）と同様に、PDCAサイクルに従って適切な
道路交通安全マネジメント体制を確立、実施、維
持、改善するために組織に必要とされる要求事項を
明文化したものである。39001のような道路交通安
全マネジメント体制を検討するTC241において、
人の命の選択にまで踏み込む「倫理」の規格が扱わ
れることは異例であり、当初、日本をはじめとする
いくつかの国は、39003は次のステップに進むこと
なく、投票で否決されるであろうと考えていたとさ
れる＊3。
　しかし、「ISO39003（自動運転車のための倫理的
配慮）の提案を承認するか?」という投票において、
日本、ドイツ、フランス、スウェーデン等の自動車
工業国は反対したものの（アメリカは未投票）、29
カ国のPメンバー（Participating member）のうち
の2/3が賛成したため、TC241の傘下に、イギリス
主導の下、作業部会であるWG6が設置された。
　同WGでは、本規格のスコープとして「本書は、
自律走行車が本質的な安全運転を判断する際の原則
について指針を示すものである。本書は、国際的な
自動車技術会（SAE）が2014年にメンバー『路上
走行中の自動車自動運転システムに関連する用語の
分類と定義』報告書の一部として定義した、すべて
の自律走行車に適用されるものである。本書は、意

思決定プロセスを制御するために使用される技術的
方法には適用されず、また、意思決定の望ましい結
果に関する指針を与えるものではなく、意思決定プ
ロセスの設計において考慮する必要がある道徳的側
面に関する指針を与えるものである。」と記されて
いた４）。もともと車両制御システムの意思決定プロ
セスをカバーするものは存在しておらず、39003は、
考慮すべき問題とその意思決定がもたらす望ましい
結果についてガイダンスを与えるものであると銘打
たれ、策定が開始された。
　2-2　日本の対応
　日本側のTC241の事務局は、独立行政法人自動
車事故対策機構（NASVA）であり、2019年8月に第1
回ISO/TC241国内専門委員会を開催した。当時、自
動車工業系の国のスタンスとしては、「自動運転はそ
の領域の専門家が扱うべきであり、TC22やTC204
で本来行うべきものでTC241の範疇ではない」と
の見解が見受けられ、WG6にネガティブスタンス
で臨み、39003のWDの次のステップであるCD投
票時に否決されることを狙うというものであった。
　2020年9月、日本では、国内専門委員会での検討
の結果、現WDの内容見直しを求めるポジション
ペーパー５）をWG6に提出することになり、同WG
会議にてプレゼンテーションを行うこととなった。
ポジションペーパーでは、（WD当時の） 39003の
7.1.1項の自動運転車が採用すべき損害を少なく抑え
るための優先順位や7.2.6項について、「優先順位を
明記したり、配慮すべきケースを具体的に例示した
りすることが、本当にRoad Traffic Safetyを確保す
る上で役に立つのか、逆に、今後の自動運転車の実
現に向けた必要な技術の研究開発の自由度を奪った
り、法制度や生活習慣に関する社会的議論を阻害し
たりする可能性がないのかについて十分考える必要
がある。」とし、「Road Traffic Safety Management
の視点からすれば、実際の事故事例の情報を収集し、
その分析を行うことで優先付けに関するルールを決
めることや、自動運転車の活用に伴って社会的な議
論が必要になるケースについて行政や法律、社会学
などの専門家から意見収集を行うことは、自動運転
車に関する安全性を向上させる上で推奨される組織
活動と考えられる。」との立場を示し、日本側は、
法的・社会的思考が不十分なまま議論や内容が先行
するWG6に歯止めをかけ、進むべき方向性を提案
した。WDに対しては約80、CDに対しては約50、
DISに対しては約60件のコメント（修正案や疑問

点、改善方法など）を日本から投げかけ、規格案を
修正した。とりわけ、DISでは、各国の法律事情を
無視した挙動の方向性が示されていたため、日本側
としては、各国の道路交通法規の遵守を前提とした
文言に修正するよう強く主張した。
　そして、先般、ISO39003が発行された。

　3-1　39003における「目的」および「価値」
　ISO39003では、哲学的な話や応用倫理学的な説明
なども多く、人文系の教養的内容が盛り込まれてい
る。そして、前半では、国連普遍的価値（人間の尊厳
など）のような普遍的価値が推奨されており、フレー
ムとして「目的」、「価値」、「原理」を挙げている。
　例えば、「目的」（ISO39003の7.2.1。以下、ISO39003
の章の記載は章番号のみを記す）には、①人を移動
させて自己実現を叶えること、②（環境ないし他の
道路利用者へのネガティブな）インパクトの減少、
③公共空間の充実、が示されている。「価値」（7.2.2）
には、V1 人間の尊厳、V2 移動および意思決定の
自由、V3 平等性と公平性、V4 社会的進歩、V5 安
心・安全、V6 プライバシー、親しさ（の権利）お
よび人間の意思決定の自律性、V7 持続可能性およ
び人間・技術・環境恒常性の適切なバランス、など
が掲げられている。これらを混ぜて「原理」として
説明がなされている。
　そして、「本質的に倫理的であり、（i）人類が共
有する意識と信念を反映し、（ii）7.2.3で詳述した価
値と原則に対応する車両行動を開発できるような正
式アプローチを採用することが必要である。さらに、
ある車両挙動が他の車両挙動と矛盾しないような挙
動間の（iii）一貫性がなければならない。対応と一
貫性は、価値観、原則のシステムの完全性と、それ
らが、車両が実行する実際のドライビング・アクショ
ン・ポリシーにどのように埋め込まれるかを決定す
る（7.2.4）」と記載され、ISO39003では、挙動の方
針を「ドライビング・アクション・ポリシー（以下、
DR）」として規定している（なお、DRをわかりや
すく説明するために、Maximという行動準則も併
記されている）。端的にいうと、DRに沿ったシス
テムの設計をすれば、それは本質的に倫理的であ
り、人類が共有する意識と信念を反映したものにな
るということである。
　3-2　DRの検討
　DR1は、できる限り公道のスペースを占拠しな

いことを求め、DR2は、原則として自車の行動に
よって他の道路利用者が速度変更、減速、回避行動、
緊急行動を起こすような不必要な行動を禁ずるこ
と、そして、DR3では、例え周囲に他の車両がな
い場合であっても、他の車両の突然の出現に備える
必要があること＊4、さらに、DR4では、個人的な効
率よりも防衛的かつ注意深い運転の必要性を説いて
いる。これらは、完全自動運転において、他者（他車）
への配慮を要求するものであり、当然のことである。
また、DR5からDR7-cは、主に車線変更について規
定しており、不必要な車線変更などをしてはならな
いことを示している。DR8-aでは、HMI（ヒューマ
ンマシーンインターフェース）として、他者（他車）
へのコミュニケーションや積極的なインタラクショ
ンを要求する。例え、相手が違法（illegally）だっ
たとしても、（相手に）譲ることをシステムに求め
ている。このDRは、例えば、急制動を行うと、自
動運転車両の内部の人物が重傷を負うような場合
に、横断禁止の道路にあえて侵入してきた人物を守
るために急制動をすべきか、という現実的なジレン
マ状況において問題となる。交通違反者までも保護
すべきか、という問題に踏み込んでいるDRとなっ
ている。しかし、L.5の完全自動運転の時代において、
ほぼ全ての車が完全自動運転車であれば、このよう
な要求もあり得るし、また、急制動を行っても車内
の安全性が保たれるほどの技術力や、国際的に操舵
による回避が許されるようになっていれば、DR8-a
の要求も守れる可能性がある。
　DR9-aは、そもそも（混雑場所への進行や車線/
経路変更などの）危険な状況を避けることを要求し
ており、DR9-b～dは、通行権と道を譲ること、そ
の意思表示をすることについて規定する。そもそも
片側通行の道をODDとして認めないように思われ
るため、L.4以下にはあまり関係しないと考えられ
る。しかし、意思表示のHMIは混在空間の自動運
転においては必要であるため、この点はL.4以下で
も同様のことが妥当し得る。
　DR10～11では、他の道路利用者の行動などとの
対立時に、相手側の経過や意図を汲んで責任を持っ
て行動することや、助けを求める際の対外的なイン
タラクションが求められている。センシングにおい
て、かなりの技術力が求められる要求であるが、他

者（他車）に対し、不安にさせないよう、現状のト
ラブルや意図を伝えるHMIは必要であると考えら
れる。
　DR12では、ファーストレスポンダー（緊急車両）
への配慮に触れている。本DRの説明では、「自動
運転車両は、センサーと行動意欲によって、悪影響
を最小限に抑えるためにできる限りのことをしよう
としている。ここでの視点は、自動運転車両の行動
意図、つまり挙動は、結果的に何が起こるかよりも
優先されるということである」とされている

（7.4.10）。つまり、「行動意図、つまり挙動は、結果
的に何が起こるかよりも優先される」ため、（行為
の結果から行為にさかのぼって正当性を認める）帰
結主義に陥らずに、ファーストレスポンダーに反応
して道を譲るために他車のスロットを占拠するとい
うシンプルで、センサーの機能上、可能な対応を（義
務を守る行為それ自体に正当性を認める）義務論的
に要求している。とはいえ、同所では、「しかし、
その行動の結果として、他の道路利用者、特に傷つ
きやすい道路利用者を明確かつ現在の危険にさらし
てはならない。」とも説明されており、「行動の結果

（as a consequence of its actions）」の理解にもよる
が、義務論的な要求をしつつ、帰結主義も取り入れ
ており、やや混乱を生むように思われる。
　DR13では、他の道路利用者への危害について、
例えそれが結果的に交通法規に違反するような事態
を招くとしても、制限されるべきであるとされてい
る。交通法規に反してでも他者を守ることを要求し
ているように読めるが、道路交通法などを遵守する
ことは、保安基準でも求められる要求であるため、
これは大前提であり、同所のMaximにおいても、

「法律に違反する行為は予見不可能であり、したがっ
て許されるべきではない」と記載されており、交通
法規違反を推奨するわけではないことが看取される。
　DR14～14cは、避けられ得ない衝突状況に関す
る、まさにジレンマ状況への対処であり、ファース
ト・イン・ファースト・アウトの原則（以下、FiFo）
が説明されている。FiFoは、最初に検出した物体
に対して行動（例えば回避行動）を取るように指示
し、その行動を成功させるために最善を尽くすこと
である。2つ（またはそれ以上）の物体が全く同時
に検出されることはまずないと考えられ、常に最初
の到着者が存在し、車両が実行できる限り、それに
対処されなければならない。
　物対物の場合は、FiFoを用いる。人命対物ある

いは人の軽傷の場合は、人命を優先する。
　そして、DR13cにおいて、人命対人命の場合に
は、「数の差が明らかな場合は定量的な基準に基づ
く。ただし、数が等しいか、有意な差がない場合は、
FiFoを使用する。個人の属性で判断することを禁
じる。ただし、この属性には、交通カテゴリ別の属性
は含まれない（例：交通弱者など）。」と規定された。
　まず、現状、人数比較が適切にできるほどのセン
シング技術はなく、むしろ、センシングできるよう
な状況であれば、おそらく急制動など通常の回避行
動が可能であるため、現実にこのような意味におけ
るジレンマ状況に陥ることはまれであるといえる。
また、現状では、例えば、歩道に乗り上げるような
操舵回避は許容されておらず、緊急時は専ら制動

（ブレーキ）であり、せいぜい車線変更が可能かど
うか、が今後の課題であるため、実際に自動運転
車両がとり得る挙動は限られる。もっとも、将来
的にISO39003のスコープであるL.5が実装されるよ
うなインフラ連携もできている社会状況があれば、
技術的にも人数の差をセンシングできる可能性はあ
ろう。その際に、やはり人数のセンシングで「有意
な差（Differences in quantities are evident.）」が必
要であろう。あまり差が見受けられない時は、潔く
FiFoのルールに従うというのは、恣意的ではなく、
ある程度の透明性が担保されているといえる。また、
FiFoをはじめ、7.4.10で説明される「挙動は・・・
結果的に何が起こるかよりも優先される」というや
や義務論ベースの文言と、人数比で判断する功利主
義的な判断の間には、理論的な矛盾も見出し得る。
例えば、後述のドイツ倫理規則において、義務論に
基づき、ジレンマ状況のプログラミングを禁じてお
きながらも、行為功利主義的な文言が見受けられる
点につき、義務論に基づく個人の尊厳の絶対的保障
が貫徹されていないとの指摘がある６）。この点、い
わゆる（どの規則が効用を最大化するかを問う）規
則功利主義として、「ある規則に従えば、人命の保
護を最大化できる」と考えれば、人数差が判明する
際には多い人数を助ける規則が人命の最大化を図
り、人数差が判然としない際には、FiFoが人命の
最大化を図るといえるならば、義務論と功利主義の
折衷的な理解も可能かと思われる。
　なお、「個人の属性」の文言の「属性」の原語は、

「attribute」であるが、性別、年齢、宗教等、セン
シングが可能かはさておき、それら個人の「属性」
に、基づく区別を禁ずる内容である。もっとも、
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　7.　おわりに

事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を
認定した。
　判決文に鑑みるに、①「遊戯施設業界内の共通認
識」を前提とし、②「実務上、確立した慣行として
定着」していたことから、JIS規格によって刑法上
の注意義務が認められている、といえる。なお、「過
半数で履行されていること」は必然的な要件ではな
い。むしろ、JIS規格に従うことの「共通認識」性と

「慣行としての定着」性を基礎づける事情といえる。
　5-2　JIS規格が刑法上の注意義務において参照

されるための要件
　上記①「遊戯施設業界内の共通認識」および②「実
務上、確立した慣行として定着」の判断においては、

（関与者らの認識を前提に）以下の(a)～(c)が認定さ
れている。

（a）標準としては、JIS規格以外に拠るべきものは
見当たらないこと。

（b）法定定期検査においては、JIS規格に従ってこ
れを行うことが強く期待されていたこと。

（c）定期検査報告の様式においても、JIS規格の定
めに従って定期検査を実施することが前提と
されていたこと。

　つまり、一般化すれば、JIS規格が刑法上の注意
義務において活用されるためには＊13、①「業界内の
共通認識が存すること」、すなわち、共通認識性を
前提とし、②「実務上、確立した慣行として定着して
いること」、すなわち、定着性が必要である。仮に、
同じ判断枠組みが行政指針についても妥当するので
あれば、行政による指針の場合は、当該省庁から通
知がなされるため、共通認識性が充足されるといえ
る。また、実際に行政指針に従う企業がほとんどで
あろうし、行政による要請は「指針に従うことが強
く期待されていた」と評価できるため、事実上、定
着性の要件も充足されよう。

　L.4の指針は存在しないが、レベル5の指針が国

際規格として存在する場合に、それが過失の注意義
務において参照されるか。そもそもL.4とは、シス
テムが全ての動的運転タスクおよび作動継続が困難
な場合への応答を限定領域＊14において実行するも
のをいい、車内はもちろん、遠隔においても「運転者」
が存在しない。2023年4月1日より施行された改正
道路交通法では、L.4につき、道路において、自動
運行装置＊15を当該自動運行装置に係る使用条件で
使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること＊16を「特定自動運行」と定義している。
このL.4は、「限定領域」では完全にシステムが運
転を行うため、限定領域内では、L.5とシステムの
行うことは全く同じと考えられる（Fig.1参照）。

 

　したがって、「システムが担当」する部分につい
ては、L.5対象の指針が要請する倫理的配慮が妥当
すると考えられる＊17。
　では、ISO39003について、前述（5章2節）にお
ける①「共通認識性」と②「定着性」について検討す
る。自動運転レベル4の倫理に関しては、2023年10
月時点で「指針」やJIS規格は存せず、また、直近
のL.4開発に多大な影響を与えたくないという各国
の思惑もあるのか、ISOも存しない。係る状況で、
限定領域内では、L.5とL.4のシステム運行は同様で
あることに鑑みれば、L.5の指針、標準規格を参照
し得る。L.5の行政指針はなく、拠るべきものとし
ては、ISO39003の国際規格があるのみである。共
通認識性の一部が充足されるように思われる。しか
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し、まだ「実務上、確立した慣行として定着」はし
ておらず、現時点で、L.4の自動運転の事故が起き
た際の過失において、刑法上の注意義務を措定する
際に「ISO39003に従って倫理に関わるプログラミ
ングを行うことが強く期待されていた」との評価に
はなることはないと考えられる。
　ただし、現状、ISO39003のガイドライン規格に
認証評価が加わるかどうかは各国に委ねられてお
り、L.4の自動運転車に対して「ISO39003準拠」の
ようなお墨付きを与える国家もあり得る。また、
L.5の国際規格とはいえ、その内容は、L.4でも全く
同じ道路/倫理状況への対応が求められるわけであ
るから、（ISO TC241 WG6内のexpert等の関連企業
において）既にISO39003を参考に開発を行うつも
りの企業もあるとのことである。今後のISO39003
の普及と国内での運用次第では、自動運転業界での

「共通認識性」と「定着性」が充足されることもあ
り得るように思われる。

　ここで、わが国にとって一番必要なことは、L.5
の倫理を扱うISO39003に対応して、国内L.4の標準
規格ないしは指針を行政が策定することであろう＊18。
このことは、2023年5月31日に発出された日本学
術会議による見解「自動運転における倫理・法律・
社会的課題」においても、「自動運転に関する倫理
を整理することは、法整備及び社会設計を行う上で
は重要なことである。国が、産業界、地方自治体、
市民と連携して、自動運転に関する倫理的検討を進
め、日本文化、地域特性に配慮しつつ、グローバル
な対比において最適な倫理指針を整備することが望
まれる。」と示されている19）。グローバルな対比に
ついては、本稿で取り上げたISO39003をはじめ、
ドイツ、EU、イギリスなどの指針も参考になろう
と思われる。また、JSTのCRDSの報告書20）では、「上
流の場面では、『ある技術が社会にもたらしうる潜
在的・顕在的課題は何か?』『どんな変化を社会に
もたらしうるか?』『どんなプロセスで合意形成を
すればいいのか?』『そもそもどんな未来が予見さ
れるか?』といったことが問題になるが、これらは 
ELSI/RRIの実践で問われることに他ならない。こ
うした問いに応えるためには、技術開発に関わる自
然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・

社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められ
る。」と示されており、自動運転の分野では、技術
者に加え、人文社会科学の知見をも加えた学際的な
倫理の検討が望まれよう。
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EU倫理提言７）やイギリスの倫理提言＊5 ８）において
は、車椅子などの「傷つきやすい交通弱者（Vulnerable 
road user）」が自動運転車の近くに存在するとき、
通常とは異なった「傷つきやすい交通弱者」に配慮
する挙動を自動運転車に要求することが考えられて
いる。そのため、「属性」に「交通上のカテゴリー：
とくに傷つきやすい交通弱者」が含まれないことが
明記されていると考えられる。
　以上、ISO39003について考察をしたが、比較の
ため、次章では、L.3以上を対象とするドイツの倫
理規則に対する検討を行う。

　ドイツでは、2017年に、旧デジタルインフラス
トラクチャー省が「自動運転及びコネクテッド・
カーに関する倫理規則（BMVI, Ethik-Kommission 
Automatisiertes und Vernetztes Fahren, Bericht 
2017）」を制定している＊6。同規則の9において、「回
避することができない事故状況において、個人的な
特徴（年齢、性別、身体あるいは精神上の素質）に
よるあらゆる格付けは厳格に禁止される。被害者同
士を比べて引き算をすることも禁止である。人的被害
数を減少させる一般的なプログラミングは支持され得
る。乗り物のリスクの発生に関与する者は、関与し
ない者たちを犠牲にしてはならない。」と規定される
点は特徴的である。人数比較の引き算（Aufrechnung）
を厳格に禁ずる姿勢は、過去のドイツの連邦憲法裁
判例において、基本法1条1項の「人間の尊厳は不可
侵である」を根拠に、「一括した生命対生命の衡量

（pauschale Abwägung von Leben gegen Leben）」
が許されずとした1975年判決や10）＊7、ハイジャッ
クにより死を免れない乗客と地上の潜在的犠牲者の
生命を差し引きしてはならないこと等を理由に、航
空機を撃墜できるとした航空安全法に対する2006

年の違憲判決＊8 11）、等と整合的である。なお、この
箇所（個人的な特徴による格付け禁止）は、驚くべ
きことに、2021年7月に発効したドイツの改正道路
交通法の1e条2項2号にも採用されている12）。
　このようなドイツの基本権の立場によると、倫理
規則8が「生命対生命のような真のジレンマにおけ
る決定は、関係者の予測できない行動様式を含んだ
具体的な実際の状況に左右される。それゆえ、その
決定は、一義的に規範化できず、また、倫理的に疑
う余地のないようプログラムすることもできない。」
と規定されていることも当然である。ジレンマ問題
への対処については、生命対生命で優劣をつけられ
ないため、プログラミング自体が禁止されているの
である13）。
　これら、前章で論じたISO39003および本章で見
たドイツの倫理規則に共通するのは、多様な価値観
に鑑みた上で、自動運転のシステム設計について、
かなりの倫理的な配慮を要求しているということで
ある。これらの（ドイツをはじめとする）各国指針
および国際規格は、現状（公的な）倫理指針を保有
しない日本において、どのような影響を有するので
あろうか。とりわけ、現在、実装が開始されたL.4
における交通事故時などの過失犯の刑事裁判におい
て＊9、指針・規格が有する機能はいかなるものであ
ろうか。次項では、まず、刑事裁判における指針・
規格と注意義務の関係について検討する。

　裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める
際に、標準規格や指針が参照されることがある。発
出主体としては、行政指針、JIS等の標準規格＊10、
民間規格・指針などが想定される。なお、民間規格
であっても、それが一般化されていれば、刑法上の
注意義務において活用され得る＊11。このような意味

では、（JISと同様にDINという国内規格を有する
ドイツでも）規格は法に近いものとも評されている16）。
　本稿では、主たる検討対象である国際規格に対応
する国内標準規格であるJIS規格の検討を行う＊12。
　5-1　遊園地コースター事件【大阪地判平成21

年 9 月28日（裁判所ウェブサイト）】
　本事件は、遊園地内コースターの客車が軌道上を
走行中に脱輪して急停止し、乗客のうち1名が死亡
し、12名が傷害を負った事故について、同遊園地を
経営する会社の役員らが起訴された事案である。法
定定期検査の一内容として（車両の）ボギー先端軸
をボギーアームから取り外させ、探傷検査を実施さ
せる注意義務について、被告人らは、本件当時、ボ
ギー先端軸がJIS規格上の「車輪軸」に当たるとは認
識していなかった旨供述し、弁護人もこの供述を前提
に、そもそも法定定期検査をJIS規格に従って実施し
なければならないという法令上の根拠はないが、仮
にJIS規格に従って実施しなければならないとして
も、ボギー先端軸はJIS規格上の「車輪軸」に当た
らないから、被告らには法定定期検査の一内容とし
てボギー先端軸について探傷検査を実施させるべき
注意義務があったものではない等の主張を行った。
　本件では、「車輪軸」について、1年に1回以上の

「探傷試験」の実施を要求するJIS規格が業務上過
失致死傷罪における注意義務の発生根拠となるかと
いう争点、すなわち、JIS規格と建築基準法の定める
遊戯施設の法定定期検査との関係が問題となった。
　本判決では、「建築基準法12条3項は、法定定期
検査の内容として、『当該建築設備についての損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検』と定めるにとどま
り、点検に際しての具体的な検査項目や検査方法等
についてまで直接規定するものではない。そこで、
これらについては他に基準を求めることになるが、
本件事故当時における遊戯施設の検査標準として
は、JIS規格以外に拠るべきものは見当たらない。」
と示されている。
　この点、JIS規格自体は、工業標準化法に基づき、
所定の手続を経て定められた任意の標準ではある
が、建築基準法12条3項が指定する昇降機検査資格
者の国土交通大臣登録講習に係る昇降機検査資格者
の講習テキストにおいては、JIS規格について、「建

築基準法の規定に基づき、遊園地等に設置された遊
戯施設の安全性を確保する目的で、各特定行政庁も
しくは所有者の信頼を受けた検査資格者が義務づけ
られた検査のための検査項目、検査器具、検査方法
及び判定基準を各機種別に規定し、検査判定の統一
化を図ったものであ」り、「建築基準法の適用され
ない遊戯施設にも準用されることが望ましい」と記
載されている。
　また、遊戯施設等の検査基準等を定めた昇降機遊
戯施設定期検査実務要綱でも、定期検査は、建築基
準法令やJIS規格等に拠り検査資格者が行うとされ
ている。さらに、日本規格協会発行に係るJIS規格
の解説の記載や、建築基準法を所管する国土交通省
住宅局建築指導課が、財団法人H発行の「昇降機遊
戯施設定期検査業務基準書2004年版」を監修し、
JIS規格に従って定期検査を実施するよう周知、指
導していたこと、昇降機等検査資格者の講習におい
て、講義の科目の内容としてJIS規格を位置づけて
いること等を挙げ、本判決は、「以上の諸点によれ
ば、遊戯施設の法定定期検査とJIS規格とは極めて
密接な関係があり、法定定期検査においては、JIS
規格に従ってこれを行うことが強く期待されていた
ものとみることができる。」と判示した。
　そして、「近畿2府4県の特定行政庁の了承を得て
制定された定期検査報告の様式においても，JIS規
格の定めに従って定期検査を実施することが前提と
されていた。」ことに触れている。加えて、本件事
故後に国土交通省の通知により実施された全国の遊
戯施設に対する緊急点検の結果、約4割の遊戯施設
で「車輪軸」の探傷検査を1年以内に実施していな
いことに依拠して、遊園地業界において法定定期検
査をJIS規格に従って実施することは一般的ではな
かった旨の主張に対し、「前記緊急点検の結果によ
れば，むしろ，手間と費用のかかる「車輪軸」の探
傷検査ですら過半数の遊戯施設で履行されていると
いえるのであるから，弁護人の主張は採用できな
い。」と応じている。最後に、「本件事故当時、遊戯
施設の法定定期検査において、JIS 規格に従ってこ
れを実施することは遊戯施設業界内の共通認識であ
り、実務上、確立した慣行として定着していたもの
であったと認められる」と判示した。
　このように本判決は、JIS 規格上、同法定定期検
査の検査標準・検査項目が定められ、具体的には、
年1回以上の探傷試験を行うこととされていた点を
指摘し、探傷検査を実施させるなどして乗客の死傷

＊18 指針の策定の必要性については、樋笠（2023）18）2章。



　2023年7月末、自動運転の倫理に関する国際規格ISO 
39003１）が発行された。「Guidance on safety ethical 
considerations for autonomous vehicles」は、SAE

（Society of Automotive Engineers）自動運転レベル5
（完全自動運転、以下、L.5）がスコープであるが２）＊1、
自動運転に必要な倫理的配慮が設計時に対処され、

効果的にコントロールされていることを保証するた
めに、自動車メーカーが自己認証するための「プロ
トコル・ガイドライン」を提供する国際規格である
とされる＊2。同規格では、「自動運転車は社会の願
望と一致する倫理的な優先順位を有する必要があ
る」とされ、その内部で人と動物の衝突やジレンマ
への対処における倫理的配慮などが項目として挙げ
られ、L.5の手引きとしての推奨事項（指針、ガイ

ド規格）という位置付けのISOとなっている。本稿
は、ISO39003で規定された自動運転の倫理に関す
る分析および刑事裁判上、同ISOが利用される可能
性、諸外国の自動運転の倫理に関する指針との整合
性、ならびに日本の産業界への影響等を検討する。

　まず、ISO39003の策定経緯を概観する。
　2-1　2019年のプロポーザル
　イギリス主導（プロジェクトリーダー：Mr. Dave 
Conway）で、2019年にISO専門委員会TC241（議
長国：スウェーデン）内で39003の提案がなされた。
もともと39003の策定を開始したこのTC241では、
2012年10月に、ISO39001 （道路交通安全マネジメ
ントシステム）を発行している。ISO39001３）は、道
路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目
的とした国際規格であり、ISO9001（品質）や14001

（環境）と同様に、PDCAサイクルに従って適切な
道路交通安全マネジメント体制を確立、実施、維
持、改善するために組織に必要とされる要求事項を
明文化したものである。39001のような道路交通安
全マネジメント体制を検討するTC241において、
人の命の選択にまで踏み込む「倫理」の規格が扱わ
れることは異例であり、当初、日本をはじめとする
いくつかの国は、39003は次のステップに進むこと
なく、投票で否決されるであろうと考えていたとさ
れる＊3。
　しかし、「ISO39003（自動運転車のための倫理的
配慮）の提案を承認するか?」という投票において、
日本、ドイツ、フランス、スウェーデン等の自動車
工業国は反対したものの（アメリカは未投票）、29
カ国のPメンバー（Participating member）のうち
の2/3が賛成したため、TC241の傘下に、イギリス
主導の下、作業部会であるWG6が設置された。
　同WGでは、本規格のスコープとして「本書は、
自律走行車が本質的な安全運転を判断する際の原則
について指針を示すものである。本書は、国際的な
自動車技術会（SAE）が2014年にメンバー『路上
走行中の自動車自動運転システムに関連する用語の
分類と定義』報告書の一部として定義した、すべて
の自律走行車に適用されるものである。本書は、意

思決定プロセスを制御するために使用される技術的
方法には適用されず、また、意思決定の望ましい結
果に関する指針を与えるものではなく、意思決定プ
ロセスの設計において考慮する必要がある道徳的側
面に関する指針を与えるものである。」と記されて
いた４）。もともと車両制御システムの意思決定プロ
セスをカバーするものは存在しておらず、39003は、
考慮すべき問題とその意思決定がもたらす望ましい
結果についてガイダンスを与えるものであると銘打
たれ、策定が開始された。
　2-2　日本の対応
　日本側のTC241の事務局は、独立行政法人自動
車事故対策機構（NASVA）であり、2019年8月に第1
回ISO/TC241国内専門委員会を開催した。当時、自
動車工業系の国のスタンスとしては、「自動運転はそ
の領域の専門家が扱うべきであり、TC22やTC204
で本来行うべきものでTC241の範疇ではない」と
の見解が見受けられ、WG6にネガティブスタンス
で臨み、39003のWDの次のステップであるCD投
票時に否決されることを狙うというものであった。
　2020年9月、日本では、国内専門委員会での検討
の結果、現WDの内容見直しを求めるポジション
ペーパー５）をWG6に提出することになり、同WG
会議にてプレゼンテーションを行うこととなった。
ポジションペーパーでは、（WD当時の） 39003の
7.1.1項の自動運転車が採用すべき損害を少なく抑え
るための優先順位や7.2.6項について、「優先順位を
明記したり、配慮すべきケースを具体的に例示した
りすることが、本当にRoad Traffic Safetyを確保す
る上で役に立つのか、逆に、今後の自動運転車の実
現に向けた必要な技術の研究開発の自由度を奪った
り、法制度や生活習慣に関する社会的議論を阻害し
たりする可能性がないのかについて十分考える必要
がある。」とし、「Road Traffic Safety Management
の視点からすれば、実際の事故事例の情報を収集し、
その分析を行うことで優先付けに関するルールを決
めることや、自動運転車の活用に伴って社会的な議
論が必要になるケースについて行政や法律、社会学
などの専門家から意見収集を行うことは、自動運転
車に関する安全性を向上させる上で推奨される組織
活動と考えられる。」との立場を示し、日本側は、
法的・社会的思考が不十分なまま議論や内容が先行
するWG6に歯止めをかけ、進むべき方向性を提案
した。WDに対しては約80、CDに対しては約50、
DISに対しては約60件のコメント（修正案や疑問

点、改善方法など）を日本から投げかけ、規格案を
修正した。とりわけ、DISでは、各国の法律事情を
無視した挙動の方向性が示されていたため、日本側
としては、各国の道路交通法規の遵守を前提とした
文言に修正するよう強く主張した。
　そして、先般、ISO39003が発行された。

　3-1　39003における「目的」および「価値」
　ISO39003では、哲学的な話や応用倫理学的な説明
なども多く、人文系の教養的内容が盛り込まれてい
る。そして、前半では、国連普遍的価値（人間の尊厳
など）のような普遍的価値が推奨されており、フレー
ムとして「目的」、「価値」、「原理」を挙げている。
　例えば、「目的」（ISO39003の7.2.1。以下、ISO39003
の章の記載は章番号のみを記す）には、①人を移動
させて自己実現を叶えること、②（環境ないし他の
道路利用者へのネガティブな）インパクトの減少、
③公共空間の充実、が示されている。「価値」（7.2.2）
には、V1 人間の尊厳、V2 移動および意思決定の
自由、V3 平等性と公平性、V4 社会的進歩、V5 安
心・安全、V6 プライバシー、親しさ（の権利）お
よび人間の意思決定の自律性、V7 持続可能性およ
び人間・技術・環境恒常性の適切なバランス、など
が掲げられている。これらを混ぜて「原理」として
説明がなされている。
　そして、「本質的に倫理的であり、（i）人類が共
有する意識と信念を反映し、（ii）7.2.3で詳述した価
値と原則に対応する車両行動を開発できるような正
式アプローチを採用することが必要である。さらに、
ある車両挙動が他の車両挙動と矛盾しないような挙
動間の（iii）一貫性がなければならない。対応と一
貫性は、価値観、原則のシステムの完全性と、それ
らが、車両が実行する実際のドライビング・アクショ
ン・ポリシーにどのように埋め込まれるかを決定す
る（7.2.4）」と記載され、ISO39003では、挙動の方
針を「ドライビング・アクション・ポリシー（以下、
DR）」として規定している（なお、DRをわかりや
すく説明するために、Maximという行動準則も併
記されている）。端的にいうと、DRに沿ったシス
テムの設計をすれば、それは本質的に倫理的であ
り、人類が共有する意識と信念を反映したものにな
るということである。
　3-2　DRの検討
　DR1は、できる限り公道のスペースを占拠しな

いことを求め、DR2は、原則として自車の行動に
よって他の道路利用者が速度変更、減速、回避行動、
緊急行動を起こすような不必要な行動を禁ずるこ
と、そして、DR3では、例え周囲に他の車両がな
い場合であっても、他の車両の突然の出現に備える
必要があること＊4、さらに、DR4では、個人的な効
率よりも防衛的かつ注意深い運転の必要性を説いて
いる。これらは、完全自動運転において、他者（他車）
への配慮を要求するものであり、当然のことである。
また、DR5からDR7-cは、主に車線変更について規
定しており、不必要な車線変更などをしてはならな
いことを示している。DR8-aでは、HMI（ヒューマ
ンマシーンインターフェース）として、他者（他車）
へのコミュニケーションや積極的なインタラクショ
ンを要求する。例え、相手が違法（illegally）だっ
たとしても、（相手に）譲ることをシステムに求め
ている。このDRは、例えば、急制動を行うと、自
動運転車両の内部の人物が重傷を負うような場合
に、横断禁止の道路にあえて侵入してきた人物を守
るために急制動をすべきか、という現実的なジレン
マ状況において問題となる。交通違反者までも保護
すべきか、という問題に踏み込んでいるDRとなっ
ている。しかし、L.5の完全自動運転の時代において、
ほぼ全ての車が完全自動運転車であれば、このよう
な要求もあり得るし、また、急制動を行っても車内
の安全性が保たれるほどの技術力や、国際的に操舵
による回避が許されるようになっていれば、DR8-a
の要求も守れる可能性がある。
　DR9-aは、そもそも（混雑場所への進行や車線/
経路変更などの）危険な状況を避けることを要求し
ており、DR9-b～dは、通行権と道を譲ること、そ
の意思表示をすることについて規定する。そもそも
片側通行の道をODDとして認めないように思われ
るため、L.4以下にはあまり関係しないと考えられ
る。しかし、意思表示のHMIは混在空間の自動運
転においては必要であるため、この点はL.4以下で
も同様のことが妥当し得る。
　DR10～11では、他の道路利用者の行動などとの
対立時に、相手側の経過や意図を汲んで責任を持っ
て行動することや、助けを求める際の対外的なイン
タラクションが求められている。センシングにおい
て、かなりの技術力が求められる要求であるが、他

者（他車）に対し、不安にさせないよう、現状のト
ラブルや意図を伝えるHMIは必要であると考えら
れる。
　DR12では、ファーストレスポンダー（緊急車両）
への配慮に触れている。本DRの説明では、「自動
運転車両は、センサーと行動意欲によって、悪影響
を最小限に抑えるためにできる限りのことをしよう
としている。ここでの視点は、自動運転車両の行動
意図、つまり挙動は、結果的に何が起こるかよりも
優先されるということである」とされている

（7.4.10）。つまり、「行動意図、つまり挙動は、結果
的に何が起こるかよりも優先される」ため、（行為
の結果から行為にさかのぼって正当性を認める）帰
結主義に陥らずに、ファーストレスポンダーに反応
して道を譲るために他車のスロットを占拠するとい
うシンプルで、センサーの機能上、可能な対応を（義
務を守る行為それ自体に正当性を認める）義務論的
に要求している。とはいえ、同所では、「しかし、
その行動の結果として、他の道路利用者、特に傷つ
きやすい道路利用者を明確かつ現在の危険にさらし
てはならない。」とも説明されており、「行動の結果

（as a consequence of its actions）」の理解にもよる
が、義務論的な要求をしつつ、帰結主義も取り入れ
ており、やや混乱を生むように思われる。
　DR13では、他の道路利用者への危害について、
例えそれが結果的に交通法規に違反するような事態
を招くとしても、制限されるべきであるとされてい
る。交通法規に反してでも他者を守ることを要求し
ているように読めるが、道路交通法などを遵守する
ことは、保安基準でも求められる要求であるため、
これは大前提であり、同所のMaximにおいても、

「法律に違反する行為は予見不可能であり、したがっ
て許されるべきではない」と記載されており、交通
法規違反を推奨するわけではないことが看取される。
　DR14～14cは、避けられ得ない衝突状況に関す
る、まさにジレンマ状況への対処であり、ファース
ト・イン・ファースト・アウトの原則（以下、FiFo）
が説明されている。FiFoは、最初に検出した物体
に対して行動（例えば回避行動）を取るように指示
し、その行動を成功させるために最善を尽くすこと
である。2つ（またはそれ以上）の物体が全く同時
に検出されることはまずないと考えられ、常に最初
の到着者が存在し、車両が実行できる限り、それに
対処されなければならない。
　物対物の場合は、FiFoを用いる。人命対物ある

いは人の軽傷の場合は、人命を優先する。
　そして、DR13cにおいて、人命対人命の場合に
は、「数の差が明らかな場合は定量的な基準に基づ
く。ただし、数が等しいか、有意な差がない場合は、
FiFoを使用する。個人の属性で判断することを禁
じる。ただし、この属性には、交通カテゴリ別の属性
は含まれない（例：交通弱者など）。」と規定された。
　まず、現状、人数比較が適切にできるほどのセン
シング技術はなく、むしろ、センシングできるよう
な状況であれば、おそらく急制動など通常の回避行
動が可能であるため、現実にこのような意味におけ
るジレンマ状況に陥ることはまれであるといえる。
また、現状では、例えば、歩道に乗り上げるような
操舵回避は許容されておらず、緊急時は専ら制動

（ブレーキ）であり、せいぜい車線変更が可能かど
うか、が今後の課題であるため、実際に自動運転
車両がとり得る挙動は限られる。もっとも、将来
的にISO39003のスコープであるL.5が実装されるよ
うなインフラ連携もできている社会状況があれば、
技術的にも人数の差をセンシングできる可能性はあ
ろう。その際に、やはり人数のセンシングで「有意
な差（Differences in quantities are evident.）」が必
要であろう。あまり差が見受けられない時は、潔く
FiFoのルールに従うというのは、恣意的ではなく、
ある程度の透明性が担保されているといえる。また、
FiFoをはじめ、7.4.10で説明される「挙動は・・・
結果的に何が起こるかよりも優先される」というや
や義務論ベースの文言と、人数比で判断する功利主
義的な判断の間には、理論的な矛盾も見出し得る。
例えば、後述のドイツ倫理規則において、義務論に
基づき、ジレンマ状況のプログラミングを禁じてお
きながらも、行為功利主義的な文言が見受けられる
点につき、義務論に基づく個人の尊厳の絶対的保障
が貫徹されていないとの指摘がある６）。この点、い
わゆる（どの規則が効用を最大化するかを問う）規
則功利主義として、「ある規則に従えば、人命の保
護を最大化できる」と考えれば、人数差が判明する
際には多い人数を助ける規則が人命の最大化を図
り、人数差が判然としない際には、FiFoが人命の
最大化を図るといえるならば、義務論と功利主義の
折衷的な理解も可能かと思われる。
　なお、「個人の属性」の文言の「属性」の原語は、

「attribute」であるが、性別、年齢、宗教等、セン
シングが可能かはさておき、それら個人の「属性」
に、基づく区別を禁ずる内容である。もっとも、

140

（ 66 ）

樋笠尭士

国際交通安全学会誌　Vol. 48,  No. 2 2023 年 10 月

Referenzgebieten, p. 347, 2007.
17）文部科学省・国土交通省「プールの安全標準指

針」2007年
18）樋笠尭士『自動運転レベル4 どうしたら社会に

受け入れられるか』学芸出版社、2023年
19）日本学術会議：自動運転の社会実装と次世代モ

ビリティによる社会デザイン検討委員会「自動
運転における倫理・法律・社会的課題」p.18、

2023年（なお、9月15日には「提言」も発出さ
れている）

20）国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研
究開発戦略センター「戦略プロポーザル、：科
学技術・イノベーションの土壌づくりとしての
ELSI/RRI戦略的な科学技術ガバナンスの実現
に向けて」（CRDS-FY2023-SP-01）p.6、2023年

事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を
認定した。
　判決文に鑑みるに、①「遊戯施設業界内の共通認
識」を前提とし、②「実務上、確立した慣行として
定着」していたことから、JIS規格によって刑法上
の注意義務が認められている、といえる。なお、「過
半数で履行されていること」は必然的な要件ではな
い。むしろ、JIS規格に従うことの「共通認識」性と

「慣行としての定着」性を基礎づける事情といえる。
　5-2　JIS規格が刑法上の注意義務において参照

されるための要件
　上記①「遊戯施設業界内の共通認識」および②「実
務上、確立した慣行として定着」の判断においては、

（関与者らの認識を前提に）以下の(a)～(c)が認定さ
れている。

（a）標準としては、JIS規格以外に拠るべきものは
見当たらないこと。

（b）法定定期検査においては、JIS規格に従ってこ
れを行うことが強く期待されていたこと。

（c）定期検査報告の様式においても、JIS規格の定
めに従って定期検査を実施することが前提と
されていたこと。

　つまり、一般化すれば、JIS規格が刑法上の注意
義務において活用されるためには＊13、①「業界内の
共通認識が存すること」、すなわち、共通認識性を
前提とし、②「実務上、確立した慣行として定着して
いること」、すなわち、定着性が必要である。仮に、
同じ判断枠組みが行政指針についても妥当するので
あれば、行政による指針の場合は、当該省庁から通
知がなされるため、共通認識性が充足されるといえ
る。また、実際に行政指針に従う企業がほとんどで
あろうし、行政による要請は「指針に従うことが強
く期待されていた」と評価できるため、事実上、定
着性の要件も充足されよう。

　L.4の指針は存在しないが、レベル5の指針が国

際規格として存在する場合に、それが過失の注意義
務において参照されるか。そもそもL.4とは、シス
テムが全ての動的運転タスクおよび作動継続が困難
な場合への応答を限定領域＊14において実行するも
のをいい、車内はもちろん、遠隔においても「運転者」
が存在しない。2023年4月1日より施行された改正
道路交通法では、L.4につき、道路において、自動
運行装置＊15を当該自動運行装置に係る使用条件で
使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること＊16を「特定自動運行」と定義している。
このL.4は、「限定領域」では完全にシステムが運
転を行うため、限定領域内では、L.5とシステムの
行うことは全く同じと考えられる（Fig.1参照）。

 

　したがって、「システムが担当」する部分につい
ては、L.5対象の指針が要請する倫理的配慮が妥当
すると考えられる＊17。
　では、ISO39003について、前述（5章2節）にお
ける①「共通認識性」と②「定着性」について検討す
る。自動運転レベル4の倫理に関しては、2023年10
月時点で「指針」やJIS規格は存せず、また、直近
のL.4開発に多大な影響を与えたくないという各国
の思惑もあるのか、ISOも存しない。係る状況で、
限定領域内では、L.5とL.4のシステム運行は同様で
あることに鑑みれば、L.5の指針、標準規格を参照
し得る。L.5の行政指針はなく、拠るべきものとし
ては、ISO39003の国際規格があるのみである。共
通認識性の一部が充足されるように思われる。しか

し、まだ「実務上、確立した慣行として定着」はし
ておらず、現時点で、L.4の自動運転の事故が起き
た際の過失において、刑法上の注意義務を措定する
際に「ISO39003に従って倫理に関わるプログラミ
ングを行うことが強く期待されていた」との評価に
はなることはないと考えられる。
　ただし、現状、ISO39003のガイドライン規格に
認証評価が加わるかどうかは各国に委ねられてお
り、L.4の自動運転車に対して「ISO39003準拠」の
ようなお墨付きを与える国家もあり得る。また、
L.5の国際規格とはいえ、その内容は、L.4でも全く
同じ道路/倫理状況への対応が求められるわけであ
るから、（ISO TC241 WG6内のexpert等の関連企業
において）既にISO39003を参考に開発を行うつも
りの企業もあるとのことである。今後のISO39003
の普及と国内での運用次第では、自動運転業界での

「共通認識性」と「定着性」が充足されることもあ
り得るように思われる。

　ここで、わが国にとって一番必要なことは、L.5
の倫理を扱うISO39003に対応して、国内L.4の標準
規格ないしは指針を行政が策定することであろう＊18。
このことは、2023年5月31日に発出された日本学
術会議による見解「自動運転における倫理・法律・
社会的課題」においても、「自動運転に関する倫理
を整理することは、法整備及び社会設計を行う上で
は重要なことである。国が、産業界、地方自治体、
市民と連携して、自動運転に関する倫理的検討を進
め、日本文化、地域特性に配慮しつつ、グローバル
な対比において最適な倫理指針を整備することが望
まれる。」と示されている19）。グローバルな対比に
ついては、本稿で取り上げたISO39003をはじめ、
ドイツ、EU、イギリスなどの指針も参考になろう
と思われる。また、JSTのCRDSの報告書20）では、「上
流の場面では、『ある技術が社会にもたらしうる潜
在的・顕在的課題は何か?』『どんな変化を社会に
もたらしうるか?』『どんなプロセスで合意形成を
すればいいのか?』『そもそもどんな未来が予見さ
れるか?』といったことが問題になるが、これらは 
ELSI/RRIの実践で問われることに他ならない。こ
うした問いに応えるためには、技術開発に関わる自
然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・

社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められ
る。」と示されており、自動運転の分野では、技術
者に加え、人文社会科学の知見をも加えた学際的な
倫理の検討が望まれよう。
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EU倫理提言７）やイギリスの倫理提言＊5 ８）において
は、車椅子などの「傷つきやすい交通弱者（Vulnerable 
road user）」が自動運転車の近くに存在するとき、
通常とは異なった「傷つきやすい交通弱者」に配慮
する挙動を自動運転車に要求することが考えられて
いる。そのため、「属性」に「交通上のカテゴリー：
とくに傷つきやすい交通弱者」が含まれないことが
明記されていると考えられる。
　以上、ISO39003について考察をしたが、比較の
ため、次章では、L.3以上を対象とするドイツの倫
理規則に対する検討を行う。

　ドイツでは、2017年に、旧デジタルインフラス
トラクチャー省が「自動運転及びコネクテッド・
カーに関する倫理規則（BMVI, Ethik-Kommission 
Automatisiertes und Vernetztes Fahren, Bericht 
2017）」を制定している＊6。同規則の9において、「回
避することができない事故状況において、個人的な
特徴（年齢、性別、身体あるいは精神上の素質）に
よるあらゆる格付けは厳格に禁止される。被害者同
士を比べて引き算をすることも禁止である。人的被害
数を減少させる一般的なプログラミングは支持され得
る。乗り物のリスクの発生に関与する者は、関与し
ない者たちを犠牲にしてはならない。」と規定される
点は特徴的である。人数比較の引き算（Aufrechnung）
を厳格に禁ずる姿勢は、過去のドイツの連邦憲法裁
判例において、基本法1条1項の「人間の尊厳は不可
侵である」を根拠に、「一括した生命対生命の衡量

（pauschale Abwägung von Leben gegen Leben）」
が許されずとした1975年判決や10）＊7、ハイジャッ
クにより死を免れない乗客と地上の潜在的犠牲者の
生命を差し引きしてはならないこと等を理由に、航
空機を撃墜できるとした航空安全法に対する2006

年の違憲判決＊8 11）、等と整合的である。なお、この
箇所（個人的な特徴による格付け禁止）は、驚くべ
きことに、2021年7月に発効したドイツの改正道路
交通法の1e条2項2号にも採用されている12）。
　このようなドイツの基本権の立場によると、倫理
規則8が「生命対生命のような真のジレンマにおけ
る決定は、関係者の予測できない行動様式を含んだ
具体的な実際の状況に左右される。それゆえ、その
決定は、一義的に規範化できず、また、倫理的に疑
う余地のないようプログラムすることもできない。」
と規定されていることも当然である。ジレンマ問題
への対処については、生命対生命で優劣をつけられ
ないため、プログラミング自体が禁止されているの
である13）。
　これら、前章で論じたISO39003および本章で見
たドイツの倫理規則に共通するのは、多様な価値観
に鑑みた上で、自動運転のシステム設計について、
かなりの倫理的な配慮を要求しているということで
ある。これらの（ドイツをはじめとする）各国指針
および国際規格は、現状（公的な）倫理指針を保有
しない日本において、どのような影響を有するので
あろうか。とりわけ、現在、実装が開始されたL.4
における交通事故時などの過失犯の刑事裁判におい
て＊9、指針・規格が有する機能はいかなるものであ
ろうか。次項では、まず、刑事裁判における指針・
規格と注意義務の関係について検討する。

　裁判において、刑法上の過失の注意義務を定める
際に、標準規格や指針が参照されることがある。発
出主体としては、行政指針、JIS等の標準規格＊10、
民間規格・指針などが想定される。なお、民間規格
であっても、それが一般化されていれば、刑法上の
注意義務において活用され得る＊11。このような意味

では、（JISと同様にDINという国内規格を有する
ドイツでも）規格は法に近いものとも評されている16）。
　本稿では、主たる検討対象である国際規格に対応
する国内標準規格であるJIS規格の検討を行う＊12。
　5-1　遊園地コースター事件【大阪地判平成21

年 9 月28日（裁判所ウェブサイト）】
　本事件は、遊園地内コースターの客車が軌道上を
走行中に脱輪して急停止し、乗客のうち1名が死亡
し、12名が傷害を負った事故について、同遊園地を
経営する会社の役員らが起訴された事案である。法
定定期検査の一内容として（車両の）ボギー先端軸
をボギーアームから取り外させ、探傷検査を実施さ
せる注意義務について、被告人らは、本件当時、ボ
ギー先端軸がJIS規格上の「車輪軸」に当たるとは認
識していなかった旨供述し、弁護人もこの供述を前提
に、そもそも法定定期検査をJIS規格に従って実施し
なければならないという法令上の根拠はないが、仮
にJIS規格に従って実施しなければならないとして
も、ボギー先端軸はJIS規格上の「車輪軸」に当た
らないから、被告らには法定定期検査の一内容とし
てボギー先端軸について探傷検査を実施させるべき
注意義務があったものではない等の主張を行った。
　本件では、「車輪軸」について、1年に1回以上の

「探傷試験」の実施を要求するJIS規格が業務上過
失致死傷罪における注意義務の発生根拠となるかと
いう争点、すなわち、JIS規格と建築基準法の定める
遊戯施設の法定定期検査との関係が問題となった。
　本判決では、「建築基準法12条3項は、法定定期
検査の内容として、『当該建築設備についての損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検』と定めるにとどま
り、点検に際しての具体的な検査項目や検査方法等
についてまで直接規定するものではない。そこで、
これらについては他に基準を求めることになるが、
本件事故当時における遊戯施設の検査標準として
は、JIS規格以外に拠るべきものは見当たらない。」
と示されている。
　この点、JIS規格自体は、工業標準化法に基づき、
所定の手続を経て定められた任意の標準ではある
が、建築基準法12条3項が指定する昇降機検査資格
者の国土交通大臣登録講習に係る昇降機検査資格者
の講習テキストにおいては、JIS規格について、「建

築基準法の規定に基づき、遊園地等に設置された遊
戯施設の安全性を確保する目的で、各特定行政庁も
しくは所有者の信頼を受けた検査資格者が義務づけ
られた検査のための検査項目、検査器具、検査方法
及び判定基準を各機種別に規定し、検査判定の統一
化を図ったものであ」り、「建築基準法の適用され
ない遊戯施設にも準用されることが望ましい」と記
載されている。
　また、遊戯施設等の検査基準等を定めた昇降機遊
戯施設定期検査実務要綱でも、定期検査は、建築基
準法令やJIS規格等に拠り検査資格者が行うとされ
ている。さらに、日本規格協会発行に係るJIS規格
の解説の記載や、建築基準法を所管する国土交通省
住宅局建築指導課が、財団法人H発行の「昇降機遊
戯施設定期検査業務基準書2004年版」を監修し、
JIS規格に従って定期検査を実施するよう周知、指
導していたこと、昇降機等検査資格者の講習におい
て、講義の科目の内容としてJIS規格を位置づけて
いること等を挙げ、本判決は、「以上の諸点によれ
ば、遊戯施設の法定定期検査とJIS規格とは極めて
密接な関係があり、法定定期検査においては、JIS
規格に従ってこれを行うことが強く期待されていた
ものとみることができる。」と判示した。
　そして、「近畿2府4県の特定行政庁の了承を得て
制定された定期検査報告の様式においても，JIS規
格の定めに従って定期検査を実施することが前提と
されていた。」ことに触れている。加えて、本件事
故後に国土交通省の通知により実施された全国の遊
戯施設に対する緊急点検の結果、約4割の遊戯施設
で「車輪軸」の探傷検査を1年以内に実施していな
いことに依拠して、遊園地業界において法定定期検
査をJIS規格に従って実施することは一般的ではな
かった旨の主張に対し、「前記緊急点検の結果によ
れば，むしろ，手間と費用のかかる「車輪軸」の探
傷検査ですら過半数の遊戯施設で履行されていると
いえるのであるから，弁護人の主張は採用できな
い。」と応じている。最後に、「本件事故当時、遊戯
施設の法定定期検査において、JIS 規格に従ってこ
れを実施することは遊戯施設業界内の共通認識であ
り、実務上、確立した慣行として定着していたもの
であったと認められる」と判示した。
　このように本判決は、JIS 規格上、同法定定期検
査の検査標準・検査項目が定められ、具体的には、
年1回以上の探傷試験を行うこととされていた点を
指摘し、探傷検査を実施させるなどして乗客の死傷


